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調査の背景・目的 

国では、地方創生に係る財政支援策の一つとして、地方版総合戦略の策定段階から初期の

事業実施段階を支援するため、平成 26 年度補正予算において地方創生先行型交付金、平成

27 年度補正予算において地方創生加速化交付金が設けられ、地方公共団体の事業が推進さ

れている。 
その後、地方創生のためには安定的・継続的支援が必要との観点から、平成 28 年度当初

予算において、地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）に基づく法律補助に位置付ける形で

地方創生推進交付金（以下「推進交付金」という。）が創設され、これまで、毎年 1,000 億
円が当初予算で計上されている。 

 
本調査は、平成 29 年度に内閣府が実施した「地方創生推進交付金事業の効果検証に関す

る調査」（平成 30 年４月公表。以下「平成 29 年度調査」という。）に引き続き、推進交付

金の効果検証を行うものである。推進交付金は、「地方版総合戦略」に位置付けられ、地域

再生法に基づく認定を受けた地域再生計画に記載される地方公共団体の自主的・主体的な

取組で、地方創生推進交付金実施計画で申請のあった事業の内、先導的なものを支援するも

のであるが、当該交付金の効果検証を行うことで、地方創生に向けた先導的な事業における

効果的な事業評価及び課題分析の手法をとりまとめ、地方創生関連交付金に関する優良事

例の横展開、地方公共団体における新規事業の設計・立案、有益な効果検証につなげていく

ことを目的としている。 
具体的には、平成 29 年度の第１回及び第２回募集で新たに採択された推進交付金事業、

平成 28 年度に採択された推進交付金事業のうち平成 29 年度にも継続する推進交付金事

業に関し、（Ｉ）事業別に設定された重要業績評価指標（以下「事業別 KPI」という。）の達

成度、地方公共団体における議会・外部組織による効果検証の運用実態と結果、及び交付金

事業全体の社会的・経済的効果を整理・分析することで事業の検証を行うとともに、（II）
特徴的な事例や、事業推進上の課題・工夫等の収集・分析を行い、平成 29 年度に内閣府が

作成した「地方創生事業実施のためのガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に反

映する等を通じて事業運用の改善を図ることを目的とする。 
 
なお、「未来への投資を実現する経済対策」（平成 28 年８月２日閣議決定）を受けて平成

28 年度第二次補正予算に計上された「地方創生拠点整備交付金」に関しても、平成 29 年

度に採択された事業について同様の効果検証を実施しており、別途「地方創生拠点整備交付

金事業の効果検証に関する調査報告書」として取りまとめを行った。 
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 事業実施報告（様式）の作成、送付・回収 

事業実施報告（様式）の作成方針 

推進交付金の交付対象事業について、各地方公共団体が交付金事業に関する分析をして

事業実施結果を記載するために必要な報告書の様式を作成した。 
様式の作成に当たっては、平成 29 年度調査において使用された事業実施報告の様式を参

考とした上で、今回新たに「事業のプロセス」に着目した設問を追加することとした。これ

により、地方公共団体が交付金事業を実施する中で不足している取組を明らかにするとと

もに、事業のプロセスが事業の結果や効果に与える影響についても分析する。 
事業実施報告の様式作成におけるポイントを以下に示す。 
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図表 1-1 事業実施報告の様式作成におけるポイント 

事業実施報告の集計分析 
１．事業の

プ ロ セ ス

について 

事業のプロセスにおいて実施した取組を整理。 
 事業の実施結果だけでなく実施プロセスに着目して分析を行うことで、事業

のプロセスで不足している取組を明らかにするため、平成 29 年度に内閣府

が作成したガイドラインを参考に、推進交付金事業の実施に当たって「取り

組むべきこと」の実施状況を把握することとした。 
 また、「取り組むべきこと」の実施状況と、後述する KPI 目標達成状況や地

方創生への効果認識との関係性を分析した。 

２．交付金

事 業 の 効

果 検 証 に

ついて 
 

地方公共団体での効果検証（担当者、議会、外部組織）の状況を整理。 
 地方公共団体は、事業実施に伴う効果について、重要業績評価指標を設定の

上、その達成度合いについてその効果を検証し、内閣総理大臣に報告するこ

ととされている。 
 そこで、地方公共団体における効果検証の状況を把握すべく、議会による効

果検証の有無、外部組織による効果検証結果（有効か否かの選択肢から選択）

を把握した。 

３．交付金

事 業 の 自

立 性 担 保

の 進捗に

ついて 

自立化の進捗状況を整理。 
 事業実施計画に掲げた「自立化の見込み」や、平成 29 年度の事業実施を踏ま

えた自立化の進捗状況、及び自立化に向けた課題認識を把握した。 

 
４．KPI の
設 定 状 況

について 

KPI の設定数に加え、その位置付け（インプット、アウトプット、アウトカム）

の傾向を分析。 
 事業実施報告の様式設計に際し、図表 1-2 を示しつつ、各事業で設定された

個々の KPI の位置付けが①インプット、②アウトプット、③交付金事業のア

ウトカム、④総合的なアウトカムの何れに該当するかを問う設問を設けるこ

とで、KPI 設定のレベルの傾向・実態を明らかにした。 

図表 1-2 KPI の位置付け 
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５．KPI の
目 標 達 成

状 況 に つ

いて 

KPI の目標達成状況を整理。 
 KPI 目標を達成した事業の数、目標値に達した KPI の数等を整理し、目標達

成状況を分析した。なお、平成 28 年度からの継続事業については、平成 28
年度・29 年度の累計で分析した。 

６．交付金

事 業 の 地

方 創 生 へ

の 効 果 に

ついて 

交付金事業の地方創生への効果認識を調査。 
 交付金事業の地方創生への効果に関して、団体ごとに様々な分野・規模・前

提条件で実施される交付金事業を一律に横並びで比較できる客観的指標を設

定することは困難である。 
 そのため、一部主観が入るものの、当事者である各地方公共団体に対して地

方創生への効果認識（非常に効果的であった／相当程度効果があった／効果

があった／効果が無かった）を尋ねることにより把握することとした。 

７．交付金

事 業 を 進

め る 中 で

の課題・苦

労 に つ い

て 

交付金事業を進める中での課題・苦労の有無を調査。 
 交付金事業を進める中での課題・苦労の有無、及び特に苦労した事項につい

て、様式に以下の選択肢を例示することでその傾向・実態の把握を試みた。 
 事業推進体制の検討 
 事業経営や技術ノウハウを有する人材の確保・育成 
 ビジネスモデル・資金繰りの検討 
 事業実施場所（施設・設備）の検討 
 規制・許認可への対応 
 庁内・組織内（幹部、事業担当課、財政課等）との調整・合意形成 
 庁外・組織外（地域内・地域外の事業者、住民）との調整・合意形成 
 連携先の地方公共団体との調整・合意形成 
 その他（例：予見できなかった外部環境変化が起こった 等） 

８．今後の

事 業 継 続

について 

地方公共団体における今後の事業展開の意向を調査。 
 事業実施の結果（KPI 目標達成状況、地方創生への効果認識）が今後の事業

展開に与える影響を把握するとともに、地方公共団体にとっての地方創生関

係交付金の需要額検討の参考にすべく、推進交付金を活用して事業を行った

地方公共団体における今後の事業展開の意向（継続／発展／改善／中止／終

了）を把握することとした。 
 また、特に事業を中止するとした地方公共団体については、その事情を聴取

した。 

推進交付金全体の効果の試算 
１．産業連

関 分 析 に

基 づ く 経

済 波 及 効

果の試算 

支払先業種別の支払金額を把握し、産業連関分析で経済波及効果を試算。 
 推進交付金事業全体の社会・経済効果分析の一環として、推進交付金事業総

体としての経済波及効果を産業連関分析により試算することとした。 
 そこで、事業実施報告の様式に、総額としての「実績額」に加え、支払先の

部門ごとの支払金額の記入を求め、この値を産業連関分析のインプット情報

として活用した。 
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２．代表的

KPI に着

目 し た 効

果の算出 

「移住者数」「新規雇用者数」「新たに開発した商品・サービスの売上高」に着

目して事業効果を分析。 
 地方創生の基本目標は、地域に「しごと」をつくること、地方への新しい人

の流れをつくること、結婚・子育てにおける希望実現、まちをつくることに

ある。 
 そこで、地方創生の効果を分かりやすく把握することができ、かつ、多くの

地域が目指していると考えられる代表的な計測対象として、“移住者の増加”、
“地域での雇用創出”、“地域経済の振興”の３つに着目し、「移住者数」「新規

雇用者数」「新たに開発した商品・サービスの売上高」の推進交付金事業実

施前後での増分を積み上げ、効果として算出を試みた。 

 
上記を踏まえて作成した事業実施報告の様式は以下の通り。 
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図表 1-3 事業実施報告（様式）（1 枚目） 

 

 

○回答欄について

︓記述式 ︓プルダウン選択式 ︓半角数字での記述式

注）都道府県名及び市町村名をプルダウンで選択（都道府県の回答の場合、市町村名は不要）
注）コードは自動で表示（記載不要）。

Ⅰ．推進交付金事業の振り返り
Ａ．基礎情報

１．本事業の事業名称、実績額、単独事業と広域事業の別、事業実施計画の申請時点のテーマをお聞かせください。　［全員］

総額
 うち国費

 うち単費

注)推進交付金交付要綱　別紙様式Ⅱ実績報告書で報告した金額（円単位）を記載。↑ 注）単独事業と広域事業の別、事業タイプは自動で表示（記載不要）。

１-1．推進交付金の対象経費の支出内訳について、貴団体が支払った相手先の業種別（①～⑩）にお聞かせください。　［全員］

注）支払い相手先業種別の内訳は、概数で結構です。（合計が、最右欄の推進交付金交付対象経費の支出額合計に概ね一致しているかご確認ください。）
注）支払い毎に、支払相手が属する業種①～⑩欄に当該支払額を加算してください。
注）ある支払い先が①～⑩のどの産業分類に該当するか判断することが難しい場合には、「別紙｜設問１（産業分類）」シートを参照し、代表的な産業分類に計上ください。

Ｂ．ＫＰＩの設定・成果
○本事業における重要業績評価指標（ＫＰＩ）の設定、及び成果の確認　［全員］

２．本事業における重要業績評価指標（ＫＰＩ）の名称、意味付け、当初値・目標値・実績値等について、お聞かせください。　

※KPIが５つ以上ある場合には、右欄外の表（設問２追加記入欄）にご記入ください。

→
※右記の凡例より選択ください。 ＜凡例︓選択肢＞　注）下記①～④で想定するKPIの具体イメージについては、「別紙｜設問２（ＫＰＩの意味付け・分類）」シートをご参照ください。

①
②
③
④

→
として目指す水準 として目指す水準 として目指す水準 として目指す水準 として目指す水準

＜凡例︓選択肢＞
① ②

→

→ 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月

平成28年度からの継続事業の場合のみ、自動表示されます。平成29年度新規事業の場合は「－」のままで結構です。

→

→

→

→

→

→ 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月

目標値や目標年月を、半角数字で記入することが出来ない、その他上表に記載困難な場合には、以下備考欄をご活用ください。
→

交付金事業のアウトカム

目標値（増分）

目標値（増分） ［単位］

平成 平成 平成

ク．上記カとキの累計
（自動表示）

目標値（増分） ［単位］ 目標値（増分） ［単位］

キ．平成29年度単体
の目標値（増分）

目標値（増分） ［単位］ 目標値（増分） ［単位］ 目標値（増分） ［単位］ 目標値（増分） ［単位］ 目標値（増分） ［単位］

ＫＰＩの
当初値

（継続事業のみ）
オ．平成28年度の
事業終了時点 － － － － －

［単位］ 当初値 ［単位］ 当初値 ［単位］ 当初値 ［単位］ 当初値 ［単位］

¥0

⑥商業
（卸・小売） ⑦金融・保険 ⑧不動産・

物品賃貸

平成29年度の事業の　支出の内訳［単位︓千円］　※概数で結構です※　※「千円」単位でご記入下さい。

①～⑩の合計

0

KPI１ KPI２ KPI３ KPI４ KPI５

当初値

［単位］

インプット
アウトプット

総合的なアウトカム

交付金事業に投入される資源（ヒト・モノ・カネ・時間）
交付金事業による活動量（仕事の量・頻度・投下時間）
交付金事業から直接的にもたらされる成果・効果
様々な事業・施策・政策の総体によって得られる成果・効果

コード ― メールアドレス

⑨サービス

単独事業と広域事業の別

―

事業名称 平成29年度　実績額［単位︓円］ 事業実施計画(申請)段階のテーマ 事業タイプ

―

電話番号

事業開始年度

※　事業実施報告は「事業ごとに」それぞれ1ファイル作成してください。

②建設 ③製造 ④情報通信

ＫＰＩの
意味付け

⑤運輸・郵便

連携地方公共団体の総体 貴地方公共団体単独

事業実施期間

地方創生推進交付金　事業実施報告（様式１）

都道府県名 市町村名 担当部局課名 担当者氏名

イ．ＫＰＩの分類

ア．本事業における
重要業績評価指標（ＫＰＩ）の名称

※事業実施計画を確認してご記入ください。
→

⑩その他

推進交付金
交付対象経費の
支出額(合計）
［単位︓千円］

0

①農林水産

ウ．ＫＰＩの対象
※単独事業の場合は

必ず②となります。

【注意】　設問ウにおいて、「①連携地方公共団体の総体」と回答した場合は、代表地方公共団体か否かによって以下の通り記載方法が異なります。
　　　　　・代表地方公共団体の場合︓　「貴地方公共団体としての実績値」ではなく、あくまで「連携地方公共団体総体としての実績値」をご記入ください。
　　　　　・代表地方公共団体以外の場合︓　当該KPIに関しては記載不要です。

計測年月 計測年月 計測年月 計測年月 計測年月

平成 平成 平成 平成 平成

［単位］
エ．事業実施計画の

申請時点
※継続事業の場合は初回申請時

点の当初値をご記入ください。

事業実施
計画の

申請時点
での、

ＫＰＩの
目標値設定

※事業実施計画を
確認してご記入くださ

い。

【注意】　設問ウにおいて、「①連携地方公共団体の総体」と回答した場合は、代表地方公共団体か否かによって以下の通り記載方法が異なります。
　　　　　・代表地方公共団体の場合︓　「貴地方公共団体としての実績値」ではなく、あくまで「連携地方公共団体総体としての実績値」をご記入ください。
　　　　　・代表地方公共団体以外の場合︓　当該KPIに関しては記載不要です。
目標値（増分） ［単位］

当初値 ［単位］当初値 ［単位］ 当初値 ［単位］ 当初値 当初値 ［単位］

平成

コ．備考欄

目標値（増分） ［単位］

目標値（増分） ［単位］目標値（増分） ［単位］ 目標値（増分） ［単位］ 目標値（増分） ［単位］

平成

目標年月 目標年月 目標年月 目標年月 目標年月

［単位］ 目標値（増分）

目標値（増分） ［単位］ 目標値（増分） ［単位］

（継続事業のみ）
カ．平成28年度単体
の目標値（増分）

ケ．トータルの事業
終了時点

※事業実施計画を確認し、
複数年事業の終了時点を

ご記入ください。
（単年事業の場合はキと一致）

目標値（増分） ［単位］ 目標値（増分） ［単位］
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図表 1-4 事業実施報告（様式）（2 枚目） 

 

→

→

→ 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月

→ ## % ## % ## % ## % ## %

→

→ ## % ## % ## % ## % ## %

実績値や年月を、半角数字で記入することが出来ない、その他上表に記載困難な場合には、以下備考欄をご活用ください。
→

→

→

　＜凡例︓選択肢＞　 ① ② ③ ④ ⑤

「③その他」を選択した場合は、その内容をご記入ください。

　２-1．ご記入いただいたKPIの内、本事業において代表的なKPIと考えるKPIをお選びください。（最大３つまで）　※上記左から、KPI１、KPI２、KPI３、の順で並んでいます。

○交付金事業の地方創生への効果　［全員］
３．設問２のス「目標値に対する達成度合い」の回答結果を踏まえて総合的にご判断の上で、本交付金事業の地方創生への効果について、お聞かせください。

　＜凡例︓選択肢＞
①
②
③
④

C.　自立性担保の進捗
○自立化の進捗状況

　＜凡例︓選択肢＞
　＜凡例︓選択肢＞ ①

① ②
② ③
③ ④

○自立化の課題　［全員］
５．平成29年度事業を踏まえて、取組みの自立化に向けて課題と感じていらっしゃることを、可能な範囲で具体的にご記入ください。
　　（観点の例︓収入・財源の確保、ビジネスモデル、事業推進体制、技術・ノウハウを有する人材など）

D．事業の実施状況
○事業実施時に留意した項目　［全員］

６．貴団体が本事業を実施するにあたって留意した項目について、お聞かせください。（○はいつくでも）
注）各項目の詳細は、内閣府から公表している「地方創生事業実施のためのガイドライン」総論－Ⅲ.事業化プロセス編に記載していますので、必要に応じてご参照ください。

　【事業アイデア・事業手法の検討段階】

ア． オ．

イ． 定量的・客観的な分析を通じて地域の実態やニーズを捉えている カ． スケールメリットや人材・ノウハウ融通のため、複数の地域間で連携している

ウ． 地域の特色ある資源や強みを活用している キ． 事業実施体制の構築において、地域の企業・団体等の既存組織・ネットワークを活用している

エ． 事業手法の検討に外部人材・知見を活用している ク． 関係者の役割・責任について明確化している

　【事業の具体化段階】

ケ． サ．

コ． シ．

　【事業の実施・継続段階】 ＜凡例︓選択肢＞（セ、タ共通）
ス． 事業実施主体間で定期的にコミュニケーションを行っている （ セ． 左記コミュニケーションの頻度 ） ①

②
ソ． KPIの進捗について定期的に管理している （ タ． 左記進捗管理の頻度 ） ③

④

チ． 担い手となるキーパーソンや、事業を継続的に進めていくマンパワーを確保している テ． 地域住民・事業者や利害関係者が事業の推進や改善に参加できる仕組みをつくっている

ツ． 事業の目的・目標や生じつつある効果等の現状、事業がもたらすメリットについて情報発信し、事業実施に対する納得感を醸成している

　【事業の評価・改善段階】

ト． 外部組織や議会等により事業の効果を多角的に評価検証している ニ． 事業の評価を踏まえて対応策を決定し、実行に移している

ナ． KPIの達成状況を定期的に確認し、未達成の場合はその要因を分析している ヌ． 事業の改善方針について次年度以降の事業計画に反映している

月1回以上
四半期に1回程度
半期に1回程度

1年に1回程度

タ．次に影響の
大きい理由

※特に設問ソで①外的要因を選
択した場合はご回答ください。 外的要因 計画不適切 その他 不明 事業未実施

例︓全てのKPIが目標値を達成するなど、大いに成果が得られたとみなせる場合

地方創生に対して効果がなかった 例︓KPIの実績値が開始前よりも悪化した、もしくは取組としても前進・改善したとは言い難いような場合

（目標値未達
の場合のみ）
実績値累計の
目標未達理由

※設問スの「目標値に
対する達成度合い」の
回答結果を踏まえて、
目標値未達の場合の

みご記入ください。

あり（自主財源による自立）
見込みを上回って自主財源等確保

あり（地方公共団体の一般財源による負担）
見込みどおり自主財源等確保

なし
見込みを下回って自主財源等確保

注）横展開タイプ、隘路打開タイプでは、選択肢②における「地方公共団体の一般財源による負担」
に、事業収入や会員からの収入などのほかにも、行革努力による一般財源の捻出などが含まれます。

自主財源等確保の目処はたっていない

異なる分野の政策を組み合わせた事業とするため、団体内の複数部局や様々な分野の民間
企業と連携している

経営視点からの検証のため、事業実施経験のある人材を活用している、または知
見ある外部専門家から助言を受けている

事業と直接性があり、客観的な成果を表すKPIを選定し、妥当な水準の目標値を設定して
いる

目標値に対する達成度合い

実績値（増分） ［単位］ 実績値（増分）

【注意】　設問ウにおいて、「①連携地方公共団体の総体」と回答した場合は、代表地方公共団体か否かによって以下の通り記載方法が異なります。
　　　　　・代表地方公共団体の場合︓　「貴地方公共団体としての実績値」ではなく、あくまで「連携地方公共団体総体としての実績値」をご記入ください。
　　　　　・代表地方公共団体以外の場合︓　当該KPIに関しては記載不要です。

実績値（増分）

計測年月 計測年月 計測年月 計測年月 計測年月

実績値（増分） ［単位］ 実績値（増分） ［単位］ 実績値（増分） ［単位］ 実績値（増分） ［単位］ 実績値（増分） ［単位］

［単位］

目標値に対する達成度合い 目標値に対する達成度合い

ソ．最も影響の
大きい理由

実施計画に記載された自立化の見込み

４-1．設問４で「あり（①もしくは②）」と回答いただいた方のみ、お答えください。
　　　　実施計画に記載された自立化の見込みは、当初の見込みどおりに進捗していますか。

平成29年度事業を踏まえた自立化の進捗

地方創生に非常に効果的であった

実績値（増分） ［単位］

（継続事業のみ）
サ．平成28年度の

事業実施による
実績値

シ．平成29年度の
事業実施による実績値

※達成度合いは、設問キの目標値
に対する達成度合いが自動表示さ
れます。目標値や実績値を半角数
字で記入出来ない場合等は、プル

ダウンで選択ください。

ス．平成29年度の事業終
了時点の実績値累計

※達成度合いは、設問クの目標値
に対する達成度合いが自動表示さ
れます。目標値や実績値を半角数
字で記入出来ない場合等は、プル

ダウンで選択ください。

平成 平成 平成 平成 平成

［単位］［単位］ ［単位］

事業終了までの詳細な工程計画(四半期単位、月単位等)を策定している

実績値（増分） 実績値（増分）

実績値（増分） ［単位］ 実績値（増分） ［単位］実績値（増分） ［単位］

目標値に対する達成度合い 目標値に対する達成度合い 目標値に対する達成度合い 目標値に対する達成度合い 目標値に対する達成度合い

代表的KPI

事業終了時点
での、

ＫＰＩの
実績値

地域住民や利害関係者との話し合いを通じて課題やニーズを明確化している

目標値に対する達成度合い 目標値に対する達成度合い

事業効果

４．実施計画をご覧ください。
　　「先駆性に係る取組」の　「(1)自立性」の　「3～5年以内の自立化の見込み」で
　　回答した選択肢をお選び下さい。

地方創生に相当程度効果があった 例︓一部のKPIが目標値に達しなかったものの、概ね成果が得られたとみなせる場合
地方創生に効果があった 例︓KPI達成状況は芳しくなかったものの、事業開始前よりも取組が前進・改善したとみなせる場合

セ．備考欄

資金調達の方法や事業採算性など事業が継続性をもって自走していくことのできる
プロセスを明確化している

［単位］ 実績値（増分）
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図表 1-5 事業実施報告（様式）（3 枚目） 

 

E．効果検証
○議会による効果検証　［全員］

７．議会による効果検証の有無、時期について、お聞かせください。

① ② ③

H 年 月

○外部組織による効果検証　［全員］
８．外部組織による効果検証の時期、本事業の評価について、お聞かせください。

H 年 月
　＜凡例︓選択肢＞

①
②

○事業実施状況の見直し
９．設問７または設問８で「①実施した」と回答いただいた方のみ、お答えください。
　　　議会または外部組織による効果検証を通じた、事業の実施状況の見直しについて、お聞かせください。 ＜凡例︓選択肢＞

①
②
③

F．事業を進める中での課題・苦労、及びそれに対する取組の修正・改善
10．平成29年度の事業を進める中での課題・苦労について、お聞かせください。　［全員］

　＜凡例︓選択肢＞
① ② ③

　10-1．設問10で「①課題・苦労があった」と回答いただいた方のみ、お答えください。以下の中から、特に苦労したことを最大で３つまで、お聞かせください。

　＜凡例︓選択肢＞
① ⑥
② ⑦
③ ⑧
④ ⑨
⑤ ※⑧については、広域事業の場合のみ、選択ください。

「⑨その他」 を選択した場合は、その内容を具体的にご記入ください。

　10-2．設問10-1を回答いただいた方のみ、お答えください。設問10-1の課題・苦労に対応して、取組を進めながら修正・改善を行われた場合、その内容について、可能な範囲で具体的にご記入ください。
注）事業実施計画の申請時点での想定との相違点に対し、取組の事中（平成29年度内）において、修正・改善により取組を前進させた点をお聞かせください。

11．平成30年度以降も継続して事業を実施する団体のみ、お答えください。
　　　平成29年度の事業実施・成果を踏まえて、平成30年度以降における取組みの修正・改善について、可能な範囲で具体的にご記入ください。

注）事業実施計画の申請時点での対比で、平成29年度事業成果を踏まえたPDCAによる事業改善の観点から、取組を修正・改善させる点をお聞かせください。

G．今後の事業展開方針
12．本事業の今後の方針について、お聞かせください。　［全員］

　＜凡例︓選択肢＞
① ④
② ⑤
③

Ⅱ．その他
○事例の自己推薦　［全員］

13．「地方創生関係交付金の活用事例集」の掲載事例として、本事業を取り上げるべきかについて、理由とともにお聞かせください。
①
②
③
④
⑤

○他の地方創生関係交付金の活用状況　［全員］
14．平成28年または平成29年当初・推進交付金を活用した本事業と密接な関係性を有する事業として、その他の地方創生関係交付金を活用していますか。(○はいくつでも)

平成26年補正・地方創生先行型交付金を活用した。 平成27年補正・地方加速化交付金を活用した。

平成28年補正・地方創生拠点整備交付金を活用した。 平成29年補正・地方創生拠点整備交付金を活用している。

平成30年当初・地方創生推進交付金を活用している。 平成28年または平成29年当初・推進交付金以外に地方創生関係交付金活用実績はない。

○ガイドライン、事例集の活用状況
15．内閣府から公表している「地方創生事業実施のためのガイドライン」や「地方創生関係交付金の活用事例集」の活用状況について、お聞かせください。　［全員］

注）本事業への活用に限らず、貴団体における地方創生事業全体に関する認識としてお答えください。

　＜凡例︓選択肢＞
① ② ③

　15-1．設問15で「①活用している」と回答いただいた方のみ、お答えください。以下の中から特に活用した項目を、お聞かせください。（○はいくつでも）
先駆性要素 KPIの設定 事業化プロセス(総論） 事業化プロセス(各論） 事例集

　15-2．設問15で「①活用している」と回答いただいた方のみ、お答えください。ガイドライン、事例集の活用方法について、お聞かせください。（○はいくつでも）

地方創生交付金事業のテーマ探しや計画策定にあたり参照している 地方創生交付金事業の実施・運営にあたり参照している

地方創生交付金事業以外の事業のテーマ探しや計画策定にあたり参照している 地方創生交付金事業以外の事業の実施・運営にあたり参照している

○ガイドライン、事例集に関する意見・要望　［全員］
16．内閣府から公表している「地方創生事業実施のためのガイドライン」や「地方創生関係交付金の活用事例集」についてのご意見・ご要望がありましたら、お聞かせください。

事業の継続（計画通りに事業を継続する）
事業の発展（事業が効果的であったことから取組の追加等更に発展させる）

今後の方針

議会による効果検証の有無 議会による効果検証の時期

外部組織による効果検証の時期

課題・苦労があった 課題・苦労はほとんどなかった 課題・苦労は全くなかった

地方版総合戦略のKPI達成に有効であった、との意見
地方版総合戦略のKPI達成に有効とは言えない、との意見

特に苦労したこと（3つまで）

ビジネスモデル・資金繰りの検討

事業の改善（事業の効果が不十分であったことから見直し（改善）を行う（または、行った））

ガイドライン、事例集の活用状況

活用している 活用していない ガイドライン、事例集の存在を知らなかった

　＜凡例︓選択肢＞
計画を上回る大きな効果を上げた事業として推薦する
課題解決のための取組内容が他団体の参考となるため推薦する

特に推薦しない

事例の自己推薦

課題や苦労が他団体への示唆に富むため推薦する
その他の理由により推薦する

「④その他の理由により推薦する」を
選択した場合の推薦理由

庁内・組織内（幹部、原課、財政課等）との調整・合意形成
庁外・組織外（地域内・地域外の事業者、住民）との調整・合意形成
連携先の地方公共団体との調整・合意形成

事業実施場所（施設・設備）の検討

事業推進体制の検討
事業経営や技術ノウハウを有する人材の確保・育成

効果検証において「改善が必要」との指摘はあったが、現状では適切な改善が図られていない

効果検証において「改善が必要」との指摘はあったものの、適切な改善が図られている

効果検証において「改善が必要」との指摘はなく、事業は適切に実施されている効果検証を通じた事業見直しの状況

実施しない（予定）

以上で全て終了です。

事業を進める中での課題・苦労の有無

その他（例︓予期せぬ外部環境変化が起こった　等）

事業の中止（継続的な事業実施を予定していたが中止する（または、した））
事業の終了（当初予定通り事業を終了する（または、した））

実施した 実施予定

外部組織による効果検証の有無

　＜凡例︓選択肢＞

外部組織による本事業の評価

規制・許認可への対応
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事業実施報告の送付・回収 

平成 30 年 9 月に内閣府よりメール添付にて、推進交付金事業を実施する全ての地方公共

団体担当者宛に、事業実施報告（様式）を送付し、平成 30 年 10 月を期限として回答を依

頼した。 
回収に当たっては、明らかな誤記載や項目間の不整合等について、地方公共団体への確認

も踏まえつつ修正を行った。 
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 事業実施報告の整理・分析 

地方公共団体から提出のあった「事業実施報告」の回答結果に基づき、分析を行った。 

分析方針 

分析は平成 31 年 1 月末までに回収した計 2,823 件の「事業実施報告」を対象とした。 
採択件数は計 2,836 事業であり、そのうち事業取下げ等を除いた報告対象件数は 2,823 事

業であるため、回収率は 100％である。 
また、分析は事業実施報告の設問項目の単純集計結果及び項目間のクロス集計結果を基

に実施した。その際、各設問項目を以下の大分類に整理した上で、項目間の因果関係にも着

目して分析を行った（例：事業のプロセスが事業の結果に与えた影響の分析等）。 
 
・ 事業の基礎情報 （2.2.1 参照） 

‒ 事業テーマ、単独・広域の別、実施主体の別（都道府県・市町村）、実績額、 
他の地方創生関係交付金の活用状況 

・ 事業のプロセス （2.2.2 参照） 
‒ 事業実施時に留意した項目、効果検証の有無、自立化の進捗 

・ 事業の結果 （2.2.3 参照） 
‒ KPI の実績、地方創生への効果認識、事業を進める中での課題・苦労 

・ 今後の展開 （2.2.4 参照） 
‒ 今後の方針 

・ 経済波及効果 （2.2.5 参照） 
 
項目間の因果関係を含む分析の全体イメージは以下の通り。 
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図表 2-1 事業実施報告 分析の全体イメージ 

 
 

事業実施報告の分析結果 

事業の基礎情報、事業のプロセス、事業の結果、今後の展開、経済波及効果の分類別に分

析結果を示す。 

事業の基礎情報 

地方公共団体から提出のあった「事業実施報告」の単純集計結果は以下の通り。 
  

1) 事業実施時に留意
した項目

3) 自立化の進捗

1) 事業テーマ

2) 単独事業・広域事業

1) KPIの実績

2) 地方創生への効果
認識

3) 事業を進める中で
の課題・苦労

1) 今後の方針

事業の基礎情報 【2.2.1】 事業のプロセス 【2.2.2】 事業の結果 【2.2.3】 今後の展開 【2.2.4】

2) 効果検証の有無

4) 実績額

5) 他の地方創生関係
交付金の活用状況

経済波及効果 【2.2.5】

は因果関係（の可能性）を表す

3) 実施主体
（都道府県・市町村）
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図表 2-2 事業実施報告の提出数（平成 31 年 1 月末時点） 

※広域事業は、構成地方公共団体がそれぞれ提出 

事業テーマ 
事業実施報告の提出数 

単独事業 広域事業

(代表) 
広域事業

(連携) 計 都道府県

事業 
市町村 
事業 計 

A.しごと創生 A-1.ローカルイノベーション 327 49 90 466 139 327 466 

A-2.農林水産 260 34 81 375 60 315 375 

A-3.観光 231 101 420 752 80 672 752 

B.地方への 

ひとの流れ 

B-1.生涯活躍のまち 89 0 0 89 6 83 89 

B-2.移住・人材 305 42 123 470 64 406 470 

C.働き方改革 C-1.若者雇用対策 46 2 7 55 7 48 55 

C-2.ワークライフバランス 63 3 7 73 23 50 73 

D.まちづくり D-1.小さな拠点 60 5 46 111 10 101 111 

D-2.コンパクトシティ 325 19 88 432 23 409 432 

計 1,706 255 862 2,823 412 2,411 2,823 

 
 
1) 事業テーマ別 

事業テーマ別では、しごと創生分野（ローカルイノベーション、農林水産、観光）が、

全体の 5 割強を占める。中でも、観光分野が最も多く、全体の約 4 分の 1 を占める。 
一方で、働き方改革分野（若者雇用対策、ワークライフバランス）が最も少なく、全

体の 5%程度。 

図表 2-3 事業テーマ別事業数 

 

16%

13%

27%

3%

17%

2%

3% 4%

15%
A-1 ローカルイノベーション

A-2 農林水産

A-3 観光

B-1 生涯活躍のまち

B-2 移住・人材

C-1 若者雇用対策

C-2 ワークライフバランス

D-1 小さな拠点

D-2 コンパクトシティ

総数
2,823
事業
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2) 単独事業・広域事業の別 
単独事業と広域事業の比率は概ね 3:2。広域事業のうち、代表団体と連携団体の比率

は概ね 1:3 であり、広域事業 1 事業当たり 4 団体程度が連携して事業を行っている。 
事業テーマ別で見ると、生涯活躍のまち、若者雇用対策、ワークライフバランスの各

テーマは、8 割以上を単独事業が占める。一方で、観光分野は広域事業が約 7 割を占め

ており、地域をまたいで事業を実施するケースが多い。 

図表 2-4 単独事業・広域事業別の事業数 

 

 
3) 実施主体の別 

実施主体の別（都道府県、市町村）では、全体の 15%が都道府県であり、残りが市町

村である。ローカルイノベーションやワークライフバランスの分野で都道府県事業の

割合が約 3 割と高い。 
  

※広域事業は、構成地方公共団体がそれぞれ提出

70%

69%

31%

100%

65%

84%

86%

54%

75%

60%

11%

9%

13%

9%

4%

4%

5%

4%

9%

19%

22%

56%

26%

13%

10%

41%

20%

31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A-1 ローカルイノベーション

A-2 農林水産

A-3 観光

B-1 生涯活躍のまち

B-2 移住・人材

C-1 若者雇用対策

C-2 ワークライフバランス

D-1 小さな拠点

D-2 コンパクトシティ

全体

単独 広域（代表） 広域（連携）

N=466

N=375

N=466

N=89

N=470

N=55

N=73

N=111

N=432

N=2,823
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図表 2-5 実施主体別の事業数 

 
 
4) 事業実績額 

1 事業当たりの事業実績額（国費単費合計）は、平均で 3,287 万円。 
事業テーマ別では、ローカルイノベーション分野が最も高く、平均 4,723 万円。 

図表 2-6 1 事業当たりの事業実績額（事業テーマ別） 

 

30%

16%

11%

7%

14%

13%

32%
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15%

70%

84%

89%

93%
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87%
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95%

85%
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A-1 ローカルイノベーション

A-2 農林水産

A-3 観光

B-1 生涯活躍のまち

B-2 移住・人材

C-1 若者雇用対策

C-2 ワークライフバランス

D-1 小さな拠点

D-2 コンパクトシティ

全体

都道府県 市町村

N=466

N=375

N=466

N=89

N=470

N=55

N=73

N=111

N=432

N=2,823

4,723 

3,308 
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A-1 ローカルイノベーション

A-2 農林水産

A-3 観光

B-1 生涯活躍のまち

B-2 移住・人材

C-1 若者雇用対策

C-2 ワークライフバランス

D-1 小さな拠点

D-2 コンパクトシティ

全体

事業実績額（万円）
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単独事業・広域事業の別では、単独事業の平均 3,184 万円に対して広域事業は 1 団

体当たり平均 3,445 万円。広域事業の構成団体別に見ると、代表団体が平均 9,874 万

円で、連携団体の約 6 倍となっている。 

図表 2-7 1 事業当たりの事業実績額（単独事業・広域事業の別） 

 
 

実施主体別では、都道府県事業の平均 10,241 万円に対して、市町村事業は平均 2,098
万円でおよそ 5 倍の開きがある。 

図表 2-8 1 事業当たりの事業実績額（実施主体別） 
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5) 他の地方創生関係交付金の活用状況 
概ね 8 割程度の事業が他の交付金を活用済みまたは活用中。分野別では、若者雇用

対策分野において特にその割合が高い。 

図表 2-9 他の交付金の活用状況（事業テーマ別） 

 

 
活用した交付金の種類別では、全体の半数以上の事業が加速化交付金を活用済み。特

に観光分野において加速化交付金の活用割合が高い。また、全体の 6 割程度の事業が、

平成 30 年度も継続して推進交付金を活用しており、複数年度にわたって交付金を活用

して事業を推進している。また、全体の 15%程度の事業が、平成 28 年度補正・拠点整

備交付金（平成 29 年度実施）を活用済み。 
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図表 2-10 他に活用した交付金の種類（事業テーマ別） 

 
 

単独事業・広域事業の別で比較すると、広域事業（代表団体）では、約 9 割の事業が

他の交付金を活用しており、単独事業や広域事業（連携団体）に比べて割合が高い。 

図表 2-11 他の交付金の活用状況（単独事業・広域事業の別） 
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活用した交付金の種類については、広域事業（代表団体）において加速化交付金を活

用した事業の割合が約 7 割で特に高い。 

図表 2-12 他に活用した交付金の種類（単独事業・広域事業の別） 

 

 
実施主体別で比較すると、都道府県事業では約 9 割の事業が他の交付金を活用して

おり、市町村事業に比べて割合が高い。 

図表 2-13 他の交付金の活用状況（実施主体別） 
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都道府県事業において、平成 30 年度も継続して推進交付金を活用した事業の割合が

7 割を超えており特に高い。 

図表 2-14 他に活用した交付金の種類（実施主体別） 
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事業のプロセス 

内閣府では、地方創生推進交付金を活用した事業の立案・改善のための手引きとして、平

成 29 年度にガイドラインを作成し、平成 30 年 4 月に公表した。ガイドラインでは、地方

創生推進交付金事業に求められる 6 つの「先駆性要素」（自立性、官民協働、地域間連携、

政策間連携、事業推進主体の形成、地方創生人材の確保・育成）を念頭に置いて、事業に取

り組むにあたって基本的に踏まえるべきことや、気をつけたい工夫・留意点を掲載すること

で、地方公共団体による適切な事業実施を促している。 
事業実施報告の中で、事業実施時に留意した項目を質問することにより、事業のプロセス

が適切に実施されているか否かを確認した。具体的には、ガイドラインで定められた「取り

組むべきこと」の各項目について実施の有無を質問した。 
ただし、今回の調査は平成 29 年度における事業実施内容を対象としており、当該期間に

おいてガイドラインは未公表であった点に留意が必要である。 
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ガイドラインで定められた「取り組むべきこと」を基に設定した確認項目は以下の通り。 
 
PDCA の段階 取り組むべきこと 事業実施報告における確認項目 

事業アイデア・ 
事業手法の検討 
＜Plan＞ 

課題・ニーズの 
共有と明確化 

ア． 地域住民や利害関係者との話し合いを通じて課題や 
ニーズを明確化している   

定量的・客観的な 
分析 

イ． 定量的・客観的な分析を通じて地域の実態やニーズ 
を捉えている 

地域資源の活用 ウ． 地域の特色ある資源や強みを活用している 
外部人材・知見の活

用 
エ． 事業手法の検討に外部人材・知見を活用している 

政策間連携 オ． 異なる分野の政策を組み合わせた事業とするため、 
団体内の複数部局や様々な分野の民間企業と連携し

ている 
地域間連携 カ． スケールメリットや人材・ノウハウ融通のため、 

複数地域間で連携している 
既存組織・ネット 
ワークの活用 

キ． 事業実施体制の構築において、地域の企業・団体等 
の既存組織・ネットワークを活用している 

関係者の役割・責任 
の明確化 

ク． 関係者の役割・責任について明確化している 

事業の具体化 
＜Plan＞ 

自走を意識した計画 ケ． 資金調達の方法や事業採算性など事業が継続性を 
もって自走していくことのできるプロセスを明確化

している 
経営視点からの検証 コ． 経営視点からの検証のため、事業実施経験のある 

人材を活用している、または知見ある外部専門家か

ら助言を受けている 
詳細な工程計画 サ． 事業終了までの詳細な工程計画(四半期単位、月単位 

等)を策定している 
適切な KPI 設定 シ． 事業と直接性があり、客観的な成果を表す KPI を 

選定し、妥当な水準の目標値を設定している 
事業の実施・継続 
＜Do＞ 

主体間コミュニケー

ション 
ス． 事業実施主体間で定期的にコミュニケーションを行 

っている 
（セ．主体間コミュニケーションの頻度） 

こまめな進捗と質の

管理 
ソ． KPI の進捗について定期的に管理している 
（タ．KPI の進捗管理の頻度） 

安定した人材の確保 チ． 担い手となるキーパーソンや、事業を継続的に進め 
ていくマンパワーを確保している 

地域の理解醸成を 
促す情報提供 

ツ． 事業の目的・目標や生じつつある効果等の現状、 
事業がもたらすメリットについて情報発信し、事業

実施に対する納得感を醸成している 
地域主体の参加促進 テ． 地域住民・事業者や利害関係者が事業の推進や改善 

に参加できる仕組みをつくっている 
事業の評価・改善 
＜Check/Action＞ 

外部による効果検証 ト． 外部組織や議会等により事業の効果を多角的に評価 
検証している 

KPI 目標未達成の 
要因分析 

ナ． KPI の目標達成状況を定期的に確認し、未達成の場

合はその要因を分析している 
事業改善方針の 
明確化 

ニ． 事業の評価を踏まえて対応策を決定し、実行に移し 
ている 

事業改善方針の 
反映 

ヌ． 事業の改善方針について次年度以降の事業計画に 
反映している 
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上記のうち「外部による効果検証」については、議会・外部機関それぞれによる効果検証

の実施状況について集計し、分析を実施した。また、自立化の進捗について、将来の自立化

の見込みや進捗状況について集計し、分析を実施した。 
なお、これらの事業のプロセスが事業の結果にどう影響を与えているかについては、次の

「事業の結果」の項で分析を行う。 
 
1) 事業実施時に留意した項目（「取り組むべきこと」の実施状況） 

(ア) 全体傾向 
 ガイドライン公表前の事業実施ということもあり、「取り組むべきこと」の実

施率は平均 5 割弱で低い。 
項目別では、「ウ.地域資源の活用」、「ス.主体間コミュニケーション」、「ト.外部

による効果検証」の実施率が比較的高く、4 分の 3 程度。 
一方で、「ケ.自走を意識した計画」、「サ.詳細な工程計画」の実施率は全体の 2

割程度にとどまる。これらの項目は、事業の自立化に向けて重要となる項目であ

る。資金調達の方法や事業採算性など、事業が継続性を持って自走していくこと

のできるプロセスを明確化することが重要である。 

図表 2-15 「取り組むべきこと」の実施状況 
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ク． 関係者の役割・責任の明確化

ケ． 自走を 意識した計画

コ． 経営視点からの検証

サ． 詳細な工程計画

シ． 適切なKPI設定

ス． 主体間コミュニケーショ ン

ソ． こまめな進捗と質の管理

チ． 安定した人材の確保

ツ ． 地域の理解醸成を 促す情報発信

テ． 地域主体の参加促進

ト． 外部によ る 効果検証

ナ． KPI目標未達成の要因分析

ニ． 事業改善方針の明確化

ヌ ． 事業改善方針の反映
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(イ) 事業テーマ別の傾向 
「取り組むべきこと」21 項目の 8 割以上（17 項目以上）を実施した事業の割

合は、全体の 15%。事業テーマ別では、ワークライフバランスや観光、ローカル

イノベーション、移住人材の分野でその割合が大きい。 

図表 2-16 実施した取組数（事業テーマ別） 

 
 
 事業テーマ別の取組内容を見ると、主に以下の特徴がある。 
・ ローカルイノベーション分野：「コ.経営視点からの検証」の実施率が高い。 

 本分野は創業・起業支援など企業経営を支援する事業が多くあることか

ら、交付金事業の実施に当たっても経営視点での検証が進んでいるものと想

定される。 
・ 観光分野：「ウ.地域資源の活用」や「カ.地域間連携」の実施率が高い。 

 地域資源は貴重な観光コンテンツであるため、大半の事例がこれを活用し

ているものと考えられる。また、観光分野は他の事業テーマに比べて広域事

業の割合が高く、地域間連携が進んでいるものと考えられる。 
・ 生涯活躍のまち分野：「エ.外部人材・知見の活用」や「オ.政策間連携」の実

施率が高い一方で、「カ.地域間連携」の実施率が低い。 
 本分野は、移住定住や医療福祉、雇用など複数の政策を組み合わせて事業

推進されているものと考えられる。後述する詳細調査の結果を見ても、地方

公共団体内の関与部署数が他分野に比べて多く、複数の政策担当部署が連携

して事業を推進していることがうかがえる。一方で、本分野の全ての事業が
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単独事業であることも影響し、地域間連携はほとんど実施されていない。 
・ 若者雇用対策分野：特に、「ウ.地域資源の活用」や「テ.地域主体の参加促

進」の実施率が低い。 
 雇用対策というテーマの性質上、地域資源の活用や住民参加といった取組

と組み合わせて実施されるケースが少ないものと考えられる。 
・ ワークライフバランス分野：「イ.定量的・客観的な分析」「キ.既存組織ネット

ワークの活用」「ツ.地域の理解醸成を促す情報提供」の実施率が高い。 
 全国的にワークライフバランスの充実や働き方改革が推進される中、政府

をはじめとする様々な機関が意識調査等のデータ収集や情報発信を行ってお

り、企業及び被雇用者それぞれに対する意識調査の実施や、その結果の定量

的な分析、地方公共団体からの情報発信等の取組を実施しやすい環境であっ

た可能性がある。 
・ 小さな拠点分野：「ア.課題・ニーズの共有と明確化」の実施率が高いものの、

「オ.政策間連携」「カ.地域間連携」の実施率が低い。 
 本分野は、エリアを絞って課題・ニーズを明確化しているが地域間連携に

よるスケールメリットは追求していない傾向にあることがうかがえる。政策

間連携の実施率が低い点は改善の余地があるものと考えられる。 

図表 2-17 「取り組むべきこと」の実施状況（事業テーマ別） 
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オ． 政策間連携 49% 50% 45% 51% 65% 50% 47% 49% 33% 48%

カ． 地域間連携 32% 28% 25% 50% 9% 31% 22% 18% 22% 23%

キ． 既存組織・ネットワークの活用 58% 68% 56% 57% 52% 57% 55% 68% 50% 58%

ク． 関係者の役割・責任の明確化 37% 37% 39% 37% 30% 38% 36% 47% 39% 34%

ケ． 自走を意識した計画 19% 20% 25% 18% 24% 14% 9% 15% 23% 19%

コ． 経営視点からの検証 44% 55% 43% 43% 37% 43% 35% 48% 41% 37%

サ． 詳細な工程計画 19% 18% 18% 19% 15% 20% 20% 27% 21% 20%

シ． 適切なKPI設定 55% 58% 56% 54% 54% 56% 47% 53% 55% 50%

ス． 主体間コミュニケーション 72% 76% 69% 79% 62% 66% 69% 66% 70% 66%

ソ． こまめな進捗と質の管理 63% 68% 57% 66% 62% 63% 65% 70% 55% 59%

チ． 安定した人材の確保 40% 49% 40% 37% 38% 44% 27% 44% 41% 33%

ツ． 地域の理解醸成を促す情報発信 35% 38% 29% 32% 42% 37% 27% 49% 36% 36%

テ． 地域主体の参加促進 39% 38% 40% 40% 31% 40% 24% 33% 42% 40%

ト． 外部による効果検証 75% 78% 73% 74% 71% 77% 73% 75% 81% 72%

ナ． KPI目標未達成の要因分析 47% 52% 48% 46% 47% 48% 40% 51% 47% 42%

ニ． 事業改善方針の明確化 47% 49% 45% 49% 40% 47% 51% 53% 47% 40%

ヌ． 事業改善方針の反映 51% 52% 50% 56% 45% 51% 55% 58% 43% 43%

取り組むべきこと
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(ウ) 単独事業・広域事業別の傾向 
広域事業（代表団体）は、「取り組むべきこと」の実施項目数が多く、全 21 項目

の 8 割以上（17 項目以上）を実施した事業の割合は約 3 割で、単独事業や広域事

業（連携団体）に比べて高い。 

図表 2-18 実施した取組数（単独事業・広域事業の別） 

 
 

項目別に見ても、大半の項目において広域事業（代表団体）による実施率が単

独事業の実施率を上回っている。広域で連携しているため、「カ.地域間連携」の

実施率が特に高い。一方で、「ケ.自走を意識した計画」に関しては、単独事業と

同様に実施率が低く、広域事業についても自立化に向けた取組の実施に課題があ

ると考えらえる。 
広域事業の代表団体と連携団体とを比較すると、全ての項目において連携団体

の実施率は代表団体の実施率を下回っている。「エ.外部人材・知見の活用」や

「キ.既存組織・ネットワークの活用」など代表団体が代表して実施していると想

定される項目もあるものの、「ソ.こまめな進捗と質の管理」や「ト.外部による効

果検証」、「ナ.KPI 目標未達成の要因分析」など連携団体も主体的に実施すべき項

目も多くあり、連携団体の積極的な事業参画が望まれる。 
  

1%

13%

4%

17%

14%

30%

22%

29%

29%

26%

22%

24%

25%

17%

23%

15%

17%

13%

29%

15%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単独

広域（代表）

広域（連携）

全体

0個 1~4個 5~8個 9~12個 13~16個 17~21個

N=1,706

N=255

N=862

N=2,823
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図表 2-19 「取り組むべきこと」の実施状況（単独事業・広域事業の別） 

 
 
(エ) 実施主体別の傾向 

都道府県事業は、「取り組むべきこと」の実施項目数が多く、8 割以上（17 項目以

上）を実施した事業の割合は約 3 割で、市町村事業に比べて高い。 

図表 2-20 実施した取組数（実施主体別） 

 
 
 
 

全体と比べて10ポイント以上高い項目

全体と比べて10ポイント以上低い項目

全体 単独 広域（代表） 広域（連携）

N=2823 N=1706 N=255 N=862

ア． 課題・ニーズの明確化 54% 56% 61% 46%

イ． 定量的・客観的な分析 37% 36% 51% 36%

ウ． 地域資源の活用 81% 78% 87% 84%

エ． 外部人材・知見の活用 56% 59% 68% 47%

オ． 政策間連携 49% 50% 63% 43%

カ． 地域間連携 32% 16% 63% 55%

キ． 既存組織・ネットワークの活用 58% 59% 69% 53%

ク． 関係者の役割・責任の明確化 37% 35% 48% 37%

ケ． 自走を意識した計画 19% 21% 19% 15%

コ． 経営視点からの検証 44% 45% 55% 37%

サ． 詳細な工程計画 19% 19% 27% 17%

シ． 適切なKPI設定 55% 55% 63% 52%

ス． 主体間コミュニケーション 72% 68% 85% 74%

ソ． こまめな進捗と質の管理 63% 65% 77% 56%

チ． 安定した人材の確保 40% 40% 47% 38%

ツ． 地域の理解醸成を促す情報発信 35% 36% 44% 30%

テ． 地域主体の参加促進 39% 39% 45% 37%

ト． 外部による効果検証 75% 75% 82% 72%

ナ． KPI目標未達成の要因分析 47% 47% 63% 42%

ニ． 事業改善方針の明確化 47% 46% 59% 45%

ヌ． 事業改善方針の反映 51% 49% 65% 50%

取り組むべきこと
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14%

14%

23%

30%

29%

20%

26%

25%

18%

17%

17%

29%

13%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都道府県

市町村

全体

0個 1~4個 5~8個 9~12個 13~16個 17~21個

N=412

N=2,411

N=2,823
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項目別に見ると、「ウ.地域資源の活用」を除く全ての項目で市町村事業による実

施率が都道府県事業の実施率を下回っている。 
特に、「ソ.こまめな進捗と質の管理」、「ナ.KPI 目標未達成の要因分析」の実施率

が都道府県事業に比べて低く、市町村における KPI の進捗管理や結果分析の体制

に課題があると考えられる。 

図表 2-21 「取り組むべきこと」の実施状況（実施主体別） 

 
 

2) 効果検証の状況 
(ア) 事業テーマ別の傾向 

ほぼ全ての事業が外部または議会による効果検証を実施（予定含む）しており、

全体の 94%の事業が外部及び議会双方の効果検証を実施している。 
効果検証を実施しないと回答した事業は 10 事業あり、その理由について各地方

公共団体に確認したところ、事業繰越による事業未実施、全事業期間終了後に実施

予定、連携協議会への負担金拠出のみのため実施しない予定、といった理由が確認

された。 
KPIの達成状況の確認や外部・議会等による客観的な検証は重要な手続であり、

これらを定期的に実施することで、事業の改善を図ることが必要である。複数年の

事業期間終了後に外部による効果検証を含めた丁寧な効果検証を実施する予定で

あっても、毎年度内部等による効果検証を実施することが必要である。また、広域

事業においては、たとえ連携協議会への負担金拠出が中心の地方公共団体であっ

ても、関係する地方公共団体間で連携した効果検証を実施し、その結果を共有する

ことが重要である。 

全体と比べて10ポイント以上高い項目

全体と比べて10ポイント以上低い項目

全体 都道府県 市町村

N=2823 N=412 N=2411

ア． 課題・ニーズの明確化 54% 60% 53%

イ． 定量的・客観的な分析 37% 46% 36%

ウ． 地域資源の活用 81% 74% 82%

エ． 外部人材・知見の活用 56% 61% 56%

オ． 政策間連携 49% 55% 48%

カ． 地域間連携 32% 39% 31%

キ． 既存組織・ネットワークの活用 58% 73% 56%

ク． 関係者の役割・責任の明確化 37% 51% 35%

ケ． 自走を意識した計画 19% 22% 18%

コ． 経営視点からの検証 44% 51% 42%

サ． 詳細な工程計画 19% 30% 18%

シ． 適切なKPI設定 55% 67% 52%

ス． 主体間コミュニケーション 72% 74% 71%

ソ． こまめな進捗と質の管理 63% 82% 60%

チ． 安定した人材の確保 40% 47% 39%

ツ． 地域の理解醸成を促す情報発信 35% 50% 32%

テ． 地域主体の参加促進 39% 40% 39%

ト． 外部による効果検証 75% 75% 75%

ナ． KPI目標未達成の要因分析 47% 65% 44%

ニ． 事業改善方針の明確化 47% 62% 44%

ヌ． 事業改善方針の反映 51% 68% 48%

取り組むべきこと
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図表 2-22 効果検証の状況（事業テーマ別） 

 
 

(イ) 単独事業・広域事業別の傾向 
 広域事業（代表団体）は、単独事業や広域事業（連携団体）に比べて外部及び議

会双方の効果検証を実施（予定含む）した割合が高い。 

図表 2-23 効果検証の状況（単独事業・広域事業の別） 
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4%

9%

5%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

A-1 ローカルイノベーション

A-2 農林水産

A-3 観光

B-1 生涯活躍のまち

B-2 移住・人材

C-1 若者雇用対策

C-2 ワークライフバランス

D-1 小さな拠点

D-2 コンパクトシティ

全体

①外部＋議会 ②外部のみ ③議会のみ ④なし

N=466

N=375
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N=470

N=55
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広域（連携）

全体
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N=255
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(ウ) 実施主体別の傾向 
都道府県事業は、市町村事業に比べて外部及び議会双方の効果検証を実施（予定

含む）した割合が高い。 

図表 2-24 効果検証の状況（実施主体別） 

 
 

3) 自立化の進捗 
(ア) 事業テーマ別の傾向 

実施計画時点では、概ね半数程度の事業が事業収入による自立を見込んでいる。

一般財源負担による自立を含めると、ほぼ全ての事業で自立化を見込んでいる。自

立化の見込みなしと記載した事業または回答なしの事業は計 3 事業あった。いず

れの事業も、事業の性質上一定の公的負担が必要と考えているものの、将来的には

当該負担の縮減を図る計画としている。（実質的には一般財源負担による自立と考

えられる。） 
テーマ別に比較すると、ローカルイノベーション、農林水産、生涯活躍のまち

分野において、事業収入による自立化を見込む事業の割合が高い一方で、移住人

材、若者雇用対策、ワークライフバランスでは、自立化を見込む事業の割合が低

い。 
ローカルイノベーション（企業創業支援施設の使用料等）、農林水産（農林水

産物の販売収入等）、生涯活躍のまち（サービス付き高齢者向け住宅利用料等）

の各テーマでは、収益事業を実施する事業が多くある一方で、移住人材、若者雇

用対策、ワークライフバランスの各テーマでは、地方公共団体自身の行政サービ

スとしての側面が強く、まとまった事業収入が見込まれない事業が多いためと考

えられる。 
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N=2,411
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図表 2-25 実施計画時点における自立化の見込み（事業テーマ別） 

 

 
平成 29 年度の事業実施を踏まえて、半数程度の事業が計画時の見込み以上に

事業収入や地方公共団体の一般財源を確保できる目処が立っている。一方で、2
割程度の事業は、現時点でこれらの財源確保の目処が立っておらず、一部の事業

では PDCA サイクルの中で自立化に向けた再検討が行われている。（例：セミナ

ー有料化による事業収入確保が困難なため、コストダウンを図った上で一般財源

を充当する等） 
テーマ別に比較すると、小さな拠点やローカルイノベーション、ワークライフ

バランスの各分野では、計画時の見込み以上に財源を確保できている事業の割合

が高い。一方で、生涯活躍のまち分野では、見込み以上に財源を確保できている

事業の割合が低く、4 割程度にとどまる。 
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41%
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45%
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49%
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A-1 ローカルイノベーション

A-2 農林水産

A-3 観光

B-1 生涯活躍のまち

B-2 移住・人材

C-1 若者雇用対策

C-2 ワークライフバランス

D-1 小さな拠点

D-2 コンパクトシティ

全体

①あり（事業収入による自立） ②あり（地方公共団体の一般財源による負担）

③なし 回答なし

注） 事業収入による自立： 交付金や地方公共団体の一般財源に頼らない事業運営

N=466
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N=752

N=89
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N=55
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図表 2-26 自立化の進捗状況（事業テーマ別） 

 
 
これを実施計画時点の見込み別に比較すると、農林水産、生涯活躍のまち、ワ

ークライフバランスを除いて、事業収入による自立を見込む事業の方が一般財源

による自立を見込む事業に比べて財源確保の進捗が芳しくない状況となってい

る。 
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図表 2-27 事業収入による自立を見込む事業における自立化の進捗状況（事業テーマ別） 

 

図表 2-28 一般財源による自立を見込む事業における自立化の進捗状況（事業テーマ別） 
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(イ) 単独事業・広域事業別の傾向 
単独・広域の別で比較すると、広域事業の代表団体において、事業収入による自

立を見込む割合が単独事業や広域事業の連携団体よりも若干高くなっているもの

の、目立った差異は見られない。 

図表 2-29 実施計画時点における自立化の見込み（単独事業・広域事業の別） 

 

  

54%

58%

50%

53%

45%

42%

50%

46%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単独

広域（代表）

広域（連携）

全体

①あり（事業収入による自立） ②あり（地方公共団体の一般財源による負担）

③なし 回答なし

N=1,706

N=255

N=862

N=2,823
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平成 29 年度の事業実施を踏まえた進捗状況を見ると、見込み以上に財源を確保

できた事業の割合は、広域事業の方が単独事業に比べて高い結果となっている。 

図表 2-30 自立化の進捗状況（単独事業・広域事業の別） 

 

 
これを実施計画時点の見込み別に比較すると、単独事業・広域事業いずれにおい

ても、事業収入による自立を見込む事業の方が一般財源による自立を見込む事業

に比べて財源確保の進捗が芳しくない状況となっている。 
  

3%

5%

3%

3%

44%

50%

55%

48%

28%

26%

20%

25%

24%

19%

18%

22%

1%

4%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単独

広域（代表）

広域（連携）

全体

①見込みを上回って事業収入等確保 ②見込みどおり事業収入等確保

③見込みを下回って事業収入等確保 ④事業収入等確保の目処はたっていない

回答なし

N=1,706

N=255

N=862

N=2,823
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図表 2-31 事業収入による自立を見込む事業における自立化の進捗状況

（単独事業・広域事業の別） 

 

 

図表 2-32 一般財源による自立を見込む事業における自立化の進捗状況

（単独事業・広域事業の別） 

 

 
 

3%

3%

3%

3%

41%

48%

50%

44%

31%

32%

25%

29%

24%

17%

17%

21%

1%

5%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単独

広域（代表）

広域（連携）

全体

①見込みを上回って事業収入等確保 ②見込みどおり事業収入等確保

③見込みを下回って事業収入等確保 ④事業収入等確保の目処はたっていない

回答なし

N=928

N=147

N=434

N=1,509

3%

6%

4%

3%

47%

54%

60%

52%

24%

19%

14%

21%

24%

21%

19%

22%

1%

4%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単独

広域（代表）

広域（連携）

全体

①見込みを上回って事業収入等確保 ②見込みどおり事業収入等確保

③見込みを下回って事業収入等確保 ④事業収入等確保の目処はたっていない

回答なし

N=775

N=108

N=428

N=1,311



41 
 

(ウ) 実施主体別の傾向 
都道府県事業と市町村事業で自立化の見込みに目立った差異は見られない。 

図表 2-33 実施計画時点における自立化の見込み（実施主体別） 

 
 

平成 29 年度の事業実施を踏まえた進捗状況を見ると、見込み以上に財源を確保

できた事業の割合は、都道府県事業の方が市町村事業に比べて高い結果となって

いる。 

図表 2-34 自立化の進捗状況（実施主体別） 

 
 
 

53%

53%

53%

46%

46%

46%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都道府県

市町村

全体

①あり（事業収入による自立） ②あり（地方公共団体の一般財源による負担）

③なし 回答なし

N=412

N=2,411

N=2,823

3%

3%

3%

64%

45%

48%

17%

27%

25%

14%

23%

22%

1%

2%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都道府県

市町村

全体

①見込みを上回って事業収入等確保 ②見込みどおり事業収入等確保

③見込みを下回って事業収入等確保 ④事業収入等確保の目処はたっていない

回答なし

N=412

N=2,411

N=2,823
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実施計画時点の見込み別に比較すると、都道府県事業・市町村事業いずれにおい

ても、事業収入による自立を見込む事業の方が一般財源による自立を見込む事業

に比べて財源確保の進捗が芳しくない状況となっている。 

図表 2-35 事業収入による自立を見込む事業における自立化の進捗状況（実施主体別） 

 
 

図表 2-36 一般財源による自立を見込む事業における自立化の進捗状況（実施主体別） 

 
  

2%

3%

3%

63%

41%

44%

21%

31%

29%

14%

23%

21%

2%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都道府県

市町村

全体

①見込みを上回って事業収入等確保 ②見込みどおり事業収入等確保

③見込みを下回って事業収入等確保 ④事業収入等確保の目処はたっていない

回答なし

N=220

N=1,289

N=1,509

5%

3%

3%

66%

49%

52%

12%

22%

21%

15%

24%

22%

2%

2%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都道府県

市町村

全体

①見込みを上回って事業収入等確保 ②見込みどおり事業収入等確保

③見込みを下回って事業収入等確保 ④事業収入等確保の目処はたっていない

回答なし

N=191

N=1,120

N=1,311
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事業の結果 

1) KPI の実績 
(ア) 事業テーマ別の傾向 

① KPI の設定状況 
1 事業当たりの KPI 数は平均 2.9 個。テーマ別に比較すると、生涯活躍の

まち分野が最も多く、平均 3 個以上の KPI を設定。 
生涯活躍のまち分野では、先述の通り複数の政策を組み合わせて事業推進

されているものと想定され、KPI の数も他分野に比べて多くなっているもの

と想定される。 

図表 2-37 1 事業当たりの KPI 数（事業テーマ別） 

 

 
② KPI の分類 

KPI 全体の約半数が④総合的なアウトカム。③交付金事業のアウトカムと

合わせると、全体の 9 割がアウトカム指標。テーマ別では、特に観光分野にお

いて④総合的なアウトカムの割合が高く、観光分野全体の 7 割以上。 
観光分野においては、観光入込客数や観光消費額の増加といった KPI が設

定されやすく、これらは交付金事業以外の既存の施策による効果も含まれる

ため、総合的アウトカムの割合が高いものと推測される。 

2.95 

2.95 

2.84 

3.03 

2.82 

2.98 

2.92 

2.90 

2.99 

2.91 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

A-1 ローカルイノベーション

A-2 農林水産

A-3 観光

B-1 生涯活躍のまち

B-2 移住・人材

C-1 若者雇用対策

C-2 ワークライフバランス

D-1 小さな拠点

D-2 コンパクトシティ

全体

KPI数
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図表 2-38 KPI の分類（事業テーマ別） 

 
 

③ KPI 目標を一つ以上達成した事業の割合 
少なくとも一つの KPI 目標を達成した事業は、全体の 8 割。テーマ別では、

小さな拠点やローカルイノベーション、若者雇用対策の分野で達成率が高い。

一方で、観光分野や生涯活躍のまち分野では達成率が全体平均を下回る。 
KPI の分類別割合と照らし合わせてみると、総合的アウトカムの割合が高

いテーマは KPI 目標を達成した事業の割合が低い傾向にある。これは、後述

の通り、総合的アウトカムはその他の KPI に比べて達成率が低いことに起因

するものと考えられる。 
ただし、生涯活躍のまち分野については、総合的アウトカムの割合が比較的

低いにもかかわらず、KPI 目標を達成した事業の割合も全テーマの中で最も

低い。本分野では、移住や雇用創出という効果発現まで長期間を要する指標が

KPI に設定される事業が多いことや、住宅の整備という大きな初期投資を伴

う事業が多く事業採算性の判断等に一定の時間を要するといった理由から、

KPI の進捗が遅れているケースが多い可能性がある。 
 
 
 
 
 

1%

1%

1%

1%

1%

1%

3%
1%

1%

11%

6%

4%

10%

12%

10%

9%

16%

11%

9%

46%

44%

21%

39%

35%

41%

34%

34%

32%

34%

42%

49%

74%

50%

51%

48%

57%

47%

56%

56%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A-1 ローカルイノベーション

A-2 農林水産

A-3 観光

B-1 生涯活躍のまち

B-2 移住・人材

C-1 若者雇用対策

C-2 ワークライフバランス

D-1 小さな拠点

D-2 コンパクトシティ

全体

①インプット ②アウトプット ③交付金事業のアウトカム ④総合的なアウトカム

N=1,375

N=1,108

N=2,137

N=270

N=1,327

N=164

N=213

N=322

N=1,293

N=8,209
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図表 2-39 KPI 目標を一つ以上達成した事業の割合（事業テーマ別） 

 

 
④ 目標値に達した KPI の割合 

目標値に達した KPI は全体の 5 割。テーマ別では、小さな拠点やローカル

イノベーションの分野で達成率が高い。一方で、生涯活躍のまち分野では達成

率が低い。 
前述の通り、生涯活躍のまち分野は、KPI の進捗が遅れているケースが多い

点が要因として考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85%

81%

77%

72%

82%

89%

85%

90%

80%

81%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A-1 ローカルイノベーション

A-2 農林水産

A-3 観光

B-1 生涯活躍のまち

B-2 移住・人材

C-1 若者雇用対策

C-2 ワークライフバランス

D-1 小さな拠点

D-2 コンパクトシティ

全体

N=466

N=375

N=752

N=89

N=470

N=55

N=73

N=111

N=432

N=2,823
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図表 2-40 目標値に達した KPI の割合（事業テーマ別） 

 

 
ここで、KPI の分類別の目標達成割合を見てみると、①インプットの KPI

目標達成割合が 7 割強で最も高い。③交付金事業のアウトカム、④総合的な

アウトカムの KPI 目標達成割合は 5 割程度。 
総合的アウトカムは、交付金事業以外の要因にも影響を受けるためその他

の KPI に比べて達成率が低いものと考えられる。なお、KPI の設定に当たっ

ては、交付金を活用した事業の成果・効果として説明できるように、事業との

直接性のある効果を表す指標を設定することが重要である。 

図表 2-41 KPI の分類別の目標達成状況 
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62%

53%

56%

58%

52%

57%

73%

59%

59%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A-1 ローカルイノベーション

A-2 農林水産

A-3 観光

B-1 生涯活躍のまち

B-2 移住・人材

C-1 若者雇用対策

C-2 ワークライフバランス

D-1 小さな拠点

D-2 コンパクトシティ

全体

N=1,161

N=916

N=1,992

N=201

N=1,168

N=148

N=183

N=285

N=1,091

N=7,145

76%

69%

65%

54%

24%

31%

35%

46%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①インプット

②アウトプット

③交付金事業のアウトカム

④総合的なアウトカム

KPI目標達成 KPI目標未達成

N=72

N=641

N=2,292

N=4,140
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(イ) 単独事業・広域事業別の傾向 
① KPI の設定状況 

単独事業・広域事業別では 1 事業当たりの KPI 数に大きな差異は見られな

い。 

図表 2-42 1 事業当たりの KPI 数（単独事業・広域事業の別） 

 
 

② KPI の分類 
広域事業は単独事業に比べて総合的アウトカムの割合が高い。 
広域事業の半数程度を観光分野が占めており、当該分野において総合的ア

ウトカムの割合が高いことが背景にあるものと考えられる。 

図表 2-43 KPI の分類（単独事業・広域事業の別） 
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2.91 

2.84 

2.91 
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単独

広域（代表）

広域（連携）

全体

1%

1%

1%

1%

10%

6%

7%

9%

38%

30%

27%

34%

51%

64%

65%

56%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単独

広域（代表）

広域（連携）

全体

①インプット ②アウトプット ③交付金事業のアウトカム ④総合的なアウトカム

N=5,018

N=741

N=2,450

N=8,209
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③ KPI 目標を一つ以上達成した事業の割合 
単独事業・広域事業別では KPI 目標を達成した事業の割合に大きな差異は

見られない。 

図表 2-44 KPI 目標を一つ以上達成した事業の割合（単独事業・広域事業の別） 

 

 
④ 目標値に達した KPI の割合 

単独事業・広域事業別では目標値に達した KPI の割合に大きな差異は見ら

れない。 

図表 2-45 目標値に達した KPI の割合（単独事業・広域事業の別） 

 
 
 
 

81%

82%

81%

81%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単独

広域（代表）

広域（連携）

全体

N=1,706

N=255

N=862

N=2,823

59%
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広域（連携）

全体

N=4,181

N=677

N=2,287

N=7,145
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(ウ) 実施主体別の傾向 
① KPI の設定状況 

都道府県事業に比べて市町村事業の方が、1 事業当たりの KPI 数が多い傾

向にある。 

図表 2-46 1 事業当たりの KPI 数（実施主体別） 

 
 

② KPI の分類 
都道府県事業は市町村事業に比べて総合的なアウトカムの割合が高い。 

図表 2-47 KPI の分類（実施主体別） 
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市町村
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N=1,118

N=7,091

N=8,209
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35%

34%

64%
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56%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都道府県

市町村

全体

①インプット ②アウトプット ③交付金事業のアウトカム ④総合的なアウトカム
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③ KPI 目標を一つ以上達成した事業の割合 
都道府県事業は、市町村事業に比べて KPI 目標を一つ以上達成した事業の

割合が高い。 
先述の通り、都道府県事業は市町村事業に比べて事業プロセスにおける取

組が充実しており、このことが KPI 目標の達成にも好影響を及ぼしている可

能性が考えられる。 

図表 2-48 KPI 目標を一つ以上達成した事業の割合（実施主体別） 

 
④ 目標値に達した KPI の割合 

目標値に達した KPI の割合についても、都道府県事業の方が市町村事業に

比べて高い。 

図表 2-49 目標値に達した KPI の割合（実施主体別） 
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N=1,026
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(エ) 事業実施時に留意した項目との関係性 
ガイドラインで定められたそれぞれの「取り組むべきこと」について、これを実

施した事業と実施しなかった事業とで KPI 目標の達成に違いが生じるかを分析し

た。その結果、概ね全ての「取り組むべきこと」について、これを実施した事業の

方が KPI 目標の達成割合が高い結果となった。 
特に、「シ.適切な KPI 設定」、「チ.安定した人材の確保」、「テ.地域主体の参加促

進」、「ニ.事業改善方針の明確化」といった項目は、実施の有無によって KPI 目標

達成した事業の割合に大きな差が生じており、これらの項目の実施が、KPI 目標

の達成に貢献している可能性が考えられる。 
一方で、「ケ.自走を意識した計画」、「サ.詳細な工程計画」といった項目は、実施

の有無が KPI 目標の達成に大きな影響を及ぼしていないと言える。あくまで推進

交付金により財源が確保されている間は、資金調達や採算性検討の実施が目標達

成に与える影響は小さいと考えられるが、交付金事業終了後の自立化の観点から

は、これらの項目は早期に検討を進めておくことが望まれる。 

図表 2-50 KPI 目標を達成した事業の割合（「取り組むべきこと」の実施有無別） 

 
 

実施した「取り組むべきこと」の項目数別の KPI 目標を達成した事業の割合を

見てみると、概ね、「取り組むべきこと」の実施数が増加するに連れて KPI 目標を

達成した事業の割合は増える傾向。 
事業プロセスの充実が、KPI 目標の達成に好影響を及ぼしているものと考えら

れる。 
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図表 2-51 KPI 目標を達成した事業の割合（「取り組むべきこと」の実施数別） 

 
 

(オ) 効果検証の状況との関係性 
効果検証の実施方法が充実するに連れて（④なし→③議会のみ→②外部のみ→

①外部＋議会）、KPI 目標を達成した事業の割合が増加。 
効果検証の充実が KPI 目標の達成に好影響を及ぼしているものと考えられる。 

図表 2-52 KPI 目標を達成した事業の割合（効果検証の状況別） 

 
 

(カ) 自立化の進捗との関係性 
自立化の進捗状況別では、KPI 目標を達成した事業の割合に大きな差異は見ら

れない。 
推進交付金により財源が確保できている間は、自立化の進捗が KPI 目標達成に

与える影響は大きくないものと考えられる。 
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図表 2-53 KPI 目標を達成した事業の割合（自立化の進捗状況別） 

 
 
2) 地方創生への効果認識 

(ア) 事業テーマ別の傾向 
ほぼ全ての事業で、地方創生に効果があったと認識。地方創生に非常に効果的で

あったと認識された事業は、全体の 4 分の 1 程度。 
テーマ別では、小さな拠点、ローカルイノベーションの各分野において、非常に

効果的であったと認識された割合が高い。 
小さな拠点では、対象集落の活性化や利便性向上、コミュニティビジネスの展開

などの事業効果を身近に感じやすいことが要因として考えられる。ローカルイノ

ベーションでは、起業創業の実現などで事業効果がわかりやすく経済波及効果も

大きいことが要因として考えられる。 
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図表 2-54 地方創生への効果認識の状況（事業テーマ別） 

 
 

(イ) 単独事業・広域事業別の傾向 
広域事業（代表団体）は、単独事業や広域事業（連携団体）に比べて地方創生へ

の効果認識が高い。 
広域事業について、同一の事業であっても代表団体と連携団体とで効果認識に

差が生じている。 

図表 2-55 地方創生への効果認識の状況（単独事業・広域事業の別） 
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(ウ) 実施主体別の傾向 
都道府県事業は、市町村事業に比べて地方創生への効果認識が高い。KPI 目標

達成の割合と同様に、都道府県事業は市町村事業に比べて事業プロセスにおける

取組が充実していることが影響している可能性が考えられる。 

図表 2-56 地方創生への効果認識の状況（実施主体別） 

 
 

(エ) 事業実施時に留意した項目との関係性 
概ね全ての項目について、「取り組むべきこと」を実施した事業の方が地方創生

への効果認識が高い。 
特に、「シ.適切な KPI 設定」、「ソ.こまめな進捗と質の管理」、「チ.安定した人材

の確保」といった項目は地方創生への効果認識に貢献している可能性が考えられ

る。 
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図表 2-57 地方創生への効果認識の状況（「取り組むべきこと」の実施有無別） 

（地方創生に非常に効果的であったと回答した割合） 

 
 
実施した「取り組むべきこと」の項目数別の地方創生に非常に効果的であったと

認識された事業の割合を見てみると、概ね、「取り組むべきこと」の実施数が増加

するに連れてその割合が高まる傾向。 
事業プロセスの充実が、地方創生への効果認識に好影響を及ぼしているものと

考えられる。 

図表 2-58 地方創生への効果認識の状況（「取り組むべきこと」の実施数別） 

（地方創生に非常に効果的であったと回答した割合） 
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(オ) 効果検証の状況との関係性 
外部及び議会双方の効果検証を実施した事業では、いずれか一方のみの効果検

証を実施した事業や効果検証を実施しない事業に比べて、地方創生に非常に効果

的であったと認識された事業の割合が高い。 

図表 2-59 地方創生への効果認識の状況（効果検証の状況別） 

（地方創生に非常に効果的であったと回答した割合） 

 

 
(カ) 自立化の進捗との関係性 

 自立化に向けた財源確保が進んでいる事業の方が、地方創生に非常に効果的で

あったと回答した割合が高い。地方創生への効果認識は、平成 29 年度の KPI 目標

達成割合とは異なり、自立化の見込みなど交付金事業終了後の将来見通しも含め

て判断されると考えられるため、自立化の進捗状況が地方創生への効果認識に好

影響を及ぼしているものと推測される。 

図表 2-60 地方創生への効果認識の状況（自立化の進捗状況別） 

（地方創生に非常に効果的であったと回答した割合） 
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3) 事業実施時に感じた課題・苦労 
(ア) 事業テーマ別の傾向 

① 課題・苦労の有無 
全体の 3 分の 2 の事業が、課題・苦労があったと回答。課題・苦労は全くな

かったと回答した事業はほとんど無い。テーマ別では、生涯活躍のまち分野で

課題・苦労があったと回答した割合が高い。 

図表 2-61 課題・苦労の有無（事業テーマ別） 

 

 
② 課題・苦労の内容 

⑦組織外との調整、①事業推進体制の検討、②人材の確保・育成、に課題・

苦労を抱えた事業が多い。それぞれ、全事業（2,823 事業）の 3 分の 1 程度が

課題・苦労があったと回答。 
いずれも、民間事業者など地方公共団体外部との調整や交渉を伴う項目に

課題・苦労を感じている。 
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図表 2-62 課題・苦労の内容 

 
 
(イ) 単独事業・広域事業別の傾向 

広域事業（代表団体）において課題・苦労を感じた割合が高い。特に広域事業（連

携団体）に比べてその割合が高く、幹事団体として各種の調整を行う中で課題・苦

労を感じているものと考えられる。 

図表 2-63 課題・苦労の有無（単独事業・広域事業の別） 
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(ウ) 実施主体別の傾向 
都道府県事業と市町村事業とで課題・苦労を感じた割合に大きな差異は見られ

ない。 

図表 2-64 課題・苦労の有無（実施主体別） 

 
 
(エ) 事業実施時に留意した項目との関係性 

主要な課題・苦労として挙げられた、事業推進体制の検討、人材の確保・育成、

組織外との調整、のそれぞれに関して、「取り組むべきこと」の実施有無別に課題・

苦労を感じた割合を集計した。 
いずれの課題に関しても、概ね全ての「取り組むべきこと」について、これを実

施した事業の方が、課題・苦労があったと回答した割合が高い。 
先述した通り「取り組むべきこと」を実施した事業の方が KPI 目標の達成度合

や地方創生への効果認識が高い点を勘案すると、これらの事業は「取り組むべきこ

と」を実施する中で課題・苦労に直面し、その解決を図ることで期待通りの成果を

上げているものと推測される。 
 
 
 
 
 
 
 
 

65%

68%

68%

34%

31%

31%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都道府県

市町村

全体

①課題・苦労があった ②課題・苦労はほとんどなかった

③課題・苦労は全くなかった 回答なし

N=412

N=2,411

N=2,823



61 
 

図表 2-65 課題・苦労を感じた事業の割合（事業プロセスの実施状況別） 

（左：①事業推進体制の検討、中央：②人材の確保・育成、右：⑦組織外との調整） 

 

今後の展開 

1) 今後の方針 
(ア) 事業テーマ別の傾向 

全体の 1 割程度の事業が、事業の見直しや中止を行っている。生涯活躍のまち

分野では事業の見直しや中止を行った割合が 2 割程度であり、他分野に比べて高

い。 

図表 2-66 今後の方針（事業テーマ別） 
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A-2 農林水産

A-3 観光

B-1 生涯活躍のまち

B-2 移住・人材

C-1 若者雇用対策

C-2 ワークライフバランス

D-1 小さな拠点

D-2 コンパクトシティ

全体

①事業の発展（事業が効果的であったことから取組の追加等更に発展させる）

②事業の継続（計画通りに事業を継続する）

③事業の終了（当初予定通り事業を終了する（または、した））

④事業の改善（事業の効果が不十分であったことから見直し（改善）を行う（または、行った））

⑤事業の中止（継続的な事業実施を予定していたが中止する（または、した））

回答なし

N=466

N=375

N=752

N=89

N=470

N=55

N=73

N=111

N=432

N=2,823



62 
 

このうち、事業の中止に至った事業（17 件）について、その要因を調査した結

果、発展的理由による事業中止と、事業進捗不振による事業中止の二つに大きく分

けられた。具体的な事業中止理由を以下に示す。 
 

 発展的理由による事業中止（10 件） 
・ 市が実施していた自動走行技術を活用したまちづくり事業を、平

成 30 年度から県の事業として拡大して実施している。（ローカル

イノベーション、市町村、単独） 
・ 事業の内容に他県の地方公共団体が関心を示し、本事業とは別の

事業で当該地方公共団体と連携して本事業の内容を実施すること

となった。（コンパクトシティ、市町村、単独） 
・ 平成 30 年度から実行委員会を民間主体に移行し、民間ならではの

知見やノウハウ、スピード感をもった展開を実施している。（観光、

市町村、広域（代表、連携）） 
・ 平成 29年度にワンストップ窓口の立ち上げについて検討した結果、

地域おこし協力隊として採用したメンバーに窓口業務を任せるこ

とが可能となったため、交付金に頼らず事業を実施することとし

た。（生涯活躍のまち、市町村、単独） 
・ 近隣地方公共団体との連携を計画していたが、各町の観光団体等

との調整が困難であったため、まずは町の観光協会と連携して、交

付金に頼らず町単独の観光資源の発掘・磨き上げを行うこととし

た。（観光、市町村、単独） 
 事業進捗不振による事業中止（7 件） 

・ 交付金事業の目的である籾殻燃焼試験の結果が芳しくないため、

平成 30 年度以降の試験を中止した。そのため、交付金事業として

は中止となるが、単独事業として籾殻バイオマスの利用検討は継

続予定である。（ローカルイノベーション、市町村、単独） 
・ 竹を活用した製品の開発を検討してきたが、製造にかかる費用を

回収できるほど付加価値のある製品製造が現在のところ困難であ

るため、事業化研究に直接行政の予算を費やすことを中止した。今

後は、研究を継続する民間企業の側面的支援を行う。（農林水産、

市町村、単独） 
・ 廃校を活用したプロジェクトを計画していたが、平成 29 年度に実

施した収支シミュレーションの結果から、事業の本格実施は財政

的に困難と判断して中止することとした。（小さな拠点、市町村、

単独） 
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・ 本事業の実施主体となっていた民間の宿泊事業者が、営業不振か

ら営業を停止したことに伴い、平成 29 年度をもって終了した。（コ

ンパクトシティ、市町村、単独） 
・ 市内の複数のサークルが一体となって事業を実施する計画であっ

たが、各サークルが従前の活動を継続しつつ本事業の運営体制を

整えていくことが困難な状況であったため、事業継続を断念した。

（ワークライフバランス、市町村、単独） 
・ 地域主体での事業実施を計画していたが、住民からの反応が芳し

くないため当初計画通りの事業実施は困難と判断し、平成 30 年度

以降は事業内容を縮小して、町の単費で事業を実施している。（コ

ンパクトシティ、市町村、単独） 
・ 近隣地方公共団体が一体となって外国人観光客の誘客基盤を構築

する事業であるが、当町にとっては効果が薄いと判断し、平成 30
年度までで終了することとした。（観光、市町村、広域（連携）） 

 
(イ) 単独事業・広域事業別の傾向 

広域事業は単独事業に比べて、事業の発展や継続を予定する事業の割合が高い。 

図表 2-67 今後の方針（単独事業・広域事業の別） 
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7%

9%

1%

1%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単独

広域（代表）

広域（連携）

全体

①事業の発展（事業が効果的であったことから取組の追加等更に発展させる）

②事業の継続（計画通りに事業を継続する）

③事業の終了（当初予定通り事業を終了する（または、した））

④事業の改善（事業の効果が不十分であったことから見直し（改善）を行う（または、行った））

⑤事業の中止（継続的な事業実施を予定していたが中止する（または、した））

回答なし

N=1,706

N=255

N=862

N=2,823
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(ウ) 実施主体別の傾向 
都道府県事業は市町村事業に比べて、事業の発展を予定する事業の割合が高い。 

図表 2-68 今後の方針（実施主体別） 
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14%

72%

75%

74%
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5%
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9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都道府県

市町村

全体

①事業の発展（事業が効果的であったことから取組の追加等更に発展させる）
②事業の継続（計画通りに事業を継続する）
③事業の終了（当初予定通り事業を終了する（または、した））
④事業の改善（事業の効果が不十分であったことから見直し（改善）を行う（または、行った））
⑤事業の中止（継続的な事業実施を予定していたが中止する（または、した））
回答なし

N=412

N=2,411

N=2,823



65 
 

(エ) KPI の実績別の傾向 
KPI 目標を一つでも達成した事業と全て未達成の事業とに分けて、今後の方針

を集計した結果を以下に示す。 
KPI 目標を一つでも達成した事業の方が、事業の発展や継続を予定する割合が

高く、KPI 目標の達成状況が今後の方針に影響を与えていることがうかがえる。 

図表 2-69 今後の方針（KPI の実績別） 

 
 

(オ) 地方創生への効果認識別の傾向 
地方創生への効果認識についても同様に、地方創生に非常に効果があったと認

識している事業の方が、その他に比べて事業の発展や継続を予定する割合が高い。 

図表 2-70 今後の方針（地方創生への効果認識別） 

 
(カ) 課題・苦労の状況別の傾向 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

KPI目標達成

KPI目標未達成

①事業の発展（事業が効果的であったことから取組の追加等更に発展させる）

②事業の継続（計画通りに事業を継続する）

③事業の終了（当初予定通り事業を終了する（または、した））

④事業の改善（事業の効果が不十分であったことから見直し（改善）を行う（または、行った））

⑤事業の中止（継続的な事業実施を予定していたが中止する（または、した））

回答なし

16%

13%

79%

73%

2%

2%

2%

11%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地方創生に非常に効果があった

その他

①事業の発展（事業が効果的であったことから取組の追加等更に発展させる）

②事業の継続（計画通りに事業を継続する）

③事業の終了（当初予定通り事業を終了する（または、した））

④事業の改善（事業の効果が不十分であったことから見直し（改善）を行う（または、行った））

⑤事業の中止（継続的な事業実施を予定していたが中止する（または、した））

回答なし

N=685

N=2,138
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課題・苦労の有無別に今後の方針を集計した結果を以下に示す。 
課題・苦労がほとんどなかったと回答した事業の方が、事業の継続を予定する割

合が若干高い。 

図表 2-71 今後の方針（課題・苦労の状況別） 

 

 

経済波及効果 

各事業における支出額を基に、推進交付金事業総体としての経済波及効果を産業連関分

析により試算した。なお、ここでは、間接一次波及効果までを試算対象とした。 
 

1) 産業連関分析の考え方 
事業実施報告では 13 部門分類を前提としつつ、支出先に分類し難い項目（鉱業、電

力等）を「その他」に括り、10 項目の支出額の提出を求めた。 
その後、「その他」の支出額を 9 項目に比例按分により分配し、13 部門ベースで産業

連関分析を実施。算出された鉱業、電力等の波及効果は「その他」として再度整理した。 
  

15%

12%

71%

80%

2%

2%

11%
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1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

課題・苦労があった

課題・苦労はほとんどなかった

①事業の発展（事業が効果的であったことから取組の追加等更に発展させる）

②事業の継続（計画通りに事業を継続する）

③事業の終了（当初予定通り事業を終了する（または、した））

④事業の改善（事業の効果が不十分であったことから見直し（改善）を行う（または、行った））

⑤事業の中止（継続的な事業実施を予定していたが中止する（または、した））

回答なし

N=1,915

N=877
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図表 2-72 産業連関分析の考え方 

 
 

2) 推進交付金事業の経済波及効果 
(ア) 交付金事業費の支払内訳 

本調査の対象とした推進交付金事業の交付金事業総額（国費単費合計）は、約 928
億円。事業テーマ別の交付金事業費の支払先内訳は以下の通り。（⑩その他の支出額

を①～⑨に比例按分により分配済み） 
いずれのテーマにおいても、⑨サービスの割合が高く、全体の約 3 分の 2 を占め

る。⑨サービスに次いで高い割合を占めるのが①農林水産であり、全体の約 1 割を占

める。特に農林水産分野では、①農林水産の割合が最も高く、約 4 割を占める。 
 

  

交付金事業額
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10項目の支出の内
訳を把握）

①農林水産、②建設、
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直接効果
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直接効果

間接一次波及効果

輸
入
係
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逆
行
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※輸入係数、逆行列係数は総務省「平成23年産業連関表」の13部門分類表を使用

経済波及効果

国内消費額を
算出

ある産業が生産物を
1単位生産した場合
に、各産業に対する
直接・間接生産波及
効果を示す指標

経済波及効果
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図表 2-73 交付金事業費の支払内訳（事業テーマ別） 

   
 

図表 2-74 1 事業当たりの交付金事業費の支払内訳（事業テーマ別） 
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単独事業・広域事業の別での支払先内訳は以下の通り。 
 

図表 2-75 交付金事業費の支払内訳（単独事業・広域事業の別） 

 
 

図表 2-76 1 事業当たりの交付金事業費の支払内訳（単独事業・広域事業の別） 
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実施主体別での支払先内訳は以下の通り。 

図表 2-77 交付金事業費の支払内訳（実施主体別） 

 

図表 2-78 1 事業当たりの交付金事業費の支払内訳（実施主体別） 
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(イ) 経済波及効果 

交付金事業の直接効果及び間接一次波及効果の合計は、いずれのテーマでも交付

金事業総額の 1.6 倍程度。 

図表 2-79 交付金事業費及びそれに対する直接効果、間接波及効果 

 
 

経済波及効果の部門別内訳を見ると、サービス部門の経済効果が大きく、特に観光分

野では約 6 割を占める。農林水産分野では農林水産部門、ローカルイノベーション分

野では製造部門の経済効果が大きい。 
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図表 2-80 経済波及効果の部門別内訳 

 
 

代表的 KPI に着目した効果の算出 

地方創生の効果を分かりやすく把握することができ、かつ、多くの地域が目指していると

考えられる代表的 KPI として、「移住者数」「新規雇用者数」「新たに開発した商品・サービ

スの売上高」に着目し、平成 29 年度推進交付金事業実施前後での増分を積み上げ、交付金

事業全体における KPI 目標達成率を算出した。平成 28 年度からの継続事業については、各

年度における達成率と平成 28 年度と平成 29 年度の合計値による達成率を算出した。 
 
1) 代表的 KPI の抽出 

「移住者数」「新規雇用者数」「新たに開発した商品・サービスの売上高」に該当する

ものを目視で抽出した。抽出の際には以下の点について留意した。 
 目標値及び実績値の双方がゼロの KPI や、実績値が未入力の KPI は除外 
 広域事業で「連携地方公共団体」の総体の KPI の場合、代表団体による KPI のみ

を抽出 
 同一地方公共団体で KPI に複数の計測単位（地方公共団体全体、特定の地区のみ、

特定施設利用者等）がある場合は、最も大きな計測単位のみを抽出 
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31%

59%

56%
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59%

46%

51%

49%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A-1 ローカルイノベーション

A-2 農林水産

A-3 観光

B-1 生涯活躍のまち

B-2 移住・人材

C-1 若者雇用対策

C-2 ワークライフバランス

D-1 小さな拠点

D-2 コンパクトシティ

全体

①農林水産 ②建設 ③製造 ④情報通信 ⑤運輸・郵便

⑥商業

（卸・小売）

⑦金融・保険 ⑧不動産・

物品賃貸

⑨サービス ⑩その他

36,259 百万円

19,880 百万円

38,026 百万円

5,384 百万円

23,471 百万円

2,305 百万円

3,920 百万円

4,930 百万円

18,072 百万円

152,247 百万円

経済波及効果
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各代表的 KPI 抽出における考え方は以下の通り。 
代表的 KPI 抽出の考え方 

移住者数  移住者の増加に該当するものを抽出 

 以下に該当するものは除外 

 転入者数 

 本事業以外の効果も含まれる可能性があるため除外 

 都道府県事業における KPI 

 都道府県下の市町村と重複の可能性があるため除外 

 成果に結びついたか判断できない KPI 

 例：移住希望者数、移住支援制度の利用者数 

新規雇用者数  新規雇用者数や新規就労者数の増加に該当するものを抽出 

 以下に該当するものは除外 

 他事業の効果も含まれる可能性のある KPI 

 例：年間新規雇用者数、○○による移住者数及び雇用数 

 都道府県事業における KPI 

 都道府県下の市町村と重複の可能性があるため除外 

 成果に結びついたか判断できない KPI 

 例：就農体験受入者数、雇用に結びついた件数 

新たに開発した商品・ 

サービスの売上高 

 交付金事業を通じて新たに開発した商品・サービスの売上

高の増加に該当するものを抽出 

 以下に該当するものは除外 

 利益に該当するもの 

 売上ではないため除外 

 
 
2) 代表的 KPI の実績 

平成 29 年度の目標値（平成 28 年度からの継続事業は 2 年度の合計）に達した KPI
の割合は、移住者数が約 7 割、新規雇用者数が約 6 割、新商品・サービス売上高が約 4
割であった。 

新商品・サービス売上高における目標達成割合が低い結果となったが、事業開始年度

別に見ると、平成 28 年度からの継続事業の目標達成割合が特に低い結果となった。継

続事業 17 事業中 9 事業は、平成 29 年度目標が平成 28 年度目標の 10 倍以上（平成 28
年度目標がゼロの事業を含む）となっており、事業開始 2 年目に入って 1 年目に比べ

て意欲的な水準の目標を設定したものの実績がついていけなかった可能性が考えられ

る。 
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図表 2-81 平成 29 年度終了時点における代表的 KPI 目標達成状況 

 
 
各代表的 KPI の目標値や実績値及び達成率を集計した結果は以下の通り。 
移住者数及び新規雇用者数に関して、実績値合計は目標値合計を上回る結果となっ

た。一方で、新商品・サービス売上高については、実績が目標を下回る結果となった。 
なお、事業によって KPI の数値の規模が大きく異なるため、KPI の数値が大きい一

部の事業に全体の達成率が大きく影響を受けることに留意が必要である。（例えば新商

品・サービス売上高について、目標値合計の 4 割以上を占める事業が存在） 

図表 2-82 代表的 KPI の目標達成率 

 

74%

54%

35%

70%

63%

58%

73%

58%

45%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移住者数

新規雇用者数

新たに開発した商品・サービスの売上高

H28年度から継続 H29年度新規 全体

N=66
N=40
N=106

N=124
N=82
N=206

N=17
N=12
N=29

平成28
年度

平成29
年度

合計
平成28
年度

平成29
年度

合計
平成28
年度

平成29
年度

合計

1,548 2,493 4,041 2,779 4,083 6,862
(23) (38) (61) (42) (62) (104)

922 922 1,327 1,327
(23) (23) (33) (33)

1,548 3,415 4,963 2,779 5,410 8,189
(-) (32) (47) (-) (51) (77)

1,769 2,510 4,279 1,904 2,735 4,639
(14) (20) (35) (15) (22) (37)

2,376 2,376 2,313 2,313
(29) (29) (28) (28)

1,769 4,886 6,655 1,904 5,048 6,952
(-) (24) (32) (-) (25) (34)
38 288 325 51 173 225
(2) (17) (19) (3) (10) (13)

104 104 54 54
(9) (9) (5) (5)

38 392 429 51 227 279
(-) (14) (15) (-) (8) (10)

全体 206 108% 103% 104%

新たに開発した
商品・サービス

の売上高
（百万円）

17 136% 60% 69%

新規雇用者数
（人）

平成28年度

から継続

平成29年度

新規

全体 29 136% 58% 65%

12 52% 52%

82 97% 97%

全体 106 180% 158% 165%

124 108% 109% 108%平成28年度

から継続

平成29年度

新規

40 144% 144%

代表的KPI 事業数

目標値 実績値 達成率

移住者数
（人）

66 180% 164% 170%平成28年度

から継続

平成29年度

新規

注）括弧内の数字は事業数当たりの平均値を示す
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 事例研究 

事例研究の対象とする事例の抽出 

分析対象とした推進交付金事業 2,823 事業の中から、以下の観点を考慮して詳細調査の

対象とする 54 事例を抽出した。 
さらに、詳細調査の結果及び有識者からの意見等を踏まえて、54 事例の中から代表的事

例を各テーマで 2 事業ずつ計 18 事例選定し、現地調査の対象とした。 
 

1) 適切な事業実施プロセスを踏んでいる事業 
 事業実施報告において、「事業実施時に留意した項目」（計 21 項目）の多くに留

意した事業 
2) 水平展開すべき特徴的な事業 

 事業実施報告において、事例集の掲載事例として自己推薦された事業 
 「地方創生推進交付金の交付対象事業における特徴的な取組事例」に掲載されて

いる事業 
3) 進捗が芳しい、もしくは前向きに取り組んでいる事業 

 事業実施報告において、KPI（交付金事業のアウトカム、もしくは総合的なアウ

トカム）の実績値が目標値を上回る事業 
 事業実施報告において、「今後の事業展開方針」が「継続」「発展」「改善」とな

っている事業 
 事業実施報告において、「課題・苦労があった」と回答しつつ、その課題・苦労

に対する取組内容を詳述している事業 
 

事業分野別の詳細調査対象事例数、現地調査対象事例数は以下の通り。 
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事業分野 事業テーマ 
調査対象事例数 

詳細調査対象 現地調査対象 
（内数） 

A. しごと創生 

A-1 ローカルイノベーション 6 2 

A-2 農林水産 5 2 

A-3 観光 8 2 

B. 地方への人の流れ 
B-1 生涯活躍のまち 5 2 

B-2 移住・人材 7 2 

C. 働き方改革 
C-1 若者雇用対策 5 2 

C-2 ワークライフバランス 5 2 

D. まちづくり 
D-1 小さな拠点 6 2 

D-2 コンパクトシティ 7 2 

合計 54 18 

 

詳細調査の実施 

詳細調査の実施 

詳細調査では、以下に示す調査票を作成のうえ、対象となる地方公共団体に情報提供を依

頼した。その後、電話やメール等により以下の項目について確認を行った。 
 
確認項目 

確認項目①  マネジメントサイクルの各段階の実施事項、工夫 
 それによる効果 

確認項目②  関与した部署、職員数 
 協議会の設置有無、構成 

確認項目③  KPI 指標の考え方 
 目標値設定の考え方 

確認項目④  KPI 指標以外の効果（想定外の効果、副次的効果 等） 
確認項目⑤  地域経済への効果（地元事業者への支払額） 
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図表 3-1 事前情報照会票（様式）（1 枚目） 

 

１．マネジメントサイクルの各段階ごとの実施事項、工夫について

その他、上記観点に当てはまらない取組や工夫、留意点がありましたら、下記にご記入ください。

事業の
実施・継続
＜Do＞

事業の
評価・改善
＜Check/
Action＞

事業の実施
　・事業主体間の緊密なコミュニケーション
　・こまめな進捗と質の管理
　・事業主体が有効に機能した事業実施

事業の継続
　・安定した人材の確保
　・地域の理解醸成を促す情報提供
　・地域主体の更なる参加促進

その他

事業の具体化
＜Plan＞

自立性の確保
　・自走を意識した計画
　・経営の視点からの検証

達成すべき目標・水準の設定
　・詳細な工程計画の策定
　・効果・進捗を確認できるKPIの設定

事業の評価体制・方法
　・外部組織・議会等による多角的検証
　・KPI未達成の要因分析・課題の把握

改善への取組
　・事業改善・見直し方針の明確化
　・事業実施の報告・次年度事業計画
　　への反映

～～　裏面へ　つづく　～～

　上記事業について、マネジメントサイクル（PDCA）の各段階ごとに、「どのような取組を行ったか」、「滞りなく進めるために、どのような工夫を行ったか（、あるいは
どのような工夫をしておけばよかったとお考えか）」、また「その取組や工夫を行ったことによる効果、良かったこと」をご教示ください。
※特に、工夫や課題がみられた項目を中心にご回答ください。（全てを埋める必要はありません。）

回答欄

事業アイデア・
事業手法の

検討
＜Plan＞

課題・ニーズの明確化
　・地域の課題・ニーズの共有と明確化
　・定量的・客観的な分析
　・事業コンセプトの明確化

事業手法の検討
　・地域資源の活用
　・外部の人材・知見の活用
　・異なる政策間・複数の地域間での
　　連携の検討

事業実施体制の構築
　・既存の組織・ネットワークの活用
　・関係者の役割・責任の明確化

地方創生推進交付金事業の効果検証に関する調査
詳細調査 事前情報照会票

　本調査では、地方創生推進交付金事業の実施報告の内容に鑑み、いくつかの事業を対象として、詳細調査を実施します。
　本情報照会及びヒアリング調査（電話ないし訪問）では、貴団体の実施した以下の事業を対象として、取組の示唆やコツ・留意事項等を抽出・整理することを目的
としています。

～～　以下　回答欄　～～

地方公共団体名 事業名

段階 項目
実施事項・工夫点 それによる効果 特に工夫した

項目

︓ 記述式 ︓ プルダウン選択式
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図表 3-2 事前情報照会票（様式）（2 枚目） 

 

２．事業の実施体制について

人
人
人
人
人

３．KPIの指標設定・目標値設定について

※なお、指標設定・目標値設定の考え方をご記入いただく際の観点（例）を以下に例示します。

４．KPI指標以外の効果について

５．地域経済への効果について

以上

①予め想定していなかった
効果、副次的な効果（定
量的な効果の場合は数値

を含む）

②効果につながったと
考えられる要因

(参考)
実績値

7
8
9
10

5
6

3 都道府県外
4

貴団体内
2 同一都道府県内
1

相手先事業者名 業種
支払先事業所所在地

※支払先が本社以外の事業所（支店、営業所等）の場合は、
当該事業所の所在地

支払額
[単位︓千円]No.

　３．のKPI指標以外の本事業実施による効果についてご教示ください。（計画時点では想定していなかった効果、副次的効果など）
　　　また、効果につながったと考えられる要因についても可能な範囲で具体的にご記入ください。

　本事業実施に伴う地域経済への効果を把握するため、推進交付金の対象経費を貴団体が直接支払った相手先についてご教示ください。
　支払額の大きい順に、総支払額のおおむね8割程度をカバーするまで記載ください。

　上記事業のKPI指標それぞれについて、指標設定・目標値設定の考え方をそれぞれご教示ください。

KPI指標 KPI指標設定の考え方 目標値設定の考え方
目標値・実績値

目標値

「KPI指標設定の考え方」をご記入いただく際の観点（例）

・ なぜその指標を設定したか
　　（検討時の思考プロセス、取り扱いやすさの留意 等）
・ 事業の遂行・継続・発展に当たり、その指標をどう活用するか／してきたか

「目標値設定の考え方」をご記入いただく際の観点（例）

・ 事業にとってどのような意味をなす水準として設定したか
　　　▶　事業の自立を見据えた場合に、十分な水準か
　　　▶　途中時点での目標か、最終目標か 等
・ どのような根拠のもと、どのような考え方で（定量的に）、その値を導き出したか

　交付金事業の実施体制についてご教示ください。

関与した部署
（部署名を列挙願います）

貴団体内の体制について
※本事業の遂行（企画立案、進捗管理、関係機関との調整等）を

担当している部署、職員についてご教示ください。

直接的に関与した
職員の人数

有

協議会等の設置について
※本事業の遂行に当たって設立した協議会またはそれに準ずる組織についてご教示ください。

協議会等のメンバー構成
（協議会メンバーの属性別の人数を記載願います）

人

貴団体を含む地方公共団体職員
当該事業分野に係る学識経験者
行政・事業評価に係る学識経験者
当該事業に係る利害関係者（ステークホルダー）
上記を除く、その他実務経験者

設置の
有無
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現地調査の実施 

現地調査では、事前に送付した調査票、事業実施計画、事業実施報告等を基にインタビュ

ー、意見交換、視察等を行った。現地調査を実施した事例は以下の通り。 
 

No. 事業テーマ 地方公共団体名 事業名 

1-1 ローカル 
イノベーション 沖縄県沖縄市 創業・起業支援及び ICT 人材育成を通じたエコ

システム構築による産業集積事業 

1-2 ローカル 
イノベーション 岐阜県羽島市 

下町ロケット in尾州産地！～国内最大の素材資

料館を活用した尾州産地ブランド力強化プロジ

ェクト（人材育成・確保、販路の拡大）～ 

2-1 農林水産 北海道上ノ国町 道の駅「もんじゅ」の地域商社化による特産品

開発・販路拡大及び交流人口拡大事業 

2-2 農林水産 福岡県八女市 「八女伝統本玉露」の世界のスーパーブランド

化事業 

3-1 観光 秋田県 あきた発酵ツーリズム推進事業 

3-2 観光 京都府京都市、 
滋賀県大津市 

琵琶湖疏水通船復活を契機とした京都・大津広

域観光促進事業 

4-1 生涯活躍のまち 岩手県雫石町 町有地を活用した 100 年の森とまちなか居住の

連携による CCRC 事業 

4-2 生涯活躍のまち 長野県佐久市 交流と協働で織りなす夢をかなえるまちコンパ

クトシティ臼田と生涯活躍のまちの構築 

5-1 移住・人材 岡山県津山市 岡山県北発「住み続けたい、住みたい」を実現す

るまち創生計画 

5-2 移住・人材 愛媛県東温市 稼ぐ地域が人を呼ぶ！移住地「とうおん」ブラ

ンド創生事業 

6-1 若者雇用対策 群馬県前橋市 ジョブセンターまえばしを核とした若者及び女

性の就職支援事業 

6-2 若者雇用対策 大阪府 女性・若者働き方改革推進事業 

7-1 ワークライフ 
バランス 静岡県富士市 富士市版働き方改革～市民総活躍社会の実現を

図るユニバーサル就労推進事業～ 

7-2 ワークライフ 
バランス 千葉県船橋市 多様な人材が活躍できる「働きやすいまち・ふ

なばし」の実現 

8-1 小さな拠点 香川県東かがわ市 小さな拠点整備事業～里山活性化事業～ 

8-2 小さな拠点 福島県会津若松市 ICT を活用した中山間地域の永続的な支え合い

の地域づくり事業 

9-1 コンパクトシティ 山口県阿武町 選ばれるまちづくり推進事業 

9-2 コンパクトシティ 静岡県藤枝市 大学を核に、情報ビジネスで人の流れをつくる 
藤枝”活動・交流都心”創造計画 
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詳細調査の結果 

地方公共団体内の実施体制 

1) 関与部署数 
詳細調査の対象とした地方公共団体において、推進交付金事業の実施に直接的に関

与した部署数の分布を以下に示す。 
全体の 3 割以上が単一部署で実施されており、特に、ローカルイノベーション、移住

人材、小さな拠点、コンパクトシティの各分野ではその割合が大きく、5 割以上である。

一方で、生涯活躍のまち、観光の各分野については関与部署数が多い。 

図表 3-3 地方公共団体内の関与部署数 

 

 

 
2) 関与職員数 

推進交付金事業の実施に直接的に関与した職員数は、平均約 8 人、最大 44 人、最小

1 人であった。 
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図表 3-4 地方公共団体内の関与職員数 

 

 

 
3) 人口規模と関与職員数の関係 

地方公共団体の人口と関与職員数の関係を以下に示す。 
人口規模が大きい地方公共団体の方が関与職員数が多く、また都道府県事業の方が

市町村事業より関与職員数が多い傾向となった。 

図表 3-5 人口規模と関与職員数の関係 
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自立化の見込み 

詳細調査実施時点における事業の資金調達手段の見込みは以下の通り。事業収入によっ

て自立を見込む事業は全体の 2 割程度であった。 

図表 3-6 資金調達手段の見込み 

  

事業収入
10 
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一般財源
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5 
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 事例集の作成、ガイドラインの加筆・修正 

事例集の作成 

現地調査を実施した主な事例について、推進交付金を活用して行われた事業の概要や

KPI に対する考え方、取り組む上で地方公共団体が気を付けたこと等を整理し、他の地方

公共団体の今後の取組の参考となるように「（平成 30 年度版）地方創生関係交付金の活用

事例集」として取りまとめた。事例集は巻末に別添資料として掲載する。 
事例集の様式については、平成 29 年度調査において作成された事例集の様式をベース

とした上で、地方公共団体からの意見等を踏まえて以下の変更を加えた。 
 

変更点① 事業の効果を別枠で記載 
変更点② 「地方公共団体が気を付けたこと」と、ガイドラインの「取り組

むべきこと」との対応関係を明確化 
変更点③ 「地方公共団体が気を付けたこと」に対応させて、それによる効

果を記載 
変更点④ 今後の課題・展開を記載 
変更点⑤ 地方公共団体の人口規模を記載 
変更点⑥ 地方公共団体の連絡先を記載 
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事例集の様式及び記載内容の説明を以下に示す。 
 

図表 4-1 事例集（様式） 
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事業手法の
検討

課題・ニーズ
の明確化

取組の効果事業の段階

今後の
展開・課題

本事例に関する連絡先︓

⑥

⑧

②

③

⑤

①

① 団体名、分野・テーマ、事業名 • 各団体が設定した分野・テーマ及び事業名を記載しています。

② 事業概要 • 事業の背景・経緯、事業概要、交付金事業実施額を記載しています。

③ KPI等
• 各団体が設定したKPIとその実績値及び目標値を記載しています。
• また、指標や目標値の設定についての考え方、根拠、目標水準の捉え方や計測方法など

を聞き取り内容等を基に記載しています。

④ 事業の効果 • トータルの事業終了時点のアウトカム目標や、事業の副次効果を記載しています。

⑤ ロジックツリー
• 当該事業の「アウトプット→交付金事業のアウトカム→総合的なアウトカム」に至る効果の

体系を示したものです。
• 各団体が設定したものに加え、現地調査等を踏まえて事務局で設定したKPIも含みます。

⑥ 各段階において地方公共
団体が気をつけたこと • 事業を推進する上で、各団体が気を付けたことについて、主な点を記載しています。

⑦ 今後の展開・課題 • 今後予定している事業展開や事業推進における課題を記載しています。

⑧ ここがポイント︕ • 事業全体において、特徴的なポイントを記載しています。

④

⑦
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ガイドラインの加筆・修正 

本調査を踏まえて、ガイドラインの加筆・修正を実施した。 
具体的には、本調査によって明らかになった地方公共団体による交付金事業実施に当た

っての課題を踏まえて、以下の点をガイドラインに追記し、あらためて地方公共団体による

注意を促すこととした。 
 
・ 資金調達や事業採算性といった事業の自走に向けて必要となる項目は、交付金によ

り財源が確保されている間は軽視される場合があるが、交付金事業の計画の段階か

ら十分に検討しておくことが必要である。（2.2.2 事業のプロセス 1)事業実施時に留

意した項目 参照） 
・ KPI の目標設定に当たっては、「妥当な水準」の目標とすることが重要であるが、到

達を予見できる低い水準の目標を避けるだけでなく、事業の内部環境や事業を取り

巻く外部環境を分析した上で高すぎる目標の設定も避けることが重要である。（2.2.6 
代表的 KPI に着目した効果の算出 2)代表的 KPI の実績 参照） 

・ 外部組織や議会等による効果検証は、複数年の事業期間が終了してから実施するの

ではなく、事業期間の最中に定期的に（例：年度単位）実施し、以降の事業実施に適

切に反映することが必要である。（2.2.2 事業のプロセス 2)効果検証の状況 参照） 
 
 また、本調査で詳細調査した各事例における事業実施時の工夫・留意点に関して、主要な

ものをガイドラインに追加反映した。 
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 交付金事業全体の社会的・経済的効果についての統計解析の
試行 

交付金事業全体の地方創生への社会的・経済的な効果を特定するため、交付金活用の有無

や活用額とその分野、対象地域の条件情報等を説明変数とし、転入超過数等の統計情報を被

説明変数とする統計解析について検討を行った。 

統計解析計画の検討 

被説明変数の検討 

地方創生への社会的・経済的な効果を示す代表的な指標について、それが発現すると考え

られる統計情報及びその集計単位、対象期間、公表時期、発行主体を以下の通り整理した。 
なお、対象期間及びその公表時期については、平成 30 年 10 月時点で入手可能な最新版

について記載している。 
 
指標 転入超過数 宿泊者数 農業産出額 製造品出荷額 従業者数 

統計情報 住民基本台帳

人口移動報告 
宿泊旅行統計

調査 
生産農業所得

統計 
工業統計 工業統計 

集計単位 市区町村 都道府県 都道府県 市区町村 市区町村 

対象期間

（最新版） 
平成 29 年分 平成 30年 8月

分 
（速報値） 

平成 28 年分 平成 28 年分 平成 28 年分 

公表時期 
（最新版） 

平成 30 年 
1 月 29 日 
公表 

（月次発表） 平成 30 年 
4 月 25 日 
公表 

平成 30 年 
8 月 10 日 
公表 

平成 30 年 
8 月 10 日 
公表 

発行主体 総務省 観光庁 農林水産省 経済産業省 経済産業省 

 
これらの指標の中で、本調査の対象期間である平成 29 年度の事業実績が反映されている

可能性があるものは、転入超過数及び宿泊者数である。ただし、宿泊者数については、都道

府県単位での集計であり、地方公共団体別の分析が実施可能であるものは、転入超過数のみ

である。 
このため、転入超過数を被説明変数として統計解析を実施することとした。 
なお、転入超過数は絶対数ではなく地方公共団体別の人口で正規化（転入超過数÷人口）

した値を使用することとした。 
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説明変数の検討 

交付金事業のインプットを客観的かつ種々の交付金事業で統一的に表す指標として、交

付金事業総額（国費単費合計）が挙げられるため、これを説明変数に用いる。 
ただし、同一の交付金事業総額であっても、それを投入する地方公共団体の財政規模によ

ってその効果は異なると考えられ、この点を考慮して分析することが必要である。そのため、

地方公共団体の財政規模を表す代表的な指標である「標準財政規模」によって交付金事業総

額を正規化（交付金事業総額÷標準財政規模）することとした。 
ここで、交付金事業総額について、平成 29 年度に支出された額（平成 29 年度当初推進

交付金及び平成 28 年度補正拠点整備交付金）のみならず、平成 28 年度に支出された額（平

成 27年度補正加速化交付金及び平成 28年度当初推進交付金）も総額に含めることとした。 
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統計解析の試行 

実施結果 

前述の通り検討した被説明変数（転入超過数÷人口）と説明変数（交付金事業総額÷標準財

政規模）の関係性について分析を実施した。なお、被説明変数として移住に関する指標を選

定したため、移住に関する KPI を目標に掲げた地方公共団体を分析対象とした。その結果、

被説明変数と説明変数との間に特に目立った関係性は見受けられなかった。 
 次に、転入超過数に替えて、将来人口推計と比べた実際の人口の増減を被説明変数とし

て分析を実施した。具体的には、国立社会保障・人口問題研究所による「日本の地域別将

来推計人口」における平成 27 年実績と平成 32 年推計から、比例按分により平成 30 年 1
月 1 日時点の推計人口を試算し、当該推計人口と比べた実際の人口の増減割合を被説明変

数とした。両者の関係性について分析した結果、交付金事業総額の規模が大きくなるにつ

れて、将来人口推計と比べた実際の人口増加割合が大きくなる傾向が見られた。 

被説明変数と説明変数をそれぞれ縦軸と横軸に取り、移住に関する KPI を目標に掲げた

地方公共団体に関してプロットを行った結果を以下に示す。 
これによると、交付金事業総額の規模が大きくなるにつれて、将来人口推計と比べた実際

の人口増加割合が大きくなる傾向が見られた。 
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図表 5-1 将来人口推計からの増減と交付金事業総額との関係性

（移住に関する KPI を目標に掲げた地方公共団体） 

 
横軸：平成 28 年度及び平成 29 年度交付金事業総額÷標準財政規模（平成 28 年度） 

縦軸：｛平成 30 年 1 月 1 日時点人口（住民基本台帳）－将来人口推計*｝÷将来人口推計 

   *国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」における平成 27 年実績と平成 32 年

推計から比例按分により平成 30 年 1 月 1 日時点の推計人口を算定 

※三大都市圏（東京圏:埼玉/千葉/東京/神奈川、名古屋圏:岐阜/愛知/三重、大阪圏:京都/大阪/兵庫/奈良）を

除く 
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試行結果のまとめ 

平成 28 年度及び平成 29 年度の地方創生関係交付金事業の地方創生への社会的・経済的

効果を特定するため、平成 29 年度の事業実績が反映されている可能性がある指標として転

入超過数及び住民基本台帳における人口を選定し、統計解析を試行的に実施した。 
その結果、移住に関する KPI を目標に掲げた地方公共団体については、将来人口推計

と比べた実際の人口の増減割合と交付金事業総額との間に一定の関係性がある可能性が示

された。交付金事業の実施等、各地の地方公共団体による移住者増加に向けた施策の効果が、

人口の増加という形で発現しているものと考えられる。 
ただし、転入超過数や人口といった指標には、交付金事業以外にも様々な社会的・経済的

要因が影響を及ぼしている上、交付金事業の効果が発現するまでには数年単位の期間を要

する場合もあると考えられることから、引き続きデータを蓄積して長期間を対象とした統

計解析を実施していくことが必要である。 
また、従業者数や製造品出荷額といった移住関連以外の交付金事業の効果が発現すると

考えられる指標についても、平成 29 年分以降の統計情報が今後公表されていくことから、

これらを用いた統計解析も実施していくことが求められる。 
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 地方公共団体への分析結果フィードバック 

フィードバックの目的 

各地方公共団体が自身の交付金事業の実施状況を他の地方公共団体と比較し、事業プロ

セスにおいて不足している項目や優れている点等について客観的に認識することを促すた

め、各団体により回答された事業実施報告について自身の回答と全体の回答とを記載した

「事業実施報告分析レポート」を作成し、各団体に送付した。 
これにより、各団体による今後の交付金事業のさらなる改善が促されることが期待され

る。 

フィードバック項目 

地方公共団体へのフィードバック項目は以下の通り。 
 
フィードバック項目 概要 
1．KPI の達成状況 当該事業における KPI 目標の達成状況と、事業テーマ及び推

進交付金全体における目標を達成した KPI の割合を比較す

る。 
2．地方創生への効果認識 事業テーマ及び推進交付金全体における地方創生への効果認

識割合をグラフで表示し、当該事業の回答と比較する。 
3．実施計画に記載された 
自立化の見込み 

事業テーマ及び推進交付金全体における、計画時の自立化見

込み状況をグラフで表示し、当該事業の回答と比較する。 
4．平成 29 年度事業を踏 

まえた自立化の進捗 
事業テーマ及び推進交付金全体における自立化の進捗状況を

グラフで表示し、当該事業の回答と比較する。 
5．事業実施時に留意した 

項目 
各事業プロセスにおける当該事業の回答と、事業テーマ及び

推進交付金全体における各事業プロセスに留意した割合を比

較する。 
6．事業を進める中で特に 

苦労したこと 
事業テーマ及び推進交付金全体における課題・苦労の状況を

グラフで表示し、当該事業の回答と比較する。 
7．今後の事業展開方針 事業テーマ及び推進交付金全体における今後の事業方針をグ

ラフで表示し、当該事業の回答と比較する。 
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フィードバックの実施 

各地方公共団体に対して、上記のフィードバック項目を記載した事業実施報告分析レポ

ートを作成し、都道府県経由で各地方公共団体に送付した。 
事業実施報告分析レポートの様式は以下の通り。 

図表 6-1 事業実施報告分析レポート（様式）（1 枚目） 
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図表 6-2 事業実施報告分析レポート（様式）（2 枚目） 
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 検討委員会の設置 

本調査の効果を高めるため、地方創生に関する外部有識者から成る「地方創生推進交付金

事業及び地方創生拠点整備交付金事業の効果検証に関する調査検討委員会（以下、「検討委

員会」という。）」を設置・開催し、その監修のもとで調査を実施した。 
なお、本調査における検討委員会の設置・運営は、内閣府において平成 30 年度中に別途

実施している「地方創生拠点整備交付金事業の効果検証に関する調査」と一体的に運営する

こととした。 
また、第 3 章 事例研究における現地調査の一部事例について検討委員会委員を同行し、

調査の深掘りを図った。 
 
検討委員会の委員は、以下の通り。 
 

検討委員会委員一覧 （五十音順、敬称略） 
 所属・役職 氏名 

 大阪大学大学院国際公共政策研究科 教授 赤井 伸郎 

 中央大学経済学部 教授 阿部 正浩 

 公益財団法人交通協力会 常務理事 石堂 正信 

 東京都市大学都市生活学部 教授 坂井 文 

 法政大学現代福祉学部 教授 図司 直也 

 東京農工大学大学院 客員教授 福井 隆 
座長 東京大学大学院総合文化研究科 教授 松原 宏 

 株式会社びゅうトラベルサービス 顧問 見並 陽一 
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検討委員会は、平成 30 年 10 月から平成 31 年 3 月の期間で計 4 回開催した。各回の開

催概要は以下の通り。 
 

検討委員会開催概要 
回 日時・場所 議題 
第 1 回 平成 30 年 10 月 12 日(金) 

 14:00～16:00 
中央合同庁舎第 8 号館 7 階 
まち・ひと・しごと創生本部 
事務局内 A・B 会議室 

・ 今年度の効果検証の進め方について 
・ 事業実施報告の分析方針について 
・ 事例研究対象の選定方針について 
・ 事例研究の実施方針について 

第 2 回 平成 30 年 10 月 31 日(水) 
 14:00～16:00 
中央合同庁舎第 8 号館 4 階 
427 会議室 

・ 事業実施報告の分析結果（途中経過）について 
・ 統計解析の進め方について 
・ 事例研究の対象及び内容について 

第 3 回 平成 31 年 1 月 15 日(火) 
 10:00～12:00 
中央合同庁舎第 8 号館 5 階 
共用 D 会議室 

・ 事業実施報告の分析結果（途中経過）について 
・ 統計解析の進捗報告について 
・ 事例研究の進捗報告について 
・ 事例集の内容について 
・ 地方公共団体へのフィードバックについて 

第 4 回 平成 31 年 3 月 18 日(月) 
 9:30～11:30 
中央合同庁舎第 8 号館 8 階 
特別中会議室 

・ 事業実施報告の分析結果について 
・ 事例集・ガイドラインについて 
・ 報告書（案）について 
・ その他（今後の検討課題等） 
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添付資料 

平成 30 年度版 地方創生関係交付金の事例集（推進交付金分） 
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平成30年度版
地方創生関係交付金の活用事例集
（地方創生推進交付金分）

平成31年3月

添付資料
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事業名称

事業概要

ロジックツリー

平成29年度KPI

主なKPI・関連指標 実績値（目標値） 指標設定・目標値設定のポイント（工夫・示唆等）

■申請団体名︓ ■分野・テーマ︓

総合的なアウトカム 交付金事業のアウトカム アウトプット 地方公共団体
が設定

事務局で設定

事業の効果

KPI指標
KPI指標KPI指標

KPI指標 KPI指標

事
業
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ア
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＜
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＜
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の
実
施
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＜
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事
業
の
評
価
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＜
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ここが
ポイント︕

事業の
実施

事業実施
体制の構築

自立性の
確保

達成目標・
水準設定

事業の
継続

事業の
評価

改善への
取組

事業手法の
検討

課題・ニーズ
の明確化

取組の効果事業の段階

今後の
展開・課題

本事例に関する連絡先︓

この事例集について

 この事例集は、平成29年度に地方創生関係交付金（地方創生推進交付金、地方創生拠点整備交付
金）を活用して地方公共団体が実施した事業を対象に、事業概要やKPIに対する考え方、取り組む上で
気をつけたことについて記載しています。各事業がどのように地方創生関係交付金を活用し、事業を推進した
か等を参考にしていただくことを目的としています。

 掲載した事業は、いずれも事業実施主体によって意欲的に取り組まれているものですが、必ずしも成功事例
として取りあげたものではありません。取り組むテーマや内容によって、克服すべき課題や成果を生む工夫等も
異なることに留意しつつご覧下さい。

事例集の構成

事例集の位置づけ

⑥

⑧

②

③

⑤

①
 事例集は各事業2ページで、以下のような構成となっています。

① 団体名、分野・テーマ、事業名 • 各団体が設定した分野・テーマ及び事業名を記載しています。

② 事業概要 • 事業の背景・経緯、事業概要、交付金事業実施額を記載しています。

③ KPI等
• 各団体が設定したKPIとその実績値及び目標値を記載しています。
• また、指標や目標値の設定についての考え方、根拠、目標水準の捉え方や計測方法など

を聞き取り内容等を基に記載しています。

④ 事業の効果 • トータルの事業終了時点のアウトカム目標や、事業の副次効果を記載しています。

⑤ ロジックツリー
• 当該事業の「アウトプット→交付金事業のアウトカム→総合的なアウトカム」に至る効果の

体系を示したものです。
• 各団体が設定したものに加え、現地調査等を踏まえて事務局で設定したKPIも含みます。

⑥ 各段階において地方公共
団体が気をつけたこと • 事業を推進する上で、各団体が気を付けたことについて、主な点を記載しています。

⑦ 今後の展開・課題 • 今後予定している事業展開や事業推進における課題を記載しています。

⑧ ここがポイント︕ • 事業全体において、特徴的なポイントを記載しています。

④

⑦
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事例集
ローカルイノベーション
（しごと創生分野①）
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事業名称 創業・起業支援及びICT人材育成を通じたエコシステム構築による産業集積事業

事業概要

ロジックツリー

平成29年度KPI

主なKPI・関連指標 実績値（目標値） 指標設定・目標値設定のポイント（工夫・示唆等）

就業件数 24件
（20件）

• 本事業を通じて育成された人材等の就業が実現した件数を示すもので、本市の課題である若年者の高い失業率の改
善に寄与する目標として設定。

創業支援者数 40件
（25件）

• 本事業を通じて育成された人材及び創業・起業総合相談窓口を活用した者のうち、実際に創業・起業及びそれに類す
る活動を実現した者の数を示すもので、本事業が目指す、新たな産業を生み出す人材と企業の集積地に向け、その達
成度を測る目標として設定。

• また、ICTスキル等を活かした多様な働き方の創出に繋がることから、働き方改革に寄与する目標としても設定。

相談件数
367件

（305件）

• 本事業における創業・起業総合相談窓口において創業・起業等に係る相談が行われた件数を示すもので、地域の産業
振興に重要な新規創業の促進に向け、本事業が創業希望者に対し有効なワンストップ窓口として機能しているか計測
するための目標として設定。

業務受託件数
13件

（6件）

• 本事業を通じて育成された人材がクラウドワーキングやニアショア受託等を実現した件数を示すもので、クラウドワーキング
やニアショア受託等を通じ在宅ワークやフリーランス等の新たな働き方が提供されることから、働き方改革に寄与する目標
としても設定。

■申請団体名︓沖縄県沖縄市 ■分野・テーマ︓ローカルイノベーション

総合的なアウトカム 交付金事業のアウトカム アウトプット

地方公共団体が設定 参考案

【事業の背景・経緯】 ※沖縄市の人口(平成27年国勢調査)︓139,279人
 沖縄市は、戦後、米軍嘉手納基地の門前町として発展し第3次産業を主要な産業とする基地と関係の深い経済構造となっていたが、市外の周辺地域にお

いて基地の返還跡地利用が進み、大規模商業施設の建設やそれに伴う第3次産業の発達が見られ、本市の経済的地位が劣後することとなった。
 こうした中、本市では、創業希望者をワンストップで支援する創業・起業相談窓口を設置し、情報通信技術に係る人材育成などの取組を一体的に推進するこ

とで、地域経済を牽引する人材や企業を輩出するとともに、外部からの人材流入、企業の移転、民間投資の喚起に繋げ、エコシステムの構築を目指す。

Web、アプリ制作等の
技術を習得した人材の数

プログラミング技術講座
の受講人数

【事業主体】
 沖縄市

【事業内容】
平成28年度に地方創生加速化交付金を活用して中心市街地の商店街内の空き店舗を

活用して設置した、創業・起業及び情報通信技術（ICT）に係る人材育成の拠点施設と
なる「スタートアップカフェ コザ」及びものづくり支援施設「オキナワミライファクトリー」を発展的に
運営するため、以下の事業に取り組む。
①創業・起業総合相談窓口
常時コンシェルジュを配置し、創業に必要な事業計画の策定等を支援する。また、施設内

で育成された人材の就職支援、キャリアアップ相談、民間企業のニーズとのマッチングを行う。
②ニアショア拠点形成
Web、アプリ制作等の実践的なプログラミング技術を習得する講座によりICT人材を育成し、

その人材を民間企業の協力を得ながら早期にOJTやクラウドソーシングの受託に繋げることで、
創業及び雇用を促進するとともに、都市圏から遠隔で業務を受託する「ニアショア」の拠点形
成を促進する。
③先端ICT人材育成
IoT技術や機械学習等の高度なICT技術に関する最先端の知識を学ぶ講座等を開設す

る。また、3Dモデリング技術や3Dプリンタ、レーザーカッター等のデジタル工作機械の活用方
法等を習得する講座を開設する。

推進交付金

事業の効果 【総合的なアウトカム】
 就業件数 16件(H28年度)⇒30件(H31年度目標)
 創業支援者数 24件(H28年度)⇒28件(H31年度目標)
 業務受託件数 5件(H28年度)⇒10件(H31年度目標)

【その他の副次効果】
 「スタートアップカフェコザ」が商店街内に立地しているこ

とから、賑わいや経済的な波及効果も創出されている。
 複数のIT関連事業者が商店街内の空き店舗を利用

して事業所を開設するなど、企業誘致にも相乗効果を
発揮している。（周辺に50以上の新店舗が開店）

プログラミング技術習得講座によるICT人材育成

ものづくり支援施設
「オキナワミライファクトリー」

就業件数

創業支援者数

業務受託件数

相談件数

ICT技術講座
の受講人数

先端ICT分野の技術を
習得した人材の数

創業・起業に関する知見
を得た人材の数

創業・起業、ICT人材育成拠点
施設「スタートアップカフェコザ」

フォローアップ

OJT

プログラミングスクール

座学 グループ
ワーク

オンライン学習
教材を導入

↓
多様な環境で
の学びが可能

チームによる
サービスの提供

↓
開発経験・実績

スクール終了後

実際の仕事を
通じた

スキルアップ

独
立
へ

【事業実施額】 実績額 19,994千円（平成29年度）
総額 120,943千円（平成29~31年度、申請ベース）
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創業支援に関係する機関・団体等と連携体制を構築することで、創業希望者の様々なニーズに対応している。
また、プログラミンスクールでは、座学やグループワークによるサービスの構築に加えて、運営会社が受注した実際の仕事を通じたOJTな
どのフォローアップを行っている。このように、より実践的な講座の実施や場づくりなど、創業希望者の立場に立った支援とすることで、利
用者からの支持を得ている。

事業の
実施

事業実施
体制の構築

自立性の
確保

達成目標・
水準設定

事業の
継続

事業の
評価

改善への
取組

事業手法の
検討

課題・ニーズ
の明確化

民間の勉強会に市職員が参加したことをきっかけに、事業のコンセプ
トを明確化

市ではこれまで、情報通信関連産業の誘致施策としてコールセンター等の誘致を
行ってきたが、一部で雇用のミスマッチが生じていた。加えて、今後の人材不足や多
様な働き方への対応に向けては、育児や介護などでフルタイムの就労が難しい人達の
活躍も課題であった中で、全国的に需要の高いプログラミング等のICT分野での人材
育成に取り組むこととした。
創業支援や雇用促進について、新たな事業を検討していた中で、地域で開催され
ていた民間の自主的な勉強会に市職員が参加したことを契機に、本事業の検討が
進むこととなった。

民間からのアドバ
イスも交えながら、
利用者のニーズ
に合った事業の
設計を行うことが
できた。

先行事例の視察を通じて、創業希望者のニーズに合った事業形態を
検討

具体的な事業の手法等について検討していた中で、先進的に創業支援に取り組ん
でいた福岡市等を視察し意見交換を行った結果、福岡市のスタートアップカフェにちな
んで「スタートアップカフェコザ」を展開することとした。
ものづくり支援に関して、3Dプリンタ等を使用可能な施設等を参考に、創業準備者
が気軽に活用でき、基礎的な操作が身に付けやすい機材等を選定した。これらの設
備は加速化交付金を活用して導入した。

スタートアップカ
フェコザは、年間
約2万人の利用
者があり、まちの
にぎわい創出に
も貢献している。

商工会議所や金融機関等の既存組織と連携して、創業希望者の支
援体制を強化
創業支援等に関して、商工会議所等の既存組織と連携を行っているほか、県内の
金融機関や宅建業者団体と個別に協定を締結し、連携体制の強化を図った。
創業時の資金調達支援については、県内の金融機関と連携して支援を行うほか、
クラウドファンディング等の支援も行っている。

連携する各組織
の専門性を活か
し、創業希望者
の抱える様々な
課題・ニーズに
対応できた。

民間企業のネットワークや企画力を活用して事業拡大を図る。事業
で得られたノウハウ等は利用規約等に文書化して周知

民間企業等と連携し、セミナー等の共同開催や持込開催等を促進している。
実務を行う中で得た運営上のノウハウや新たな課題に対する解決方針等について
は、必要に応じ整理して利用規約等に文書化するとともに利用者へ提供している。

民間主体による
イベント等が増
加し、今後の自
走化に繋がるこ
とが期待される。

金融機関等も参加する外部有識者会議により効果を検証

議会及び地方版総合戦略の委員会（沖縄市総合戦略推進会議）により効果
検証を実施している。
委員会に関して、連携している金融機関も外部委員として参画している。

外部委員からは、
事業の進め方に
関する具体的な
アドバイスも受け
ている。

取組の効果事業の段階

今後の
展開・課題

自走化に向けて持続的な財源確保が必要である。事業の中で民間主体の事業へ移行できる可能性のあるものと、行政による段階
的な支援が必要なもの、継続的に行政が担うべきもの等に分かれ、それぞれの展開について今後、具体的な検討を進める必要がある。

本事例に関する連絡先︓沖縄県沖縄市 企画部政策企画課 TEL 098-929-3109
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事業名称 下町ロケットin尾州産地︕～国内最大の素材資料館を活用した
尾州産地ブランド力強化プロジェクト（人材育成・確保、販路の拡大）～

事業概要

ロジックツリー

平成29年度KPI

主なKPI・関連指標 実績値（目標値） 指標設定・目標値設定のポイント（工夫・示唆等）
国内外のメーカーと市内企業の

取引件数
180件

（180件）
• 費用対効果の計測指標として、仕事の創出件数を把握するため設定した。
• 組合と協議の上、目標値を設定。（事業開始前は150件）

若手デザイナーの需要に合わせた生地の
小ロット生産、素材づくり、素材開発の相談

に対するワンストップ窓口の構築により、
産地企業へ仕事を創出した件数

4件
（3件）

• 費用対効果の計測指標として、人材育成への貢献度を把握するため設定した。
• 若手デザイナーの活躍支援の取組を通じて、産地企業への継続的な仕事創出、

尾州ブランドの強化、という好循環に寄与するものである。
• 組合と協議の上、目標値を設定。

アパレル業界以外の企業を自社商品の
開発研究・相談のためにテキスタイル
マテリアルセンターへ呼び込んだ件数

73件
（50件）

• 新商品の開発による新たな業界への販路拡大を目指す指標として設定。
• 組合と協議の上、目標値を設定。（事業開始前は31件）

■申請団体名︓岐阜県羽島市 ■分野・テーマ︓ローカルイノベーション

総合的なアウトカム 交付金事業のアウトカム アウトプット

【事業の背景・経緯】 ※羽島市の人口(平成27年国勢調査)︓67,337人
 羽島市は、愛知県尾張西部地域とともに、高級毛織物の世界3大産地の一つである「尾州産地」の一角を担い、長年、市の基幹産業である繊維産業ととも

に発展を遂げてきた。近年は、グローバル化の波による安価な輸入製品や職人の高齢化による後継者不足等、厳しい経営環境にある一方、その製品の付加
価値の高さから、産地一帯で毛織物の国内生産量の8割を占め、国内外の繊維産業を支えている。

 また、本市内には、国内最大の素材資料館「テキスタイルマテリアルセンター」があり、国内外の展示会等に出品された生地の素材サンプルが10万点以上常設
展示されている。そのため、ファッション関係者が集うほか、近年ではアパレル関係以外の企業の利用も増加している。

 本事業では、尾州産地における繊維産業を魅力ある稼ぐ産業とすべく、国内最大の素材資料館を「核」として、人材の確保・育成及び販路拡大に向けた新
商品開発等の取組を総合的かつ一体的に展開することで、新たな仕事の創出による地場産業の振興を図り、尾州産地のブランド力強化や多様な人材の集
積による地域の活性化へと繋げていくことを目指す。

若手デザイナーの相談に対
するワンストップ窓口の構築
により産地企業へ仕事を

創出した件数

ワンストップ窓口への若手
デザイナーからの相談件数

【事業主体】
 岐阜県毛織工業協同組合

構成メンバー︓岐阜県羽島市を中心とする43の組合員企業

【事業内容】
 世界中の生地素材が集積するテキスタイルマテリアルセンターを最大限に活用し、産地自治

体、教育機関と連携しつつ、次代の担い手育成・確保に向けた研修機能の充実を図る。
• ファッション関係の学生に対する研修や県内のファッション関係学校への出前講座の実施等
• 若手デザイナーからの生地の小ロット生産、素材づくり、素材開発等の相談への対応
• 小中学生が地場産業に触れる機会(センターや産地企業の見学、小物づくり体験)の提供

 国内外への情報発信力や拠点性を活かした新商品の開発による販路拡大や集客力の向
上に加えて、生地生産に関する相談機能の強化による産地内企業への仕事創出を図る。
• センターのウェブサイトの構築及びセンターが保有する生地情報のデータベース化
• 産地企業の受注生産的要素の多い面を改善するための新商品の研究開発の実施
• アパレル以外の企業と産地企業とのコラボレーションを通じた、新たな業界への販路開拓

推進交付金

事業の効果 【総合的なアウトカム】
 国内外のメーカーと市内企業の取引件数

年間150件(H27年度)⇒200件(H32年度目標)

【その他の副次効果】
 センターを窓口に完全分業制の製造過程が点から線に

繋がってきた。
 企業からの人材紹介要望や、展示会における人材マッ

チングといった、求人・求職機会の提供に繋がっている。

「テキスタイルマテリアルセンター」には
10万点以上の生地素材サンプルが
常設展示されている

尾州産地内企業では、
昭和初期に導入された
織機が今も現役で活躍
している

国内外のメーカーと
市内企業の取引件数

アパレル業界以外の企業を
自社商品の開発研究・相談
のために呼び込んだ件数

テキスタイルマテリアル
センター来館者数

次世代の担い手の
育成・確保

地方公共団体が設定 参考案

【事業実施額】 実績額 8,969千円（平成29年度）
総額 36,500千円（平成28~32年度、申請ベース）
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ここが
ポイント︕

事業開始前の学校教員やデザイナーへのヒアリング、事業実施時のセンター利用者へのアンケート等により、適宜ニーズ調査を行い、
その結果を定期的に分析して関係者で共有しており、今後の事業を効果的に修正・改善できる体制をとっている。そのため、利用者に
対して常に新たな価値を提供することができ、このことが利用者の増加に繋がっている。

事業の
実施

事業実施
体制の構築

自立性の
確保

達成目標・
水準設定

事業の
継続

事業の
評価

改善への
取組

事業手法の
検討

課題・ニーズ
の明確化

これまでセンターを利用していたデザイナーや教員からのヒアリング結
果を基に、関係者で話し合いを重ねて事業を設計
事業計画作成に当たり、既にセンターを利用していた企業、デザイナー、学校教員
から生の声をヒアリングして課題・ニーズを把握し、市、事業実施主体である岐阜県
毛織工業協同組合、その他関係機関で共有した。その後、行政（羽島市、一宮
市）と組合とで話し合いを重ねて、事業を設計した。

• 最近はウール製品を洗うと縮むことすら知らない学生が多い、という学校教員から
の声を受けて、センター内の豊富な生地や産地企業の生産現場を見せる機会を
提供して、「見て学ぶ、触れて学ぶ」授業の場を提供することとした。

• デザイナーからは、自身の製品をつくる際に小ロットで注文を受けてくれる機屋がい
ないという声があり、センターで生地・素材づくりの相談や小ロットの相談を受け付
ける体制を整備・強化することとした。

センターを活用し
た研修を実施す
る学校数や、企
業・デザイナーの
センター利用者
数、デザイナーの
相談件数ともに
増加している。

外部の専門家や他市とも連携しつつ、羽島市が誇る国内有数の地
域資源を教育及びビジネスに活用し、地場産業の活性化を図る
市内に立地する国内最大の素材資料館「テキスタイルマテリアルセンター」を教育拠
点として、またビジネスマッチング・ビジネスチャンスの場として最大限有効活用すること
とした。
繊維業界に精通した外部有識者の助言や、地元金融機関のシンクタンクによる分
析結果等も活用しつつ、効果的な事業実施に努めている。
尾州産地の中心である愛知県一宮市とは、産地の現状や課題・ニーズを共有し、
各種事業の推進に当たっても連携体制をとっている。

産地企業との
マッチングツアー
等、企業・デザイ
ナー目線で効果
的な事業を実施
できた。

市職員は頻繁にセンターを訪問し、市・組合が一枚岩で事業を推進

市と組合との間で最低1週間に1回は意見交換を実施している。その他の関係機
関、関係者とも適宜連絡を取り合って意見交換を実施している。

市と組合間で強
固な信頼関係を
構築できている。

事業実施後も利用者の声を分析して、常に事業の改善を図る

各種事業実施後の利用者へのヒアリング、アンケート結果に基づき、組合、市、地
元金融機関のシンクタンク等で意見交換を行い、取組のブラッシュアップを図っている。
このようにこまめにPDCAを回し、単純な事業の繰り返しはしないこととしている。

利用者に対して
常に新たな価値
を提供できる。

取組の効果事業の段階

今後の
展開・課題

自立化に向けて、事業収入を確保できる仕組みにブラッシュアップしていくことが課題である。センターの相談窓口で受けたデザイナーや
企業からの数多くの相談内容は、組合の副理事長と専務理事に蓄積されているが、今後はこれをデータベース化して、更なるビジネス
チャンスに繋げることを検討している。

本事例に関する連絡先︓岐阜県羽島市 企画部総合政策課 TEL 058-392-1114

自立化を見据えて、センターへの訪問・相談が産地企業の仕事創出
や事業収入確保に繋がる流れを構築
デザイナーからの生地の小ロット生産、素材づくり、素材開発等の相談窓口を整えて、
産地企業に紹介する体制を構築することで、産地企業の仕事創出に繋げている。
また、センターへの訪問者名簿はデータベース化して訪問企業の業種等を客観的・
定量的に分析している。これは、交付金事業終了後を見据えて、組合の事業収入
確保に向け活用するためである。

産地企業には、
デザイナーからの
生地作りの相
談・受注が増加
している。
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事例集
農林水産業

（しごと創生分野②）
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事業名称 道の駅「もんじゅ」の地域商社化による特産品開発・販路拡大及び交流人口拡大事業

事業概要

ロジックツリー

平成29年度KPI

主なKPI・関連指標 実績値（目標値） 指標設定・目標値設定のポイント（工夫・示唆等）

農水産物など特産品の
販売金額の増加

対前年度比
5,696千円

（600千円）

• 上ノ国町観光振興公社が、自走・自立するためには、販売金額の増加が不可欠と考え設定。
• 事業開始前の販売金額（14,123千円）を事業期間内で倍増させる目標値を設定。

新たな特産品開発等に
よる新規雇用

2人
（1人）

• 地域商社化により、雇用の場を確保して地域への貢献を行うため、KPIに設定。
• 事業開始後5年間で12人の新規雇用を目標としている。

交流人口増加対策による
観光入込客数の増加

対前年度比
▲21,270人
（1,000人）

• 観光商品の造成及び特産品開発・販売、レストランメニューの充実等により魅力向上が図られ、
増加がみこまれることから、KPIに設定。

（注︓拠点整備交付金を活用し施設改修を実施したため、平成29年9月中旬～３月末まで閉館）

■申請団体名︓北海道上ノ国町 ■分野・テーマ︓農林水産

総合的なアウトカム 交付金事業のアウトカム アウトプット

地方公共団体が設定 参考案

【事業の背景・経緯】 ※上ノ国町の人口(平成27年国勢調査)︓4,876人
 上ノ国町の人口は、1960年のピーク時には14,674人であったが、2015年には4,876人まで減少しており、国立社会保障・人口問題研究所によると2040

年には2,400人まで減少すると推計されている。また、基幹産業の一次産業は、近年の異常気象の影響及び価格の低迷により水産漁獲物販売金額、農産
物販売金額ともに急激に減少している状況である。一次産業の衰退により町内での就労先確保が困難となっており、49歳までの若い世代の転出超過の状況
が続いている。

 そのような状況の中、町の人口ビジョンでは、2040年に3,000人以上を維持（600人の施策効果）するため、低迷する基幹産業である一次産業の振興に
加えて、交流人口拡大や移住・定住の促進、子育て世帯の負担軽減施策の実施、新たな産業の創出による雇用の場の確保を図りながら、本町が有する地
域の特性や強みを活かし、魅力を発信していくことにより、活力あるまちづくりを目指すこととしているところである。

農水産物など特産品の
販売金額の増加 新たな特産品の開発

【事業主体】
 ㈱上ノ国町観光振興公社

株主︓民間事業者、飲食店経営者、江差信用金庫、新はこだて農業協
同組合、ひやま漁業協同組合、建設会社、上ノ国町 等

【事業内容】
本町に所在する道の駅「もんじゅ」は平成３年に開設し、観光や交流の拠点

基地となっているが、販売額が伸び悩んでいる状況である。このため、事業主体で
ある㈱上ノ国町観光振興公社を地域商社化し、以下の取組を実施する。
• 地元で取れる水産物のてっくい（ヒラメ）やゴジラ海老等を活用して、マー

ケットニーズに沿った付加価値の高い特産品を開発し、流通販路の拡大を
図る。

• Webマーケティング等を活用して域外企業・消費者との取引を促進する。
• 道の駅において、一次産業従事者等で構成する組織が起業を目指すため

のお試し販売等の各種イベントを実施し、消費者のニーズを把握するとともに
生産者自らが学び実践することにより、６次化産業を促進し所得確保及び
担い手不足の改善を図る。

• 観光協会や移住定住相談等の窓口を道の駅に併設し、本町の情報発信・
収集の拠点を形成する。

• 町の魅力情報を発信するためのモニターツアーを実施する。

推進交付金

事業の効果 【総合的アウトカム】
 交流人口増加対策による観光入込客数の増加

74,571人(H27年度)⇒80,571人(H32年度)

【その他の副次効果】
 道の駅の拡大、活性化により、Uターン者3名の雇用

に繋がっている。

雄大な日本海を一望できる道の駅「もんじゅ」

地元食材を活用したレストランメニュー
（左︓ゴジラ海老海鮮丼、右︓てっくい天丼）

新たな特産品開発等
による新規雇用

交流人口増加対策による
観光入込客数の増加

一次産業従事者
による起業

効果的なマーケティング
の実施

生産者によるお試し販売等
の各種イベント開催

一次産業における
所得の向上

【事業実施額】 実績額 54,279千円（平成29年度）
総額 121,077千円（平成28~32年度、申請ベース）
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ここが
ポイント︕

地元で当たり前に消費していたが他では手に入らない食材等を使用したレストランメニューや特産品開発などにより、道の駅の売上拡
大に成功した。また、事業目的の一つが道の駅の経営黒字化であるため、町及び事業主体の双方が交付金事業終了後の自立を念
頭に置いて事業を推進している。

事業の
実施

事業実施
体制の構築

自立性の
確保

達成目標・
水準設定

事業の
継続

事業の
評価

改善への
取組

事業手法の
検討

課題・ニーズ
の明確化

道の駅の経営改善を図るべく、推進交付金を活用して運営活性化に
着手。地元食材による「味覚ステーションづくり」をコンセプトに決定
道の駅もんじゅは町の重要な観光拠点であるにもかかわらず、平成3年の開設で建
物は老朽化し利用者数も減少傾向にあり、指定管理者の上ノ国町観光振興公社
は債務超過に陥っていた。このままでは改善が見込めないと判断し、建物を改修して
物販機能を強化するとともに、公社を地域商社化することとした。
平成28年度に推進交付金を活用して、道の駅もんじゅを取り巻く市場環境と現状
の利用状況について整理し、「高品質な上ノ国産食資源のブランド化を牽引する味
覚ステーションづくり」をコンセプトとして道の駅運営活性化に取り組むこととした。

道の駅の内部環
境・外部環境の
分析を通じて、
地域資源を活か
した事業コンセプ
トを明確化する
ことができた。

ここでしか手に入らない地元食材を活用して、レストランメニューや特
産品を開発
北海道内で成功事例を有するバイヤーを招聘し、販売スペースのレイアウトや商品
開発、流通チャネル構築に関するアドバイスを受けている。
ここでしか手に入らないものの販売・開発に取り組むこととし、あまり市場に出回らな
い地元食材である「ゴジラ海老」や、地元で捕れる「てっくい(ヒラメ)」を活用したレスト
ランメニューの提供や特産品の開発を行っている。
政策間連携について、観光協会や移住定住相談窓口を併設し、観光や移住促
進の機能も持たせている。お試し住宅の受付も行っている。

レストラン売上、
物販売上共に
事業開始前を
大きく上回ってい
る。
お試し住宅の利
用者数も増加し
ている。

道の駅への食材供給について、地域活性化に向けた必要性を地元
生産者に説明して協力を得る
農協、漁協とのネットワークを構築して、道の駅での販売商品を確保している。これ
までの流通経路を一部変えることになるため、理解を得るために苦労があったが、地
域の活性化のために協力してほしいという町からの説得の末、道の駅向けの産品をあ
らかじめ確保してくれるようになった。

特色のある地元
食材を調達する
ことができた。

交付金事業終了後は事業収入による経営黒字化を目指す

道の駅の経営黒字化を事業目的の一つとしているため、交付金事業終了後は事
業収入による自走化を達成しなければならないと考えている。これまで町の一般財源
を投入してきたが、今後は一般財源に頼らない体制としたい。

計画を上回る事
業収入を確保で
きており、経営黒
字化の目途が
立った。

道の駅での取組を契機として、町の魅力を観光に繋げるための取組
に着手
道の駅での取組の他、町営のスキー場を貸し切ってスキー体験や雪上バーベキュー

などを行うモニターツアーを実施した(平成29年度は3回のツアーと1回のイベントを
開催)。参加者からはアンケートを取って来年度の商品開発に活用している。また、
道の駅の近隣にはウニなどの養殖場があり、そこでの体験ツアーの検討も行っている。
このように、体験とを組み合わせた旅行商品の造成を行っていきたいと考えており、

平成31年度以降の交付金事業の計画変更申請も視野に入れている。

モニターツアーの
参加者からは好
評を得ており、旅
行商品の造成に
向けて検討を進
めている。

取組の効果事業の段階

今後の
展開・課題

従来のような、観光名所に行って、見て、土産物を買ってもらうだけの観光ではなく、体験してもらう、地元の方と触れ合ってもらうことで
共感を得る、といったアプローチがこれからの観光には必要である。そのため、上ノ国町が持つ歴史(北海道最初の和人定住のまちなど)
や、ここにしかない特産品(ゴジラ海老など)と組み合わせた観光プログラム造成を検討していきたい。

本事例に関する連絡先︓北海道上ノ国町 総務課地方創生推進室 TEL 0139-55-2311
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事業名称 「八女伝統本玉露」の世界のスーパーブランド化事業

事業概要

ロジックツリー

平成29年度KPI

主なKPI・関連指標 実績値（目標値） 指標設定・目標値設定のポイント（工夫・示唆等）

開発商品の取引業者数
<<増分>>

3社
（5社）

• 単独の生産者や販売者の利益の追求にならず、八女茶の新たな販路を構築するために公式商
品を開発し取引を拡大する。そのため、開発商品の取引業者数を指標として設定。

• 新たな販路の取引が自走的な運営や全体の単価向上に影響を及ぼすよう、目標値は単年度５
社ずつの増加と設定した。

八女市内へのバイヤー招聘数
<<増分>>

6社
（2社）

• 八女茶の圧倒的な品質をバイヤーに理解して頂くために現地の栽培状況や環境、観光等も実際
に体験してもらい持続的な取引を行う。そのため、招聘数を指標として設定。

八女伝統本玉露の
荒茶取引単価
<<増分>>

▲483円/100g
（500円/100g）

• 公式商品の販売取引の拡大を優先するが、将来的には八女伝統本玉露の荒茶取引単価全体
に波及させるために設定した。

• 八女伝統本玉露を持続的に生産するためには、生産量を拡大するのが難しいため、荒茶取引単
価を、より短期で向上しなければならないことから設定した。

八女茶の市場の取引実績額
<<増分>>

▲11百万円
（50百万円）

• 八女伝統本玉露を持続的に生産できるための単価向上を進める相乗効果として八女茶全体の
取引実績を設定。

• 平成１１年をピークに八女茶の市場実績は急速に低下しており、事業効果によってその流れを止
めるために目標値を設定。

■申請団体名︓福岡県八女市 ■分野・テーマ︓農林水産

総合的なアウトカム 交付金事業のアウトカム アウトプット

八女茶の市場の
取引実績額

地方公共団体が設定 参考案

【事業の背景・経緯】 ※八女市の人口(平成27年国勢調査)︓64,408人
 八女市は、農業が主要産業であり、なかでも八女茶は販売額30億円と中核を担い、全国茶品評会では平成13年度から農林水産大臣賞（品質日本

一）を連続受賞している。しかしながら、高齢化や後継者不足により生産者が急速に減少している。八女茶の中でも八女伝統本玉露は伝統的な栽培手法
にこだわり続け、農林水産省の地理的表示保護制度（GI認証）第一弾に認定される等、高い品質を誇っているが、30代の後継者が6人と存続が危ぶまれ
る状況である。

 本事業では、八女市の地域経済の中心となっている八女茶（特に八女伝統本玉露）をブランディングし、付加価値づけや国内外における新たな販路の開拓
を行う。茶の生産から販売までの工程は、生産者が1次加工した荒茶を茶商が購入しブレンド等の2次加工をして販売する流れとなっているが、荒茶の販売価
格すなわち単価の上昇が生産者の収入増加へ繋がる。また生産者の収入を担保することで伝統的な八女伝統本玉露の持続的環境を確立し、後継者の育
成、更には中山間地の人口流出対策へと繋げる。

八女伝統本玉露の
ブランディング

八女市内への
バイヤー招聘数

【事業主体】
 「八女伝統本玉露推進協議会」

構成メンバー︓八女市、八女茶生産者組合、伝統本玉露生 産
組合、農協、金融機関

【事業内容】
 八女茶のブランド化のために、国内については東京に、国外については

ニューヨークを拠点に、富裕層向けの販売及び一流レストランでの取扱に
特化し、販路拡大のためのエキシビションの開催や、メディアやＳＮＳ等を
活用した情報発信を行う。

 また、市内の伝統工芸等とのコラボレーション等を行いながら取扱商品の拡
充と販売、地域間連携として京都府京田辺市、静岡県藤枝市等との情
報交換や共同での事業展開を行う。同時に、マーケティングや経営戦略の
人材育成を行い、八女茶全体の活性化を図る。

推進交付金

事業の効果 【総合的アウトカム】
 八女伝統本玉露の荒茶取引単価 2,500円/100g増加
（H33年度目標）
 八女茶の市場取引実績額 250百万円増加
（H33年度目標）

【その他の副次効果】
 NHKの全国放送をはじめ、雑誌、日経新聞など

様々なメディアに取り上げられ、八女市での反響を
呼んだ。

 八女伝統本玉露が高級レストランのメニューに決まっ
たことにより、生産者のプライド醸成に繋がった。

公式商品の開発

八女伝統本玉露の
荒茶取引単価

開発商品の取引業者数

ロゴマーク（左は一般的なロゴ、
右は海外向けのロゴ）

香港L'Atelier de Joël Robuchonにて
（中央右︓ジョエル ロブション氏）

八女伝統本玉露（氷出し）

生産者の増加

【事業実施額】 実績額 31,367千円（平成29年度）
総額 140,000千円（平成29~33年度、申請ベース）
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ここが
ポイント︕

購買対象者を富裕層に転換し、世界のスーパーブランドを目指すという事業コンセプトを明確化した。ブランディングに当たっては発信
する人物が重要であると捉え、市職員自ら国内の著名人にアポイントを取り、チームを結成することで、世界有数の著名人と接触する
ことができた。八女伝統本玉露の品質の高さと市職員の主体的な行動が海外事業展開に結びついている。

事業の
実施

事業実施
体制の構築

自立性の
確保

達成目標・
水準設定

事業の
継続

事業の
評価

改善への
取組

事業手法の
検討

課題・ニーズ
の明確化

購買層を転換し、世界のスーパーブランド化を目指すという事業コン
セプトを明確化

生産者の所得向上に当たり、茶の生産量を増やすことが困難であるため、単価の上
昇が条件となった。
GI認証によるブランド効果によって単価の上昇が見込まれたが、実際にはそれほど単
価が伸びなかった。そのため、更なるブランディングが必要だと考えた。
単価の上昇に向けて、売り方や購買対象層の転換を図り、富裕層向けの販売や
一流レストランでの取扱に特化することとした。今までは明確な目標がなかったが、世
界のスーパーブランド化を目標とし、それを市全体に波及させることを目的としている。

更なるブランディ
ングによって、認
知度が向上した。

国内の著名人と市職員自らコンタクトを取り、チームを結成することで、
世界的に影響力のある人物と接触

ブランディングしていくには「何を言うかではなく、誰が言うか」が重要であると捉え、購
買層を富裕層及び一流レストランに絞った。
国内の一般的なイベント開催等によって一時的に販売実績の向上が見込めるが、
これを目的とせず、世界規模のブランディングによって継続的な販路開拓を図った。
食の世界で最も影響力のある人物の一人であるジョエル ロブションをターゲットに選
定し、八女伝統本玉露を海外の高級レストランのメニューに取り入れてもらうことで世
界への波及効果を狙った。八女伝統本玉露の入れ方は、お茶の知識に乏しい海外
レストランの従業員でも扱いやすい「氷出し」とした。
ジョエル ロブションとの接触に当たり、国内の著名人とチームを組み事業を推進した。
国内の著名人には市職員自らコンタクトを取った。

他の産地が行っ
ていない販路
（富裕層）を
開拓することがで
きた。

八女市内の各小学校に給茶機を設置し、児童に八女茶を提供している。八女市
伝統の八女茶に触れる機会を増やすことで、八女市への愛を育み、将来のUターンに
繋がると考えている。

著名人に賛同し
てもらうことで、世
界に向けて事業
を展開していくこ
とができた。

ロゴマークは海外
でも評判のデザ
インとなった。

若者の八女茶へ
の愛を育むことで、
将来の生産者
確保に貢献する。

取組の効果事業の段階

今後の
展開・課題

事業開始当初より、世界に向けて八女伝統本玉露を知ってもらうため海外の一流レストランでお茶イベントを開催する等、PRを行って
きた。今後は実際の商談に向けたマーケティングを強化し、当初の課題であった単価の上昇及び若手生産者の確保に向けて取り組ん
でいく予定である。

本事例に関する連絡先︓福岡県八女市 企画部企画政策課 TEL 0943-24-9009

市内の小学生には地元教育の一環として八女茶を提供

八女伝統本玉露の品質の高さと、市職員の情熱が著名人を動かす
要因となった

多数の著名人とのコンタクトは困難であったが、八女茶伝統本玉露を口にしてもらう
ことで品質の高さを認めてもらい、世界のスーパーブランド化事業に賛同してもらうこと
ができた。
一公務員が世界に向けて事業展開を図ろうとしている事にも面白さと情熱を感じて
もらい、著名人を動かす要因となった。
ロゴマーク作成はデザイナーに委託したが、妥協を許さず何度も調整を重ねることで、
インパクトのあるロゴマークに仕上げることができた。
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事例集
観光振興

（しごと創生分野③）
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事業名称 あきた発酵ツーリズム推進事業

事業概要

ロジックツリー

平成29年度KPI

主なKPI・関連指標 実績値（目標値） 指標設定・目標値設定のポイント（工夫・示唆等）

秋田県の
延べ宿泊者数

3,346千人
（3,434千人）

• 他県には無い発酵ツーリズムの取組が、秋田県の新たな観光コンテンツとして定着すること等により、
宿泊者数が増加することを想定。

• 目標設定時点の3,400千人から、年間34千人程度の増加を見込み、目標値を設定。
秋田県の

外国人延べ宿泊者数
105千人

（78千人） • 目標設定時点の67千人から、年間11千人程度の増加を見込み、目標値を設定。

発酵食品出荷額 259億円
（250億円）

• 他県には無い発酵ツーリズムの取組が、全国的に知られ、更に新たな発酵食品が開発されること
等により発酵食品出荷額が増加することを想定。

• 目標設定時点の245億円から年間5億円程度の増加を見込み、目標値を設定。

■申請団体名︓秋田県 ■分野・テーマ︓観光

総合的なアウトカム 交付金事業のアウトカム アウトプット

地方公共団体が設定 参考案

【事業の背景・経緯】 ※秋田県の人口(平成27年国勢調査)︓1,023,119人
 原料となる米が豊富であったことに加え、雪深い冬を乗り切るため食物の貯蔵が求められた秋田県では、漬物や味噌・醤油・日本酒等にみられる麹を用いた発

酵食品が盛んに作られてきた。また、本県特産の魚醤であるしょっつるやハタハタ寿司などは秋田ならではのもので、こうした他県に類を見ない多様な発酵食文
化が根付いている。しかしながら、食品としてのブランディングや販路の開拓が十分に行われておらず、本県食品の製造品出荷額は東北最下位にある。

 また、他県と比較して首都圏からの時間的距離があることなどから、本県の延べ宿泊者数も伸び悩んでおり、本県の観光地が観光客への訴求力を向上させ、
誘客を拡大するためには、秋田に行ってみたいと思わせるような新たな観光誘客コンテンツの整備が求められている。

発酵食品の
認知度向上

【事業主体】
 あきた発酵ツーリズム推進協議会

構成メンバー︓JTB、近畿日本ツーリスト、あきた食品振興プラザ、秋田県中小企業団
体中央会、秋田花まるっグリーンツーリズム推進協議会、日本航空、全日空、JR東日本、
秋田内陸縦貫鉄道、由利高原鉄道、秋田銀行、北都銀行、秋田県観光連盟、秋田
大学、国際教養大学、ノースアジア大学、秋田県(観光文化スポーツ部)

【事業内容】
本県が誇る優れた発酵食文化を誘客コンテンツとして活用して以下の取組を実施する。

①情報発信対策
・専用ウェブサイトを開設し、食品事業者や旅行者が投稿できるようサイトとフェイスブックを連
携させ情報を広く発信。また、海外に向けた紹介動画を制作（外部事業者に委託）。

・キャッチコピー「本日あきた発酵中。」やロゴマークを制作。ロゴマークを発酵食品に貼付でき
るよう無償許諾制度を創設。

②誘客促進対策
・モデルツアーによる旅行会社への売込みや発酵に関するコンテンツの周遊コース開発を実施。
・海外からの誘客対策のため、ファムツアー*への海外エージェント招聘や、国際旅行博での
積極的な売込みを実施。
*観光地の誘致促進のため旅行会社やメディアなどを招待する視察旅行

③エリア整備対策
・日本酒や味噌等の発酵食品の製造施設において、観光客の見学や製造体験の受入等
を目的とする改修等について支援。

・地域の観光資源や「秋田犬」などの独自コンテンツ、農業体験などのグリーンツーリズム等と
組み合わせたエリア整備を推進。

※エリア整備対策については、国の他の制度や県単独事業により、見学や体験ができる酒蔵等を整備。

推進交付金

事業の効果 【総合的アウトカム】
 秋田県の延べ宿泊者数 102千人増加 (H31年度目標)
 秋田県の外国人延べ宿泊者数 33千人増加 (H31年度目標)
 発酵食品出荷額 15億円増加 (H31年度目標)

【その他の副次効果】
 県の発酵ツーリズムに刺激を受けて、民間ベース

でも独自の発酵ツーリズム造成の動きが活発化。

【推進体制】

整備した日本酒見学設備

秋田県の延べ宿泊者数

秋田県の外国人
延べ宿泊者数

発酵食品出荷額

発酵食品関連
観光客増加

発酵ツーリズムの
認知度向上

発酵食品製造施設等
訪問客増加

あきた発酵ツーリズム
推進協議会

情報発信 誘客対策 発酵の国
あきたの推進

情報発信の
方法や対策
の検討

ツアー造成、
エリア整備等
に関する検討

発酵食品の
販売力の向
上や発酵に
関するPR対
策等の検討

市町村等
連絡会議ワーキンググループ

主な発酵食品
（日本酒、ハタハタ寿司、味噌）

【事業実施額】 実績額 8,735千円（平成29年度）
総額 28,983千円（平成29~31年度、申請ベース）
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事業開始のきっかけは、秋田犬に続く観光コンテンツとして、日本酒をはじめとする発酵食品に注目したところにある。当初、県民にとっ
ては当たり前すぎて、これを前面に出して観光客を呼べるかどうか不安があったものの、発酵食品製造に関するデータの収集や発酵食
文化の調査などを通じて、観光資源化の可能性を見出している。発酵の歴史文化に触れることにより、知的好奇心の高い客層をター
ゲットに、観光資源化を引き続き推進していく予定である。

事業の
実施

事業実施
体制の構築

自立性の
確保

達成目標・
水準設定

事業の
継続

事業の
評価

改善への
取組

事業手法の
検討

課題・ニーズ
の明確化

秋田県民にとっては当たり前の発酵食文化が、外国人や他県民に
とって魅力のある、興味深いものである点に着目

県庁内において「秋田犬」に続く秋田ならではの新たな観光コンテンツを掘り起こすプ
ロジェクトチームを立ち上げ、検討を開始した。
検討の過程で、秋田県は発酵食品製造の割合が他県に比べてかなり大きい旨の
確認や、県内における発酵食品製造事業者の分布状況、見学受入体制の現状を
調査し、発酵食文化に関するストーリー付けを実施。これらを基に関係者の意識醸
成を行ってきた。

県民にとってなじ
み深い題材であ
るため、理解が
得られやすい。
近年の健康、発
酵、日本酒等の
ブームに訴求で
き、インバウンド
誘客の効果も期
待できる。

推進協議会の下部組織として、個別具体的な事項を検討する3つの
ワーキンググループを設置
あきた発酵ツーリズムの推進主体として、あきた発酵ツーリズム推進協議会を平成
30年2月に発足。
推進協議会には、県内4幹事市（秋田市、男鹿市、由利本荘市、横手市）も
入っており、各市担当者とコンテンツや見学コースに関する意見交換を実施している。
情報発信や誘客対策、発酵食品販売力向上など、対策を具体的に検討するため、
「情報発信」、「誘客対策」、「発酵の国あきたの推進」のワーキンググループを平成
30年5月に設置。関係分野から広く関係者の参画を依頼し、集中的かつ効率的な
検討を進めている。
県内の横手市や由利本荘市で、発酵食品の製造拠点をめぐる見学会を開催。こ
れにより好感触を得て、旅行会社やマスコミ向けの試行ツアーを開催した。
（ツアー名︓秋田の発酵食文化に触れる「あきた発酵ツーリズム」ファムツアー）
平成30年7月からは、発酵ツーリズムの誘客エリア整備に向けて、整備対象地域の
市町村、地域振興局との連携のための意見交換の場として「市町村等連絡会議」を
開催している。
食品メーカー従業員や観光協会職員を対象に、発酵の歴史等を正しく伝えるため
の観光ガイド養成など、受け入れ体制の強化を行っている。

きめ細かなニーズ
の把握、連携が
可能となった。

発酵食品と他のコンテンツとの組み合わせに関する具体的議論を展
開中
ワーキンググループの中で、スイーツと味噌や醤油のコラボレーション、体験型観光へ
の組み込み、角館等の観光地との組み合わせたツアー造成など、今後の具体的進め
方を議論している。

メーカーの現場
担当者が集まる
「醸し人交流
会」を結成。

事業担当部署による自己評価に加えて、産官学金労言の専門家に
よる二次評価を実施
事業担当部署が自己評価（一次評価）を行い、そこで検証された事業の課題と

今後の修正点等について、「産官学金労言」の専門的な知見を有する者により構
成される「秋田県地方創生有識者会議」による二次評価を実施している。
また、事業の実績や有識者会議による検証結果等については、県議会に報告し、

意見を伺っている。

関係者の意見を
吸い上げつつ、
調整・合意のう
えで的確に計画
を推進している。

取組の効果事業の段階

今後の
展開・課題

県内各地の日本酒、味噌、しょっつる等の製造拠点等をツーリズムの拠点としているが、現状では「点」にとどまっている。これらを結び
付けて「面」的に広げていくこと、中でも、人気となっている日本酒蔵やビール醸造所などのツーリズム事業への参画が課題である。
また、本事業終了後も、各地域や民間事業者が主体となって自走していく体制づくりが今後の課題である。今後、メーカーの現場担
当者が集まる「醸し人交流会」の結成等を通じて、具体的な対策を検討していく予定。

本事例に関する連絡先︓秋田県 あきた未来創造部あきた未来戦略課 TEL 018-860-1232

個々の事業者が
ツーリズムを意識
し、ツーリズムを
通じた自社商品
の販売、PRにつ
いての意識が深
まっている。
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事業名称 琵琶湖疏水通船復活を契機とした京都・大津広域観光促進事業

事業概要

ロジックツリー

平成29年度KPI

主なKPI・関連指標 実績値（目標値） 指標設定・目標値設定のポイント（工夫・示唆等）

大津市観光消費額
<<増分>>

135億円
（16億円）

• 地域の「稼ぐ」機能と直結する観光消費額は、地方の平均所得向上を測る指標として最適と考えて設定
した。

• 消費単価×入込客数により目標値を設定。消費単価は観光消費動向調査により設定した。

大津市総宿泊者数
<<増分>>

▲6万人
（3万人）

• 新たな広域観光ルートの定着による広域事業としての派生効果を測る指標として最適と考えて設定した。
• 前年度からの伸び率を踏まえて目標値を設定。

疏水通船年間乗船者数 413人
（180人）

• 交付金事業の核となる通船事業の発展の度合いを示す指標として最適と考えて設定した。
• KPI設定当時の1日最大乗船者数46名×試行日数16日程度(春・秋8日ずつ)≒700名

700名－平成28年度実績520名＝180名 として設定。

■申請団体名︓京都府京都市、滋賀県大津市 ■分野・テーマ︓観光

総合的なアウトカム 交付金事業のアウトカム アウトプット

地方公共団体が設定 参考案

【事業の背景・経緯】 ※京都市の人口(平成27年国勢調査)︓1,475,183人、大津市の人口(平成27年国勢調査)︓340,973人
 大津市と京都市を結ぶ琵琶湖疏水は、琵琶湖の水を京都に引くため明治23年に建設された人工の水路であり、舟運や水力発電への活用などにより京都の

市民生活や産業・文化を支え続けてきた。その沿線には、蹴上インクライン、南禅寺水路閣、蹴上発電所といった、我が国の近代化を支えた歴史的偉業、文
化的功績を示す史跡等が点在しており、大津・京都両市間の広域観光を促進するうえで最大のポテンシャルとなりうるものである。

 一方で、現役の水道施設であることや、行政境界をまたぐものであることから、活用を図っていくことができていなかった。また、大津市は全国的にも有数の文化
資産を有するにも関わらず、隣接する京都市と比べると観光客の入込に大きな格差がある。

 このため、大津市と京都市が連携してこれらの文化資産を保全・活用することで、観光需要を創出し、地域経済の底上げを図る。

疏水通船の認知度向上

【事業主体】
 琵琶湖疏水沿線魅力創造協議会

構成メンバー︓京阪ホールディングス、JR西日本、JR東海、京都商工会議所、大津商工会議所、
京都市観光協会(事務局)、びわ湖大津観光協会、京都市、大津市、滋賀県

【事業内容】
 琵琶湖疏水通船の復活

• 大津・京都間の更なる広域観光の促進に資するシンボリックな観光ルートの確立に向け、京都市
の水道施設である琵琶湖疏水を観光資源として活用する。そのために、かつて賑わった舟運を約
70年ぶりに本格的に復活させる。(平成30年度は春と秋を中心に約90日間、1日9便運航)

• 民間主導で運営する疏水通船について、従来の小規模な作業船(定員6名)から定員を倍増さ
せる新たな観光船を建造し、運営主体に貸与するなど、必要な支援を行う。

• 官民が連携したプロモーションを展開し疏水通船及び疏水沿線への誘客を図る。
 疏水沿線に点在する近代化遺産等の観光資源への活用

• 疏水通船の復活を契機として、両市の観光協会や商工会議所等と連携しながら、疏水沿線に
点在する近代化遺産等の観光資源への活用に向けた検討を進めるなど、疏水全体の観光資源
化と魅力向上を図る。

 着地型・滞在型観光企画開発や受入態勢整備などによる大津観光の磨き上げ
• 疏水通船だけでなく、両市を結ぶ鉄道や道路等の多様なルートでの観光振興を進めることにより、

京都市に集中する観光需要を大津市に波及させる。
• 大津市内の祭事と連動したツアー造成や寺社での歴史・文化体験等の企画開発、インバウンド

対応等の受入態勢整備など、疏水通船の本格復活の効果を大津観光に結びつける。

推進交付金

事業の効果 【総合的なアウトカム】
（H28年度⇒H33年度目標）
 大津市観光消費額 294億円増
 大津市総宿泊者数 25万人増

【その他の副次効果】
 海外メディアを含めた多くのメディアから取材依頼を受け、大きな費用

をかけることなく様々な媒体を通じたプロモーションを実施できた。
 香港のテレビ局からの取材等もあり、一時、中国語圏からのウェブアク

セスが急増した。

京都の市民生活や産業・文化を
支えてきた「琵琶湖疏水」

新たに建造した観光船
(定員12名)

大津市観光消費額

沿線の観光資源への
入込客数

大津市総宿泊者数

京都市観光消費額

京都市総宿泊者数

疏水通船年間乗船者数

疏水通船の本格運航

沿線や大津側の観光資源の
認知度向上

疏水沿線の近代化遺産
上:南禅寺水路閣
下:蹴上インクライン

大津市の文化資産
「大津祭」

大津側の観光資源への
入込客数

【事業実施額】 実績額 京都市 99,872千円、大津市 2,854千円（平成29年度）
総額 404,793千円（平成29~33年度、両市計、申請ベース）
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貴重な産業遺産である琵琶湖疏水や疏水沿線の文化遺産を観光資源として磨き上げて後世に伝えるべく、3年に及ぶ試行事業を
通じて、課題の抽出や観光資源としての訴求ポイントの見極めを行っている。地形的制約から観光船の規模を小さくせざるを得ないと
いう採算面の課題に対して、エンターテインメント性の高いガイドを育成するなどマーケティング意識やおもてなしマインドの向上に努め、
付加価値向上を図っている。

事業の
実施

事業実施
体制の構築

自立性の
確保

達成目標・
水準設定

事業の
継続

事業の
評価

改善への
取組

事業手法の
検討

課題・ニーズ
の明確化

通船事業の本格化に先立ち、3年計5回に及ぶ試行事業を重ね、
課題やニーズを見極めた
平成25年に京都市・大津市の両市長による試乗(作業船を活用)を行い、その後、
プロジェクトチームを設置して課題を抽出した。平成26年には「琵琶湖疏水船下り実
行委員会」を設置し、平成29年度まで5回にわたり試行事業を実施した。
乗船者へのアンケートでは非常に高い評価を得たが、水路幅や水深の制限により船
が小さく乗船定員が少ないことなどから、持続的な運営に向けて採算性の向上や観
光資源としての更なる魅力向上が課題として挙げられた。

試行事業がマー
ケティング調査と
して機能するとと
もに、従事者の
人材育成(安全
管理、エンターテ
インメント性)に
効果を発揮した。

試行事業の段階から旅行事業者と連携して地域資源の磨き上げを
実施。企業協賛金や地方創生推進交付金を獲得し本格事業化
試行事業の実施時には、商品造成に多くの旅行事業者から参画を得ており、毎回
意見を得ながら、地域資源の魅力として訴求すべきポイントを見極めていった。
当初、採算性等に懐疑的な意見も多くあったが、関係者による粘り強い呼び掛けに
より企業協賛金が得られたことや、地方創生推進交付金事業に採択されたことなど
が事業推進の後押しとなった。

景観、歴史、産
業遺産、といった
観点での評価が
高く、プロモーショ
ンや商品造成の
際に参考とする
ことができた。

協議会の設立などを通じて関係各所が効果的に連携し、事業実施
体制を構築

試行の段階から、ステークホルダーとなる既存の団体(民間企業、商工会議所、観
光協会、行政)が参画して、事業化への機運醸成や役割意識の浸透を図った。
事業主体として設立した「琵琶湖疏水沿線魅力創造協議会」では、規約を定め、
役割分担を明確にしている。

試行事業の段
階からステークホ
ルダーを巻き込
んでおくことで、
関係者による事
業への理解を
徐々に高めるこ
とができた。

事業の採算性確保のため、ふるさと納税を活用
採算性を確保するため、ふるさと納税を活用することを上下水道局にて発案し、財
政部局との再三にわたる交渉の末、実現に至った。
疏水通船への「乗船ご招待」を返礼品にした結果、平成29年度は全国各地の約
300人から1,250万円の寄付を受けた。この他、企業からの協賛金もある。
少ない乗船定員で採算性を高めるため乗船料を高めにする必要があったが、高額
でも満足度を高めるべくエンターテインメント性を取り込むなど付加価値向上に努めた。

5年で自走する
ことを念頭に置
いて実施しており、
現在運営は黒
字となっている。

利用者からの声に真摯に対応して改善を実施
平成27年度は音声ガイド機器によるガイドを行っていたが、60歳代、70歳代の利

用者から機器操作が分かりにくいという声が多かったため、疏水通船の運営委託先
の旅行会社により琵琶湖遊覧船のガイドを本事業向けに育成し、乗船させている。
大津市では、「プラス大津」として、まず大津市に接触する機会を増やす取組を行っ

ている。京都からの観光客の取り込みと、琵琶湖を中心とした新たな観光資源の整
備の両面で、この通船事業が一つのツールになると考えている。

地域資源の魅
力を引き立てる
ガイドを育成でき
たことで、観光資
源としての付加
価値が高まった。

取組の効果事業の段階

今後の
展開・課題

平成33年度までの5か年事業の予定であり、今後は、沿線の景観整備等による波及効果の創出、特に大津市への波及を狙う予定
である。乗船率が非常に高い状態となっており、高い需要への対応やインバウンド観光客の取り込みも課題であり、新たな観光船の建
造も含めて対応する予定である。また、更なる収入源として関連グッズの製作及び販売を計画している。

本事例に関する連絡先︓京都府京都市 上下水道局総務課 TEL 075-672-7709 【事業担当部局】
総合企画局総合政策室創生戦略担当 TEL 075-222-3978 【地方創生担当部局】

滋賀県大津市 産業観光部観光振興課 TEL 077-528-2756
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事例集
地方へのひとの流れ
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事業名称 町有地を活用した100年の森とまちなか居住の連携によるCCRC事業

事業概要

ロジックツリー

平成29年度KPI

主なKPI・関連指標 実績値（目標値） 指標設定・目標値設定のポイント（工夫・示唆等）

移住相談を通じた移住者数 15人
（15人）

• 移住促進の取組の効果測定に最も適当な指標。
• 本事業計画において想定している、町有地14haを活用したCCRCモデルエリアへの移住者数

100人の目標値をベースに各年度の目標値を設定。

空きストックを活用した
住宅の供給

０戸
（1戸）

• 地域の生活基盤の改善を図るモデルエリア構築の取組の効果測定に最も適当な指標。
• 本事業計画において、年度単位で1箇所ずつモデルエリアを構築することとしていることから、年度ご

とに1戸を目標値として設定。

元気高齢者の割合 82.1%
（81.5%）

• 65歳以上の高齢者のうち要支援・要介護認定を受けていない人の割合であり、地域包括ケアシ
ステムの介護予防における指標としているが、本事業の目的である「日本版CCRCの構築」に対し
て効果的であることから指標として設定。

• 事業計画作成時の実績から、介護予防・健康推進の取組の効果が現れると想定した5年後の
目標値(83%)をベースに、各年度の目標値を設定。

■申請団体名︓岩手県雫石町 ■分野・テーマ︓生涯活躍のまち

総合的なアウトカム 交付金事業のアウトカム アウトプット

空ストックを活用した
住宅の供給

地方公共団体が設定 参考案

【事業の背景・経緯】 ※雫石町の人口(平成27年国勢調査)︓16,981人
 雫石町では、平成23年度を始期とする第二次雫石町総合計画をスタートさせ、主要産業である農林業や観光（小岩井農場や温泉地等）によって蓄積さ

れた地域資源と豊かな自然環境を活かしながら、新しいまちづくりへ向け、環境、医療・福祉、産業分野等を強化する取組を推進している。
 しかしながら、人口減少と高齢化、少子化による学校の統合、町内医療機関の医師の高齢化、中心商店街の衰退、空き家の増加、町営住宅の老朽化、

観光入込数の減少等、様々な課題が山積している。
 このような課題を総合的に解決するために、豊かな自然環境と共に暮らし続けられる環境と、それらをベースとした定住促進活動の展開による移住者の増加に

よって、人口の安定化を目指す。

医療機関・介護事務所
等の連携の強化

移住希望者数 移住体験ツアーの
参加者数

推進交付金

改修した空き家の数移住相談を通じた
移住者数

【事業主体】
 株式会社コミュニティライフしずくいし

構成メンバー︓雫石町、CCRC*運営事業者・福祉事業者・薬品事業者・建築事業
者・観光事業者など県内外民間企業８社、地銀２行、NPO・税理士事務所２法人
の計13団体
*日本版CCRC構想︓「東京圏をはじめとする地域の高齢者が、希望に応じ地方や「まちなか」に移
り住み、地域住民や多世代と交流しながら健康でアクティブな生活を送り、必要に応じて医療・介護
を受けることができるような地域づくり」を目指すもの

【事業内容】
 地方創生先行型交付金を用いて検討してきた町有地14ha活用によるCCRC事業

（七ツ森ヴィレッジ モデルプロジェクト）を、更にまちなかエリアまで拡大して展開するため
の「雫石町生涯活躍のまち基本計画」を策定する。

 歩いて暮らせるまちなかエリアについて、空き家活用モデルハウスの建設によって居住環境
の整備を図る。

 医療と生活支援を包括する「地域包括ケアシステムの連携・強化」に向けて、他職種と
の連携強化、総合相談窓口の設置等を実施する。

 移住体験ツアーや体験型イベントの実施等の定住促進活動により、移住者の増加及び
人口の安定化を図る。

元気高齢者の割合

生涯活躍のまち実現に向けた推進体制（イメージ）

地域包括ケアシステムの
連携・強化

【事業実施額】 実績額 28,073千円（平成29年度）
総額 197,604千円（平成28~32年度、申請ベース）

事業の効果 【総合的なアウトカム】
 移住相談を通じた移住者数 H27年度比 100人増（H28～32年度の5年間の合計目標）
 元気高齢者の割合 81％（H27年度）⇒83%（H32年度目標）
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ここが
ポイント︕

当初参画を予定していた民間事業者が撤退するという想定外の事態が発生したものの、当町の特色を活かしたCCRC構想に共感
した新規事業者との連携や若者世代への移住施策の展開強化など、事業を取り巻く環境に合わせた計画の見直しを行い、構想の
実現に向けて前進を続けている。

事業の
実施

事業実施
体制の構築

自立性の
確保

達成目標・
水準設定

事業の
継続

事業の
評価

改善への
取組

事業手法の
検討

課題・ニーズ
の明確化

町の特徴や事業実施サイトの立地特性を分析し、地場産材のエネル
ギー利用など地域の特色を活かした生涯活躍のまち構想を策定
第二次雫石町総合計画に基づき、早稲田大学都市・地域研究所との共同研究
を通じたまちづくりのプロジェクトの検討を進める中で、人口減少の抑制と高齢化への
対応が喫緊の課題と位置付けられた。
そこで、当時活用方法について検討を続けていた14haの町有地を活用して、「町
有地14ha活用プロジェクト」として、日本版CCRC導入を含めた移住対策を推進す
ることとし、町の人口動態、農業／林業／商業／観光産業の動向、環境エネル
ギーの可能性を研究し、プロジェクトの現況調査及び対象地の立地特性を分析した。
環境エネルギーに関して、地場産材の活用や間伐材等のチップなどを利用するバイ
オマスボイラー導入などを計画している。

都市部とのアク
セスも良好であり、
全国から観光客
が訪れる「小岩
井農場～100
年の森～」に隣
接する町有地
14haを活用し
た具体的な事業
を掲げることがで
きた。

CCRC形成のための準備として、移住体験ツアーによる移住への一歩を踏み出して
もらうための仕掛けづくりと、住民も参加する体験型イベントの開催により、まちぐるみ
で移住者を受け入れる機運の醸成を図ることとした。
交付金を活用し企画している移住体験ツアーには毎回20名程度が参加している。

移住体験ツアー
は好評を得てお
り、移住希望者
の増加に繋がっ
た。

CCRC構想を掲
げる地方公共団
体は他にもある
中で、当町の特
色を活かした構
想が新たな事業
者の共感を呼び、
事業参画に結び
ついた。

取組の効果事業の段階

今後の
展開・課題

民間主導で実施するサービス付き高齢者向け住宅の整備が遅れており、計画策定時に収入の核としていた住宅運営事業収入が
ないためにまちづくり会社の自立化が遅れている。今後は、引き続き高齢者向け住宅の整備に向けた検討を進めるとともに、町有地
14haに整備した地域交流拠点施設の活用等を通じて、まちづくり会社の事業収入を確保していく予定である。

本事例に関する連絡先︓岩手県雫石町 政策推進課 TEL 019-692-6409

移住体験ツアーやイベントを通じて、移住者の受入に対する住民の
機運を醸成

町有地14haには70戸のサービス付き高齢者向け住宅を整備する計画である。当
初参画を予定していたCCRC運営事業者が自社の方針変更に伴い撤退することと
なったが、その後別の事業者が新たに本事業に参画することとなった。地場産材の活
用や地域エネルギーの利用など町の特色を活かしたCCRC構想に共感していただけ
たことが決め手となった。
また、高齢者にこだわらず、幅広い世代をターゲットにした移住施策を推進することと
し、若者向けの移住体験ツアーの開催も検討している。
町有地14haの中には、地元のビール製造事業者の工場が整備されており、平成
31年度の稼働開始を予定している。これにより、移住者の働く場も確保できる見通
しである。

CCRC運営事業者の撤退により当初の計画の見直しを余儀なくされ
るが、生涯活躍のまち構想の実現に向けて継続的に事業を推進

平成28年1月に設立された公民連携によるまちづくり会社「㈱コミュニティライフしずく
いし」を平成29年1月に地域再生推進法人に指定し、生涯活躍のまち構想の運営
推進機能を担う事業主体としている。
まちづくり会社の業務を支援するため、地域おこし協力隊を採用し、移住体験ツアー
やイベントの企画運営等に従事していただいている。協力隊への応募者は、CCRCと
いう新しい取組に興味を抱いて応募してきた方が多い。
町役場内においては、特に地域包括ケアの推進について複数課の連携が必要であ
るため、関係する部署の打ち合わせ等に参加して、町が目指す生涯活躍のまちの方
向性との整合性を図っている。

建物完成後の
運営面では、行
政から自立して
経営を担う体制
が確認された。

公民連携によるまちづくり会社を主体とする事業実施体制を構築
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事業名称 交流と協働で織りなす夢をかなえるまちコンパクトシティ臼田と生涯活躍のまちの構築

事業概要

ロジックツリー

平成29年度KPI

主なKPI・関連指標 実績値（目標値） 指標設定・目標値設定のポイント（工夫・示唆等）

移住促進センターにおける相談者
のうち佐久市への移住者数
（住まいの整備が整うまでは

移住相談件数）

100件
（200件）

• 実際の移住者数を計測することによって、消費効果など移住による効果を計測できる。
また、相談件数の絶対数を増やすことは潜在的・顕在的な移住候補者の確保に繋がるた
め、KPIに設定。

• 40世帯の移住者獲得という最終目標を見据えて、平成29年度は移住相談件数の目標
値を設定。

サービス付き高齢者向け住宅（サ
高住）等における新たな雇用者数

0人
（0人）

• 対象事業に係る「しごと」の創出を図るため、KPIに設定。
• なお、平成29年度はサ高住開所前のため目標値は0人とした。

※現時点でサ高住は平成31年度中に開所予定。

公共施設の活用件数 0件
（0件）

• 既存ストックの有効活用の観点で評価するため、KPIに設定。
• なお、平成29年度はサ高住開所前のため目標値は0件とした。

※現時点でサ高住は平成31年度中に開所予定。

■申請団体名︓長野県佐久市 ■分野・テーマ︓生涯活躍のまち

総合的なアウトカム 交付金事業のアウトカム アウトプット

地方公共団体が設定 参考案

【事業の背景・経緯】 ※佐久市の人口(平成27年国勢調査)︓99,368人
 佐久市は、「地域医療のメッカ」として知られる健康長寿のまちである。この強みを活かして、住民が最期まで安心して暮らせるまちづくりを推進する。
 本事業では、佐久市臼田地区において、医療から介護までの地域包括ケアを行っている長野県厚生連佐久総合病院を中心に、地域住民や多世代との交

流により「愛され、褒められ、期待され、期待に応える」幸福のサイクルを実現できる豊かな生活環境を提供することで、移り住んだアクティブシニアが健康でアク
ティブな暮らしを送り、必要に応じて医療・介護を受けながら、最期まで暮らし続けることができるまちづくりの実現を目指す。

移住促進センターに
おける移住相談件数

【事業主体】
 サービス付き高齢者向け住宅化整備・管理運営主体として公募で決定された「佐久市

臼田地区活性化共同企業体」を地域再生推進法人に指定予定。

【事業内容】
佐久市臼田地区生涯活躍のまちの実現に向け、３本の柱からまちづくりを進める。
 魅力づくり
地域コミュニティの再興を図り、移住者だけでなく地域住民全体がほのぼのとした幸せを感

じながら最期まで安心して暮らすための地域の魅力を発掘・創造する。公民館等における生
涯学習活動や地域包括ケアシステムとの連携等によって魅力あるまちを構築していく。
 住まいづくり
サービス付き高齢者向け住宅として市営住宅の一部を改修し、移住者の新たな住まいを

整備する。事業主体は公募によって決定された民間企業体である（佐久市臼田地区活
性化共同企業体）。また、移住検討に活用してもらうよう、平成29年度に対象地区へ新
たに２軒の移住体験住宅を整備した。
 移住促進
これまで、生涯活躍のまち移住促進センター（東京）へのブース出展を中心に、首都圏

における移住セミナーや現地における移住体験ツアーを開催してきた。移住希望者が必要と
する情報を発信し、移住検討を進めてもらうことが目的。

推進交付金

事業の効果 【交付金事業のアウトカム】
 移住促進センターにおける相談者のうち佐久市への移住者数 40世帯（H30年度目標）
 サ高住等における新たな雇用者数 15人（H30年度目標）

佐久市生涯活躍のまち構想に
おける「移住までの４ステップ」

サービス付き高齢者向け住宅化
予定の市営住宅（一室を移住
体験住宅として使用中）

移住促進センターにおける
相談者のうち佐久市への

移住者数

サ高住等における
新たな雇用者数

佐久市への転入者数

公共施設の活用件数臼田地区における
生涯活躍のまちの実現

【事業実施額】 実績額 43,900千円（平成29年度）
総額 128,200千円（平成28~30年度、申請ベース）
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ここが
ポイント︕

良好な自然環境、交通アクセスの良さ、先進的な地域包括ケアの取組、といった佐久市の地域特性を活かした生涯活躍のまちづくり
を目指している。必要に応じて計画見直しを行いつつ移住希望者のニーズに合わせたまちづくりを推進していく方針である。

事業の
実施

事業実施
体制の構築

自立性の
確保

達成目標・
水準設定

事業の
継続

事業の
評価

改善への
取組

事業手法の
検討

課題・ニーズ
の明確化

住民説明会などを通じて地域のニーズや意見を収集し、まちづくりの
具体的な取組に反映
佐久市臼田地区生涯活躍のまち事業化検討委員会を設立し、住民説明会を開
催するなどして地域ニーズの明確化や住民理解を促した。
住民からは、移住者だけでコミュニティをつくるのではなく、地域と積極的に関わってほ
しいといった意見が挙げられた。このような意見は、移住希望者が集まる「佐久市生
涯活躍のまちをつくる会」に共有したり、移住体験ツアーで住民との交流機会を設け
る等、具体的な取組に反映している。

市の構想に対す
る住民の理解を
促すことができた。

移住相談の窓口として、佐久での暮らしをよく知る移住者を移住・交
流相談員に採用

佐久市は、良好な自然環境に加えて、新幹線佐久平駅や6か所のインターチェンジ
を有する等交通の利便性が高く、更に佐久総合病院を中心とした全国トップレベル
の地域医療先進エリアであり、生涯活躍のまちとしてふさわしい地域である。これらの
点を活かして、「医療連携・健康づくり推進型生涯活躍のまち」の構築を図っている。
実際の佐久市への移住者2名を、市の移住・交流相談員として採用している。

移住・交流相談
員は、他の様々
な地域と比べた
市の実情を紹介
してくれる。
また、移住希望
者と同じ目線で
アドバイスが可能。

民間主体での事業運営により自立性を確保するべく、公募により広く
事業者を募り、プロポーザル方式による選考で決定

サ高住は既存の市営住宅を活用し、市から借り上げた土地・建物を民間主体で整
備・運営する方針。市による財政負担は行わない方針である。
事業収支の積算の面で、応募を検討した多くの事業者から厳しいという声が聞かれ、
当該建物の土地・建物使用料の減免を再検討・再公募した経緯がある。

民間事業者によ
る創意工夫を
持って運営する
ことで、持続可
能なまちづくりの
推進を図る。

サ高住や移住体験住宅の整備、移住体験ツアーの開催等により、生
涯活躍のまちの実現を目指す
高齢者の移住促進について当初は地域住民から不安の声もあったが、生涯活躍の
まち事業は移住者のための政策ではなく、地域住民を含めた市民が最期までほのぼ
のとした暮らしができるようなまちづくりをするものである点等を丁寧に説明した。
サ高住に改修予定の市営住宅の１室を、移住体験住宅として利用している。この
他に戸建タイプも１棟用意している。また、移住前に不安な部分を体験しておきたい
という移住者が多いため、冬の寒さを体験するツアー等を開催している。

サ高住の整備に
ついて、説明会
を通じて住民の
理解を得ることが
できた。
移住体験ツアー
は参加者から好
評を得ている。

移住希望者のニーズを踏まえて、必要な施策を展開

移住希望者のニーズを確認しつつ、サ高住以外の施策も含めて引き続き生涯活躍
のまちづくりを進めていく。

佐久市独自の
生涯活躍のまち
実現に向けて、
引き続き取組を
推進している。

取組の効果事業の段階

今後の
展開・課題

サ高住の整備・管理運営を担う事業者が決定し、入居者募集を行いながら事業の進め方について協議・検討を進めている。新規の
移住相談者やセミナー参加者は出続けていることから、移住希望者に対して、より具体的でニーズに合った条件を提示していく必要が
ある。市は今後も事業者と協議を重ねながら事業を推進していく方針である。

本事例に関する連絡先︓長野県佐久市 経済部 移住交流推進課 移住推進係 TEL 0267-62-4139
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事業名称 岡山県北発「住み続けたい、住みたい」を実現するまち創生計画

事業概要

ロジックツリー

平成29年度KPI

主なKPI・関連指標 実績値（目標値） 指標設定・目標値設定のポイント（工夫・示唆等）

津山圏域外から
津山市への移住者数

392人
（260人）

• 将来にわたって地域の活力を維持し続けていくために、特に若者や子育て世代を中心とした津山市
への移住者数の増加は重要な指標。H28年度244人から毎年約20人ずつの増加を目標として
設定。

新規学卒者地域内
就職者数(津山・美作管内)

698人
（667人）

• 将来にわたって地域の活力を維持し続けていくために、新規学卒者の地域内就職者数の増加は重
要な指標。H28年度647人から毎年20人ずつの増加を目標として設定。

大学生のインターンシップ
実施者数

9人
（3人）

• 地域企業の魅力を伝える機会であるインターンシップへの大学生等の参加者数の増加は、地域就
職数増加に関する指標。H27年度1名という状況から目標を設定。

■申請団体名︓岡山県津山市 ■分野・テーマ︓移住・人材

総合的なアウトカム 交付金事業のアウトカム アウトプット

地方公共団体が設定 参考案

【事業の背景・経緯】 ※津山市の人口(平成27年国勢調査)︓103,746人
 津山市では、高度経済成長期には、中国自動車道の開通を契機に工業団地への企業誘致が進み、中心市街地では商業が盛り上がりをみせ、地域産業は

活況を呈していた。これらを背景として人口は着実に増加し、平成７年の国勢調査では11万3千人を超えるまでになったが、これをピークに以降は減少に転じ、
平成22年の国勢調査では10万7千人を割り込み、6千8百人以上の減少となった。国立社会保障・人口問題研究所による推計では、このまま少子化と人
口流出に歯止めがかからなければ、2060年には人口が約6万人まで減少するきわめて厳しい推計がなされている。中でも、高校卒業後の進学や就職に伴う
若者の地域外への流出が著しく、このいわゆる「18歳の崖」の克服がきわめて重要な課題であることから、移住・定住と就業を一体として強力に取り組む。

【事業主体】
 津山ぐらし移住サポートセンター

構成メンバー︓津山市、商工会議所、商工会、農協、つやま産業支援センター、
ハローワーク、金融機関

【事業内容】
①移住・定住の推進強化
• 津山市への移住希望者に対し、新たに「津山ぐらし移住サポートセンター」を開設し、

ＩＪＵコンシェルジュを配置。ＩＪＵターンカフェや相談会で、住まい・仕事・生活環
境などの暮らしに関する情報を発信するとともに、移住希望者のワンストップ相談窓
口として、住まいのマッチングや移住者・地域住民等とのネットワーク構築を支援する。

• また、トライアルステイ、トライアルワークプログラムによる後継者づくり、移住体験ツアー
等、津山市における生活体験プログラムを整備し、円滑な移住・定住を推進していく。

• これらの先駆的な取組を市外の移住希望者に発信するために、移住定住ポータルサ
イト「LIFE津山」を運営し、更には移住希望者を同サイトへ誘引するための広告展
開を行う。

②若者の地元就職促進
• 津山圏域企業への若者の就職者数の向上及び定住人口の減少抑制を図るため、

就職コーディネーターを配置し、企業への関心度を高める情報提供や大学・高専の
ゼミ及び研究室と地域企業とのマッチングにより、地域就職ネットワークを整備する。

• また、学生に対し、地域での自己実現を図るための情報として、地域での生活につい
ての情報や、地域の企業の情報を伝えていく。具体的には、大学生・高専生向けの
長期インターンシップや、学生目線による地域企業紹介記事作成プログラム等の取
組により、学生に対して地域企業の魅力を伝え地域内就職の誘引を図る。

• 更に、市内高校生を対象に、地域紹介動画制作事業や、新入社員と学生との意
見交換会や地域課題を解決するためのワークショップ等を実施することにより、生徒の
キャリア教育を促進するとともに地域で生活することの魅力を伝える。

推進交付金

事業の効果

人口社会増
（社会減の抑制）

津山圏域外から
津山市への移住者数

新規学卒者
地域内就職者数 大学生のインターンシップ

実施者数

移住サポートセンター
相談件数増

市内企業の
認知度向上

高校生による市内企業紹介
ビデオ制作発表会の様子

匠の技トライアルワーク
(移住希望者による手仕事
産業実務体験プログラム）

ＩＪＵターン
希望者

相談

津山ぐらし移住
サポートセンター

住まい 仕事 地域 体験

津山市

移住

• 移住相談者への電話等
アフターフォロー

• 移住の下見案内
• 移住後のアフターケア
• 「トライアルステイ」、
「トライアルワーク」、

「ＩＪＵターンカフェ」、
「移住体験ツアー」実施

ＩＪＵ
コンシェルジュ

多様な
ニーズ

コーディネート

【事業実施額】 実績額 36,711千円（平成29年度）
総額 130,671千円（平成29~31年度、申請ベース）

【交付金事業のアウトカム】
 津山圏域外からの移住者数

100人(H26年度)⇒420人(H30年度見込み)
 新規学卒者の地域内就職者数

594人(H26年度)⇒700人(H31年度目標)

【その他の副次効果】
 住みたい田舎ランキングで上位になってきたため、

メディアでの露出が増加し、元々の住民にも市の
魅力に気付いてもらえるきっかけとなった。
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統計データの見える化により、市役所内の関係部署と課題を共有することができ、事業推進にあたっての協力関係構築に成功してい
る。また、事業実施によって取得したデータ（市内への移住者数が増加している点、年代別では高齢者層ではなく若者層が多い点な
ど）の見える化も行っており、これにより移住希望者の安心感を得ることができ、更なる移住促進に繋がっている。

事業の
実施

事業実施
体制の構築

自立性の
確保

達成目標・
水準設定

事業の
継続

事業の
評価

改善への
取組

事業手法の
検討

課題・ニーズ
の明確化

RESASデータから見える化した「18歳の崖」を見て、市職員全体が
強烈な危機感を認識
RESAS(地域経済分析システム)のデータから、高校・大学卒業後の若者の転出
数が極端に多いという事実を市職員全体が再認識し、強い危機感を感じた。
普段漠然と感じていることであっても、データで見える化することにより強く認識した。

市共通の課題と
して再認識し、
課題・ニーズを関
係者で共有する
ことができた。

市内の高校生（普通科）が授業の一環として、市内企業の魅力を
紹介するプロモーションビデオを作成
若者の地元就職促進に関して、市内の高校生による市内企業のプロモーションビデ
オ作成を実施することとした。商業高校や工業高校ではなく、普段実業に接する機
会の少ない普通科の生徒を対象とすることにこだわって、学校側との交渉を続けた。
生徒が地元企業の魅力に気付くきっかけとなる上に、学校側としても実際のビジネス
現場を学ばせる良い機会であり、行政と学校のニーズが上手くマッチし実現に至った。

学校だけでなく
取材を受けた地
元企業にも非常
に好評であり、
文科省や経産
省等からも視察
を受けた。

大学生による企業でのインターンシップに先立ち、まずは市役所での
インターンシップを実施

県北企業と大学生とのマッチングに関して、就職コーディネーターによる助言指導のも
とで、独自のインターンシッププログラムを実施している。
企業でのインターンシップに先立ち、市役所(仕事・移住支援室)自身でインターン
シップを受け入れ、単なる事務作業ではなく市の課題解決というテーマを与えたり、市
長へのプレゼンテーションを実施させるなどした。これらにより、市として課題やノウハウを
蓄積した。

達成感ややりが
いを感じるプログ
ラムの検討や、ア
フターフォローの
必要性の認識
等ができた。

移住コンシェルジュが中心となり、就業、住まいの支援等、移住や就
職に関するあらゆるニーズにワンストップで対応
移住相談窓口にはＩＪＵ(移住)コンシェルジュを配置し、移住希望者と住まい、

仕事、地域、体験事業とのマッチングを実施。また、移住までだけでなく移住後の
フォローも充実させている。また、移住関連事業に先輩移住者を起用している。
更に、市職員や現場サポーターが日頃感じていたアイデアをもとに、「トライアルステ

イ」(お試し住宅運営事業)、「農業トライアルワーク」(移住希望者向け農業体験
型地域交流事業)、「匠の技トライアルワーク」(移住希望者と手仕事産業継承希
望者とのマッチング)を実施している。

先輩移住者の
関与が、更なる
移住者の呼び込
みに貢献。トライ
アルステイから2
組の移住が実現。
トライアルワーク
等により、移住
希望者のニーズ
に細やかに対応。

取組の効果事業の段階

今後の
展開・課題

地域企業のＰＲにも繋がる情報を発信することで、行政の財源のみでなく地域企業等からの出資や協賛収入等の確保を図り、自立
と持続可能な仕組みを構築していくことが必要である。そのためには、より多くの高校生や大学生にこのシティプロモーションの事業に参
加してもらうことが必要であり、ＳＮＳワークショップを開催するなど工夫している。また、移住定住施策の財源確保のため、お試し住宅
を利用したトライアルステイ事業の拡大を進めていく計画である。

本事例に関する連絡先︓岡山県津山市 産業経済部仕事・移住支援室 TEL 0868-24-3633

移住者数把握のためのアンケートは、仕事・移住支援室と市民課が
協力して実施
移住定住の促進にあたり、まずは移住者数把握のため、転入者に転入理由を聞く
アンケートを取ることとした。転入手続の受付窓口である市民課の協力が不可欠であ
るが、特に3月・4月の繁忙期に関しては調整が必要であった。
部長同士の話し合いに加えて、繁忙期には仕事・移住支援室の職員が市民課の
窓口業務を応援することで折り合いを付けた。

繁忙期であって
も関係部署の協
力を得ることがで
き、目的を達成
することができた。
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事業名称 稼ぐ地域が人を呼ぶ︕移住地「とうおん」ブランド創生事業

事業概要

ロジックツリー

平成29年度KPI

主なKPI・関連指標 実績値（目標値） 指標設定・目標値設定のポイント（工夫・示唆等）
移住定住促進協議会及び地域運営組織
が提供する移住サポート・体験プログラム等

を通じた移住者数<<増分>>

12人
（10人）

• 認知⇒関心⇒体験・共感・感動⇒移住を目指す本事業の最終的な効果を測る指標として設定。
• 事業開始時点の移住相談窓口を通じた移住者数、移住促進を強化する地域の規模、居住可能

な空き家数等を勘案し、過大な目標値とならないよう設定した。

地域運営組織の法人化件数
0件

（1件）
• 地域活性化に向けた取組が、地域単位・住民主体で、長期的かつ安定的な組織運営のもとで行

われるかどうかを測る指標として設定。4地区それぞれで任意団体が立ち上がっており、将来的に全
組織の法人化を目指すが、短期的には会員数や売上見込額の大きい1組織の法人化を目指す。

地域運営組織が管理する拠点施設への
年間来館者数<<増分>>

6,914人
（3,300人）

• 認知・関心・体験・共感・感動を生み、交流人口拡大の段階での効果確認の指標として設定。
• 事業開始時点での4組織の運営する拠点の来館者数から、事業効果による伸びを見込み設定し

た。

地域運営組織が提供する物産、体験
プログラム等の年間売上額<<増分>>

3,901千円
（1,700千円）

• 認知・関心・体験・共感・感動を生み、交流人口の拡大を図る中で、消費が創出される効果を確
認する指標として設定。

• 事業開始時点での4組織の売上額から、事業効果による伸びを見込み設定した。

■申請団体名︓愛媛県東温市 ■分野・テーマ︓移住・人材

総合的なアウトカム 交付金事業のアウトカム アウトプット

地方公共団体が設定 参考案

【事業の背景・経緯】 ※東温市の人口(平成27年国勢調査)︓34,613人
 東温市では、衰退が進む中山間地域を「貴重な資源」と捉え、ボトムアップ型で市全体の魅力や活力の向上に波及させることを目標として、平成28年度から

地方創生加速化交付金を活用し、中山間地域の活性化に向けた活動主体となる「地域運営組織の組織化」や、「交流拠点施設の整備」、「魅力的な体
験プログラムの開発」等に取り組んでいる。また、「市移住定住促進協議会の組織化」や「市移住定住促進マスタープラン」の策定に取り組み、市への移住定
住促進に向けた取組を本格化させた。

 本事業は、地方創生加速化交付金事業の後継事業として、地域運営組織の運営安定化、移住定住施策のブラッシュアップ、地域と行政が一体となったプロ
モーション活動の拡大を通じて、持続可能な地域づくりを更に進めるものである。

拠点施設への
年間来館者数

【事業主体】
 地域運営組織（地域住民、集落支援員、地域おこし協力隊、地域づくり有識者など）
 移住定住促進協議会（地域運営組織、まちづくり団体、不動産事業者、市内企業、金融機関、メディアなど）

推進交付金

事業の効果 【交付金事業のアウトカム】（H29～30年度の累計目標）
 移住サポート・体験プログラム等を通じた移住者数 30人増
 地域運営組織の法人化件数 2件
 地域運営組織が提供する物産、体験プログラム等の

年間売上額 5,400千円増

【東温市内中山間地域4地区における交流拠点施設】

古民家体験施設「人空田（じんくうでん）」
（井内エリア）

人口社会増
（社会減の抑制）

移住サポート・体験プログラ
ム等を通じた移住者数

地域運営組織の
法人化件数

物産、体験プログラム等の
年間売上額

新規雇用者数の増加

東温市に住み続けたいと
思う住民の割合の増加

【事業内容】
①地域運営組織の安定化
・平成28年度に設立した地域運営組織の法人化を進め、収益性を高めるために、地域
ビジネス拡大に向けた商品・サービス(地域体験プログラム等)のブラッシュアップに取り組む。

・地域体験プログラムの企画開発、試行及び周知PR活動の支援を行う。
・地域運営組織や集落支援員、地域おこし協力隊などが日々の活動の中で調査・把握
する地域課題を行政と地域が連携して解決に導くため、地域課題解決型地域提案事業
の企画、実施及び周知PR活動の支援を行う。

②移住定住施策のブラッシュアップ
・平成28年度に地方創生加速化交付金を活用して策定した「東温市移住定住促進マス
タープラン」に基づき、市内で取り組む各種移住促進施策の進捗状況を点検、整理し、
施策のブラッシュアップに繋げる。

・移住検討者が移住を決断する最後の一押しの施策として、移住者に対する住居・仕事・
子育て等必要な情報の提供や現地案内などのワンストップサービスの体制を確立する。

③移住地「とうおん」ブランド確立に向けたプロモーション
・市内の各種情報を外部向けの情報として編集し、多くの人の共感を生む話題性と拡散性
の高い記事として提供できる体制を整え、地方メディアのみならず、全国メディアに取り上げ
られることを目指す。

手作りの里の交流拠点「ほっこり奥松」
（奥松瀬川エリア）

古民家を改修した交流拠点「クロモリ」
（河之内エリア）

渓谷入口の観光案内所「滑川清流ハウス」
（滑川エリア）

組織安定化に向けた支援

商品・サービスのブラッシュ
アップに対する支援

【事業実施額】 実績額 35,238千円（平成29年度）
総額 67,200千円（平成29~30年度、申請ベース）

【その他の副次効果】
 市内の中山間地域を中心とした東温市の認知度

向上（東温市公式フェイスブック「いいね︕」数が
H29年4月 800 ⇒ H31年3月 4,300に向上）
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ここが
ポイント︕

対象地区の選定にあたり、各地区に手を挙げさせることにより、やる気のある地区を選定している。事業の実施内容についても、各地
区からの提案をもとにすることで自立を促している。また、個別事業のマネジメントなど人材面で不足する部分については、地域おこし協
力隊を活用することで、地域との共生を図りながら補完している。

事業の
実施

事業実施
体制の構築

自立性の
確保

達成目標・
水準設定

事業の
継続

事業の
評価

改善への
取組

事業手法の
検討

課題・ニーズ
の明確化

統計データと現場ヒアリングの結果を踏まえて対象を絞り込んだ上で、
やる気のある4地区を対象として選定
対象地区について、統計データ(住民基本台帳移動報告等)や市が集計する集落
人口動態(高齢化率等)に加えて、当時の集落支援員による市内35地区へのヒアリ
ングを踏まえて緊急度の高い地域を絞り込み、その中から手を挙げた4地区を選定。
手を挙げるなら集落支援員を置くことが必要と説明しており、それが難しい地区は手
を挙げていない。そのため、4地区以外から不公平感を訴える声は上がっておらず、む
しろ応援する声が多い。市役所内では公平性に欠けるのではと懸念の声があったが、
やる気のあるところに特化して構わないという方針を伝えて説得している。

同様に人口減少
が進む地域であっ
ても、活性化を狙
う地域と現状維
持を欲する地域
との色分けが鮮
明となったことは、
今後の集落対策
全般に応用可能。

各地区からの提案をもとに、中山間地域の資源を活かした商品・サー
ビスを開発し、ビジネス化
各地区が自立して事業実施するため、各地区からの提案をもとに事業を実施。
中山間地域の資源を活かして魅力的な商品・サービスを開発し、ビジネス化。これ
をシティプロモーションのコンテンツとしても活用。
キーパーソンとなる地域おこし協力隊の募集にあたって、各地域の現状や求めること
や、実施してもらう事業内容などを具体的に提示している。

中山間地域での
人々の営みを、
市全体のPRに活
用して認知度を
向上させつつ、都
市部にも効果を
波及させる道筋
を描けた。

集落支援員やまちづくり団体との連携により地域との話し合いを加速
集落支援員が仲介役となって地域と市との話し合いを加速し、この流れで地域運
営組織を設立した。また、市内のまちづくり団体と共に今後の地方創生について協働
で考える連携体制を構築している。

地域住民と行政
との風通しが良く
なり、連携が強
まった。

地域おこし協力隊には「事業の推進役」というミッションを与えて、住
民と共に事業を推進
各地区にリーダー人材は存在するものの、個別事業のマネジメント人材が不足して
いる。その部分を地域おこし協力隊が補完しながら、隊員自身も地域からの信頼を
得て定着する流れを目指している。

協力隊が住民と
共に事業を「やり
切る」ことで住民
の自信にも繋がっ
ている。

外部有識者も交えた会議において、多様かつ冷静な視点から、事業
の進捗や効果を評価
産業界、金融機関、メディアなど有識者により構成する「東温市まち・ひと・しごと創

生総合戦略会議」において、事業の進捗と効果について多様な視点から意見・アイ
デアを得て、改善に活かしている。

事業主体は事業
効果を過大に捉
えがちになるため、
冷静な指摘が方
向修正に役立っ
ている。

取組の効果事業の段階

今後の
展開・課題

移住者を受け入れるための住宅に関して、平野部では、区画整理事業などで住宅地を確保できているが、中山間地域では、利用可
能な空き家が少なく、また、家屋所有者とのマッチングも難しい状況にある点が課題である。

本事例に関する連絡先︓愛媛県東温市 総務部 企画政策課 TEL 089-964-4473

地域商品の売上とサービス提供料を主な財源として、地域運営組織
が3～5年以内に自立することを目指している
奥松瀬川エリアの拠点施設について、地域住民が自発的に野菜等産品や手芸品
等を販売するなどして年間約380万円の売上がある。その1割を地域運営組織の収
入としており、コストは水道光熱費や店当番の謝金程度であり、コストは賄えている。
事業実施時に、各地区に対して市からの補助金は時限的であることを伝えており、
事業期間(平成30年度まで)終了後は、補助金の減額を検討している。

地域資源ビジネ
スを小規模からで
も開始することで、
地域住民の生き
がいづくりに繋がっ
た。
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事業名称 ジョブセンターまえばしを核とした若者及び女性の就職支援事業

事業概要

ロジックツリー

平成29年度KPI

主なKPI・関連指標 実績値（目標値） 指標設定・目標値設定のポイント（工夫・示唆等）
前橋市内への転入者数の割合*
(15歳～39歳) <<増分>>

*転入者数÷転出者数

▲0.7%
（0.1%）

• 県都まえばし創生プラン（前橋版人口ビジョン・総合戦略）における人口シミュレーション及び転出超過数の
KPI値を基に目標値を設定。平成27年度の96.9％から毎年0.1ポイントずつの増加を目標とした。

事業所内保育施設新設企業に
おける女性の採用数

31人
（5人）

• 子育てと仕事を両立できる職場環境の整備により、女性の雇用がどのように変化するか、複数年にわたって費用
対効果を測定するのに適している。

• 平成24年就業構造基本調査における女性の有業率や非正規雇用率なども参考にしながら、企業主導型事
業所内保育施設の新規設置（補助金助成）1件につき、5人の雇用増とした。

ジョブセンターまえばし利用登録者
の市内事業所就職者数

529人
（100人）

• 利用者に直接的な支援をした成果の判定、施設開設からの純粋な成果の比較、複数年にわたる費用対効果
の測定に適している。

• 同種施設（ジョブカフェぐんま 東毛サテライト）の実績を基に算出した。

■申請団体名︓群馬県前橋市 ■分野・テーマ︓若者雇用対策

総合的なアウトカム 交付金事業のアウトカム アウトプット

地方公共団体が設定 参考案

【事業の背景・経緯】 ※前橋市の人口(平成27年国勢調査)︓336,154人
 前橋市では、大学進学や就職時の市外転出等により、市内事業所へ就職する若者が減少している。一方で、市内の中小企業は、独自のホームページ作成

や大手就職情報サイトへの掲載等にかかる費用が大きいことなどから、就活者に向けた情報発信が十分にできておらず、若者と企業相互の情報発信・収集の
機会創出が必要である。

 また、第三次産業の割合が高い本市の産業構造においては、結婚や出産を機に退職を余儀なくされる女性が多いが、これらの女性が再就職する際には、心
理的な不安や子どもの預け先（保育所等）等の問題がある。そのため、個々の希望に寄り添ったきめ細かな対応を行う体制が求められている。

 本事業では、市内事業所へ就職する若者が増加し、幅広い年齢層で従業員が構成されて市内産業が活性化することを目指す。また、若者や子育て中の女
性の安定的な雇用と収入が確保されることで、結婚や出産等の増加や定住が促進され、市民生活が充実し、地域全体が発展することを目指す。

キャリアイベント参加者数

【事業主体】
 ジョブセンターまえばし

構成メンバー︓前橋市、群馬労働局(ハローワーク)、指定管理者(㈱ワークエントリー)

【事業内容】
①総合的な就職支援の実施
市内での就職を希望する若者及び子育て中の女性をメインターゲットとした総合的就職支

援施設「ジョブセンターまえばし」において、就職に向けたキャリアカウンセリング、就職支援プログ
ラム作成、就職支援セミナー、企業とのマッチング、就職紹介から就職後の定着支援等を行う。
②市内企業に関する情報発信
前橋市で就職を希望しても、県外では市内企業の情報を得る手段が乏しいため、企業情

報に関する若者のニーズを把握しながら効果的に情報を発信し、より層の厚い情報の中から
求職者に最適な情報を提供することで、確実に就職へ繋げていく。
③市内中高生向けのキャリアイベント開催
市内中高生等に向けたキャリア教育イベントを実施し、職業観や勤労観の醸成を図るととも

に市内企業を知る機会を創出することで、将来に向けたＵＩＪターン就職の促進を図る。
④仕事と子育ての両立支援整備
女性の活躍・雇用・定着促進に向けた、仕事と子育ての両立を支援する環境の整備のため、

事業所内保育施設の設置を促進する。これにより、ライフイベントによる女性の退職を減らすと
ともに、子育て女性の再就職を支援する。

推進交付金

事業の効果 【総合的なアウトカム】
 前橋市内への転入者数の割合(15～39歳)

96.9％(H27年度) ⇒97.2％(H30年度目標)

【その他の副次効果】
 群馬わかものハローワーク及びハローワークまえばしのマザー

ズコーナーが移転して設置されたことが、施設の利用者
数・就職決定者数の増加に大きく貢献している。
（就職者数のKPIは、移転が決まる前に設定したもので
あるため、これらによる就職者数を見込んでおらず、実績
値は目標値を大幅に上回る結果となった。）

求職者一人一人に合った
キャリアカウンセリングを実施

前橋市内への
転入者数の割合

若者や女性の市内事業所
就職者数

キャリアカウンセリング利用者数

前橋市内企業の認知度

ジョブセンターまえばし
利用登録者の市内事業所

就職者数

事業所内保育施設新設
企業における女性の採用数

受 付

求職申込書記入

ハローワーク紹介

就職決定

カウンセリングやスキルアップ講座で
フォローアップ

セミナー

キャリアカウンセリング

見学会・インターンシップ

履歴書添削・模擬面接

就職支援と職業紹介の二つの
機能をワンストップで提供

ジョブセンターまえばしの
求職者サポートの流れ

事業所内保育施設の
設置支援件数

【事業実施額】 実績額 53,291千円（平成29年度）
総額 153,212千円（平成28~30年度、申請ベース）
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就職支援においては、若者の可能性を拡げることや仕事に定着させることが重要であり、技能を習得したからといって就職、定着に結
び付くとは限らない。そのため、技能習得のみに注力するのではなく、求職者本人が気付いていない特性や可能性の引き出しも含めて、
適性を自分自身で見極めて自分に合った仕事を見つけられるように支援を行っている。

事業の
実施

事業実施
体制の構築

自立性の
確保

達成目標・
水準設定

事業の
継続

事業の
評価

改善への
取組

事業手法の
検討

課題・ニーズ
の明確化

若者と女性の就職支援を事業のターゲットに選定し、群馬労働局と
連携して事業を推進
県内出身者が大学卒業後にUターンして就職する割合は約3割にとどまり、女性の
非正規雇用率が高いという課題があったため、若者と女性をターゲットにした。
これまで、セミナーや就職面接の練習などの就職支援施策を行ってきたが、市内就
職者数などの効果を把握できていなかった。
そこで、群馬労働局と雇用対策協定を締結し、両者で連携して雇用関係の各施
策を総合的かつ一体的に推進することとし、ジョブセンターまえばしを設立した。

群馬労働局との
定期的な運営
協議会の開催に
より、密な連携
が図れるとともに、
課題も明確化さ
れている。

就職支援と職業紹介の機能を同じ建物でワンストップで提供すること
で、利用者の利便性を向上
ジョブセンターまえばしの指定管理者選定に際し、市内大学の学識経験者や群馬
労働局の有識者などを入れた選定委員会により選定した。
窓口は、総合的就職支援窓口（前橋市）とハローワークまえばし（群馬労働
局）の２つがある。前者はカウンセリング、セミナー（面接対策など）、企業との交流
会、合同企業説明会などを、後者は最終的な職業紹介を実施する。

ジョブセンターとハ
ローワークの窓口
が隣接しているこ
とで、ワンストップ
で就職支援サー
ビスを提供できる
ため、利用者の
メリットは大きい。

職への定着が最重要であると考えて、求職者一人一人に合ったキャ
リアカウンセリングや職場見学会、インターンシップなどを実施
最近は求職者にとって売り手市場であるため、就職することよりもむしろ、離職せずに
定着することが重要と考えている。
そのため、求職者本人の適性や覚悟を見極めたうえで、一人一人に合ったキャリアカ
ウンセリングを実施している。また、就職活動で落ち込んだ時のサポートも行っている。
特に若い求職者は、実際に就業現場を体験しないと仕事のイメージが沸かないこと
が多い。そのため、職場見学会やインターンシップを開催して、市内企業の良さに気
付いてもらうことを目指している。
また、ジョブセンターまえばしでは、市、指定管理者、ハローワークの三者で月1回、
実務担当者連絡会議を実施し、事業の成果や課題を共有している。

キャリアカウンセリ
ングの予約は常
に埋まっている。
バスツアーの場で、
先輩就職者がツ
アー参加者に
ジョブセンターの
良さを自発的に
紹介する場面も
あった。

市内企業を積極的に巻き込んで協力を得ることで、求職者と市内企
業とのマッチングを推進
ジョブセンターまえばしで実施する交流会、バスツアー、企業説明会等の事業につい

て、企業支援アドバイザーが市内企業へ連絡・調整を行い、協力を促している。
これらの事業への市内企業自身の参画や、ジョブセンターまえばしのホームページで

の市内企業情報の発信等により、求職者と市内企業とのマッチングを促している。

事業実施により
市内企業に多く
の就職者を生み
出している。

取組の効果事業の段階

今後の
展開・課題

定着支援講座の受講料を事業収入として確保する予定であったが、前施設から内容・講師を引き継いで実施している講座も一部あ
ることから、現状では講座の実費分のみを徴収している。過去から継続している講座も含めて内容の見直し・受講料の上乗せを検討
し、徐々に仕事に役立つスキルアップの講座を増やすなど工夫を凝らすことにより、事業収入の増加に努める。

本事例に関する連絡先︓群馬県前橋市 政策部政策推進課 TEL 027-898-6512

自立性確保のため、空いたスペースを活用して収益事業を実施

ジョブセンターまえばしでは、定着支援講座の受講料や施設内会議室等の施設利
用料を徴収し、財源確保に努めている。

施設利用料は
見込みを上回る
金額を確保でき
ている。
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事業名称 女性・若者働き方改革推進事業

事業概要

ロジックツリー

平成29年度KPI

■申請団体名︓大阪府 ■分野・テーマ︓若者雇用対策

総合的なアウトカム 交付金事業のアウトカム アウトプット

地方公共団体が設定 参考案

【事業の背景・経緯】 ※大阪府の人口(平成27年国勢調査)︓8,839,469人
 労働力の減少が見込まれる中、大阪が今後も持続的に発展していくた

めには、業界・企業の人材確保が必須である。人材確保に向けた取組
は、あらゆる産業分野において進められているが、大阪府としては、まず
ニーズが非常に高い製造、運輸、建設分野の支援に先駆的に取り組む。

 取組にあたり、大阪府が関係する業界団体等から構成する「大阪人材
確保推進会議」を設置し、同会議で、各構成団体が実施する個別事業
を支援し、促進する。

 人材確保に課題を抱える分野（製造、運輸、建設）や企業の職場の
環境整備を中心とした働き方改革と広報力強化、求職者の職種志向を
拡大する新たな就業支援を一体的に取り組むことにより、雇用のミスマッチ
を解消し、人材確保に課題を抱える分野の人材確保や女性・若者の大阪
での就職に繋げる。これらの取組が、ひいては、大阪から東京圏への人口
流出防止に繋がり、大阪経済の活性化、持続的な発展に寄与する。

インターンシップ
受入人数

推進交付金

事業の効果 【交付金事業のアウトカム】（H30年度目標）
 （OSAKAしごとフィールドで支援した）就職者数 250人
 支援を行った企業のうち、人材確保に繋がった企業 200社

【副次効果】
 公民協働で事業を進めるノウハウが蓄積された。

事業の実施体制

職業体験
受入人数

（OSAKAしごとフィールド
で支援した）就職者数

【事業内容】
人材確保に課題を抱える分野の業界団体などとの協働により、
「業界のイメージアップ（働く環境整備・魅力発信）」と「雇用促進」
を実現する。

①業界・企業のイメージアップに向けた取組
・業界団体から推薦を受けた、取組に積極的な企業の魅力向上と
人材確保力の強化（独自プログラム「ワークアップ計画」の実施）

・業界の魅力の発信
②人材確保支援
・求職者の職種志向の拡大を促すアクティブカウンセリングの実施
・大学1～3回生を対象としたインターンシップの実施

主なKPI・関連指標 実績値(目標値) 指標設定・目標値設定のポイント（工夫・示唆等）

(OSAKAしごとフィールドで支援した)
就職者数

480人
（190人）

• 事業目的である、対象分野の人材確保の指標として設定。
• 過去に雇用基金を活用して実施した職種志向拡大の事業実績等を勘案して、目標値を設

定。（平成29年度目標︓高校生30人、大学生60人、女性・若者100人）

インターンシップ(大学1～3回生対象)
受入人数

26人
（20人）

• 職種志向の拡大を図るには、職業観の醸成過程である学生時代にアプローチすることが効果
的であるため、これを指標として設定。

• 受入企業、大学数を勘案して目標値を設定。

職業体験(女性や若者の求職者)
受入人数

106人
（100人）

• 求職者の職種志向拡大を図る上で、職業体験も一定の効果が見込まれるため設定。
• OSAKAしごとフィールドでの就職支援目標である女性・若者の就職決定目標100人達成の

ためには、職業体験に最低100人の誘導が必要。

大阪版エクセレントカンパニー
（Eカンパニー）認定企業数

27社
（15社）

• 事業実施期間内に各分野10社、計30社が率先して取り組むことで対象分野に一定の影響
が及ぶと想定。（平成29年度はその半数の15社を目標値に設定）

下︓ワークアップ計画修了企業を
「Eカンパニー*」として認定

左︓企業向けプログラム
「ワークアップ計画」

支援を行った企業のうち
人材確保に繋がった企業

大阪版エクセレント
カンパニー認定企業数

女性・若者の就職者数

人材不足を解消した企業数

*正式名称は「大阪人材確保推進会議 Eカンパニー」

（H30.5月時点）

【事業実施額】 実績額 70,141千円（平成29年度）
総額 198,142千円（平成28~30年度、申請ベース）

大阪府工業協会
大阪府ものづくり振興協会
大阪バス協会
大阪府トラック協会
大阪建設業協会
大阪住宅安全衛生協議会
大阪電業協会
大阪府建団連

大阪府
大阪府教育庁
大阪労働局
近畿運輸局
近畿経済産業局
近畿地方整備局

池田泉州銀行、エクセディ、
大阪商工会議所、大阪府
中小企業団体中央会、関
西経済連合会、近畿大阪
銀行、近畿大学、ダイキン
工業、日本労働組合総連
合会大阪府連合会、ヤフー、
りそな銀行

製造

運輸

建設

業界団体 行政機関 協力企業・団体

業界の
イメージアップ 雇用促進

＜主な取組＞
OSAKAしごとフィールドに、
製造、運輸、建設分野へ
の就職を促す専門カウン
セラーを配置し、3分野へ
の就職を促す

＜主な取組＞
業界団体から推薦を受けた
企業に対し、独自プログラム
「ワークアップ計画」を提供。
条件を満たす企業を、イメー
ジアップの旗手として
「Eカンパニー*」に認定

大阪人材確保推進会議
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ここが
ポイント︕

人材確保に課題を抱える企業が多い中、府の基幹産業でもある製造・運輸・建設の3分野に特化して、ノウハウや資源を集中し、各
分野に合った手法を検討して実行している。
また、「ワークアップ計画」を修了した企業のみ認定を行うことにより、認定の価値を高めている。更に、認定された企業が本事業をサ
ポートする仕組みとすることで、他の企業への波及効果も狙っている。

事業の
実施

事業実施
体制の構築

自立性の
確保

達成目標・
水準設定

事業の
継続

事業手法の
検討

課題・ニーズ
の明確化

アンケートやヒアリング調査を通じて、対象分野企業の実態把握、課
題の分析を実施
500社程度の企業に対して女性の職域拡大に関するアンケート調査を実施し、定
量的なデータを収集、分析した。また、対象分野（製造、運輸、建設）の企業に対
するヒアリング調査も行い、企業の実態把握、課題の分析を行った。
その結果、未経験者や資格を持たない者も就職可能であることが明らかになった。
一方で、ホームページを開設していないなど企業及び業界からの情報発信が不十分
であることが判明した。

求職者支援にお
いては、職種志
向の拡大や社会
人基礎力の養成
が求められること
が明らかになった。

セミナー受講により、やる気ある質の高い企業を見極めた上で、当該
企業に対して府の施策への協力を依頼
大阪府では、平成27年4月に公民戦略連携デスクを設置し、平成30年12月時
点で36の企業・大学と包括連携協定を締結しており、これを活用して、金融機関、
対象分野や広報等に知見のある個別企業、大学にも事業に参画していただいた。
具体的には、各種セミナーへの講師派遣等の協力を得ている。
採用力向上のための企業向けプログラム「ワークアップ計画」を修了した企業は、「大
阪人材確保推進会議 Eカンパニー」として認定している。認定企業は府のホーム
ページ等で紹介したり、有料セミナーを無料で受講できる等の特典を付与する一方で、
認定時に全企業に対して、府の施策への協力計画の提出を義務付けている。

府主催のセミナー
に、協力団体で
ある近畿大学や
ヤフー等に講師と
して登壇いただく
ことで、他の企業
に魅力発信のノ
ウハウを提供する
ことができた。

推進会議の全構成員が事業計画を策定し、その内容を公表
事業推進のため、業界団体、行政機関、企業・団体から成る「大阪人材確保推
進会議」を平成28年12月に発足させた。
全構成員から事業計画を提出していただき、その内容を公表している。

計画の公表によ
り各構成員に当
事者意識が生ま
れ、着実な実行
に繋がる。

キャリアカウンセラーを府が直接雇用して業務内容を詳細に指示する
ことで、府の方針・意図を的確にカウンセリングに反映
各分野担当職員による業界団体への日常的なアプローチに加え、メールマガジン
（月2回）、フェイスブック（随時）を活用した情報発信を行っている。
OSAKAしごとフィールドのキャリアカウンセラーに関して、単なるマッチングだけでなく求
職者の職種志向の拡大を図るなどの機能も重視しているため、民間企業への委託で
はなく、府が直接雇用して業務内容を詳細に指示できるようにした。

平成29年度の
就職者数は目標
を大きく上回った。
また、平成30年
度より、新たに2
つの業界団体が
推進会議に新規
加入した。

取組の効果事業の段階

今後の
展開・課題

事業費の確保について、セミナー収入（1人当たり1,000円～5,000円）や業界団体等によるバス代・講習材料費負担がある。残
りは府が負担しているが、今後は自立化に向けて、事業費負担を減らす必要がある（業界団体による自主事業の支援、「大阪人材
確保推進会議 Eカンパニー」との連携等）。

本事例に関する連絡先︓大阪府 政策企画部企画室計画課 TEL 06-6944-6643

分野ごとに府庁内で担当者を決めて自立に向けたサポートを実施
府の所管部署において各分野担当の職員を決め、1年目は「一緒に考える」、2年
目は「伴走する」、3年目は「自立化に向けたサポートをする」体制とした。

業界団体主催で
事業を実施でき
るようになった。

工程・KPIは四半期ごとに進捗を確認

各年度当初に立てた事業計画において、個別事業ごとに時期、KPIを設定した。
府庁内においては四半期ごと、府庁外においては半期ごとに進捗確認を行っている。

平成29年度の
就職者数が目標
を大きく上回った
ため次年度の目
標を上方修正。

事業の
評価

改善への
取組
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【事業内容】
①求職者と企業のマッチング

• ユニバーサル就労対象者に対して、個々の状況に応じて段階を踏んだ就労支援
を行う。

• 定期的な企業説明会や個別訪問により協力企業を開拓する。協力企業は、人
手不足解消の他、業務分解により業務効率化や生産性向上が図られる。

• 職場見学、就労体験等のステップを通じて、ユニバーサル就労対象者と企業の
マッチング、定着支援を行う。

②求職者と企業への活動周知・啓発活動
• 多くの市民・企業にユニバーサル就労の考え方を理解してもらうため、パンフレット

や情報紙の作成・配布、SNSを活用したメールマガジン配信などSNSを活用した
啓発を行う。

• サポーター制度を創設し、ユニバーサル就労に関心のある市民にサポーターとして
登録してもらい、ユニバーサル就労の広報・周知活動への協力を促す。

事業名称 富士市版働き方改革～市民総活躍社会の実現を図るユニバーサル就労推進事業～

事業概要

ロジックツリー

平成29年度KPI

■申請団体名︓静岡県富士市 ■分野・テーマ︓ワークライフバランス

総合的なアウトカム 交付金事業のアウトカム アウトプット

地方公共団体が設定 参考案

ユニバーサル就労受け皿と
なる協力企業数

推進交付金

事業の効果 【総合的なアウトカム】（H31年度目標）
 ユニバーサル就労協力企業のうち生産性の確保及び成長が

図られた企業数 100社増（本事業開始前は4社）

【その他の副次効果】
 協力企業からは、一般的な手法では雇用に至らな

かった人材を業務分解や支援センターのバックアップに
より雇用して実際の業務に従事してもらっていることが、
新鮮な驚きであるとの声が寄せられている。

ユニバーサル就労支援者数

ユニバーサル就労協力企業
のうち生産性の確保及び
成長が図られた企業数

主なKPI・関連指標 実績値（目標値） 指標設定・目標値設定のポイント（工夫・示唆等）

ユニバーサル就労実現者数 15人
（12人）

• ユニバーサル就労対象者が就労支援により実際に就労できた人数であり、単年度毎に複数年にわたり把握可能
である。

• 就労困難者の就労までの支援については、協力企業へ繋ぐまで、一定期間を要することが想定されるため、初年
度に実現可能な数字として目標を設定。

ユニバーサル就労受け皿
となる協力企業数

21社
（20社）

• 業務分解を実施してユニバーサル就労対象者を受け入れる協力企業数の合計であり、事業の実現には不可欠な
ものである。

• 事業の周知や、成功事例を積み上げる過程において、実現可能な数字として目標を設定。

ユニバーサル就労支援者数 26人
（30人）

• ユニバーサル就労の普及を図る上で、事業の周知度合いや、事業実績の波及効果等を計測できる指標である。
• 市内各種相談窓口との連携や、広報活動により支援センターに繋がる就労困難者の人数を推定し目標値とした。

ユニバーサル就労協力企業の
うち生産性の確保及び成長が

図られた企業数
16社

（12社）

• 企業の生産性の確保及び成長を計る指標である。
• 事業実施初年度における効果は計測しづらいものの、本事業が協力企業の就労状況の改善を図ることも目的と

しているため、この目標値を設定。

【事業の背景・経緯】 ※富士市の人口(平成27年国勢調査)︓248,399人
 富士市は、市区町村別のパルプ・紙・紙加工品製造業事業者数が全国第１位であるなど産業都市であるが、市内中小企業の８割が人手不足を感じてい

る一方で、画一的な労働時間や広範囲にわたる業務内容などの働き方に馴染まず働きたくても働くことができない人がいるなど、求職者と求人のニーズがミス
マッチの状況にあり、市内企業の人手不足や富士市の人口減少の一因と考えられている。

 このため、就労意欲のあるすべての人が働けるような仕組みづくりと職場環境を目指す「ユニバーサル就労」を推進することにより、一人ひとりが生きがいを持ち働
くことができる市民総活躍社会の実現と、市内企業の雇用確保及び生産性の向上を図り、富士市まち・ひと・しごと創生総合戦略の最上位目標である若い
世代の人口の確保を目指す。

【事業主体】
 富士市ユニバーサル就労推進協議会

構成メンバー︓ハローワーク、ユニバーサル就労協力企業、富士市社会福祉協議会、市民団体(NPO法人)、富士商工会議所、富士市商工会、富士市民
生委員児童委員、富士市シルバー人材センター、富士市青少年相談センター、富士市(事務局)、人材派遣民間事業者

ユニバーサル就労実現者数
ユニバーサル就労に関する

情報発信

ユニバーサル就労実現のため
生産性向上等に取り組んだ

企業数

ユニバーサル就労支援の流れ

【事業実施額】 実績額 15,316千円（平成29年度）
総額 102,404千円（平成29~31年度、申請ベース）
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アセスメント、
問題点の抽出

↓
目標設定

↓
計画策定
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方策の実行
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C

D

富士市ユニバーサル就労支援センターの業務

※開始段階A～Dは本人の無理の
無い段階から開始
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ポイント︕

ユニバーサル就労の推進に関して、市民及び事業者の責務等を定めた条例を制定したことが、決定的な推進力となった。また、各支
援対象者の特性に合わせて、就労体験（一日体験）やコミューター（1～2週間程度の就労体験）等の段階を踏んだ支援を行い、
更に就労実現後も継続してサポートを行うことで、支援対象者の就労・定着に繋がっている。

事業の
実施

事業実施
体制の構築

自立性の
確保

達成目標・
水準設定

事業の
継続

事業の
評価

改善への
取組

事業手法の
検討

課題・ニーズ
の明確化

「ユニバーサル就労を拡げる親の会」による1.9万人の署名を契機に、平成29年4月
に「富士市ユニバーサル就労の推進に関する条例」を議員発議により制定(全国初)。
労働部局の「ものづくり企業」等に登録している企業への訪問や、商工会議所会員
企業への事業紹介を行うなどして協力企業を増やしている。その際、企業に対して
「市の条例で」と説明をすることで、より真剣に話を聞いてもらえる。
支援対象者を雇用する側の企業にとって、雇用時の税制優遇や補助等は特に無い
が、社会貢献の意識をもって参加する企業が多い。また、市内企業は人手不足の課
題を抱えており、人材のマッチングがうまくいけば人手不足解消や業務の見直し等によ
るメリットがあり得る。

ユニバーサル就
労を求める市民
のニーズと、企業
側の人手不足を
背景に、条例を
制定したことで事
業が大きく推進
された。

就労者の視点で施策を推進する生活支援課と、企業側の視点で施策を推進する
商業労政課が連携して事業を行うことで、双方の視点を取り入れている。

企業目線で就
労支援を行うこ
とで就職後の定
着率が向上する。

協力企業の就労状況改善を図ることを事業目的の一つに挙げているため、協力企
業へアンケートを行い、「ユニバーサル就労を実施してよかった」と回答した企業数を、
「生産性の確保及び成長が図られた企業数」としてKPIに設定し把握している。

アンケートにより、
数値だけでなく、
想定以外の効
果や課題も把握
できた。

ユニバーサル就労に特化した広報室を設けて情報発信を行っている。
また、ユニバーサル就労に関心がある市民が登録する「サポーター制度」を創設し、
サポーターに定期的に情報発信を行っている（登録者数は300名程度）。これによ
り、地域への周知・理解醸成、支援の輪を広げるための人材の増加を図っている。

目標以上のユニ
バーサル就労を
実現した。また、
就職後の定着
率も高い。

支援対象者の働く機会は、専門性がなくてもできる仕事を切り分ける「業務分解」
を通じてつくり出す。ユニバーサル就労支援センターのスタッフが協力企業の業務を
表に落とし込み、支援対象者が実施可能な業務を提案する。支援対象者を実際
に雇用して、何をしてもらうか考えることで結果的に「業務分解」が進む側面もある。
支援は、就労準備、就労体験、無償コミューター／有償コミューター、就労、と段階

を踏んで行っていく。どの段階から開始するかは支援対象者の特性に応じて個別に
決定する。就労体験のハードルが高いと感じられるケースが多かったため、就労体験
の前に「職場見学」のステップをつくることで、うまく回るようになった。
企業への就労が実現した後も、企業と就労者の双方が「もう大丈夫」と感じるまで、

継続的に面談を行うなど、定着のための支援を行っている。

事業の認知度が
徐々に上がって
きており、協力企
業も増加してい
る。

取組の効果事業の段階

今後の
展開・課題

協力企業は、社会貢献の意識で取り組む企業も多く、取組推進のため、市のホームページ等で全ての協力企業の取組を紹介してい
く予定である。また、これまでの実績を踏まえて、企業が支援対象者を受け入れる際に配慮すべき事項や業務分解等のノウハウの共
有など、事業の継続に向けた仕組みづくりは今後の課題である。

本事例に関する連絡先︓静岡県富士市 福祉こども部生活支援課 TEL 0545-55-2886

広報室からの情報発信やサポーター制度により、地域の理解を醸成

協力企業へのアンケートにより事業の効果を把握

条例制定が決定的な推進力となり、事業に協力する企業を増やす

就労者と企業の双方の視点を取り入れて事業を推進

支援対象者の特性に応じた支援を展開。企業への就労実現後も、
定着に向けて丁寧にサポート
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事業名称 多様な人材が活躍できる「働きやすいまち・ふなばし」の実現

事業概要

ロジックツリー

平成29年度KPI

主なKPI・関連指標 実績値（目標値） 指標設定・目標値設定のポイント（工夫・示唆等）

ワーク・ライフ・バランスに関する
各種公的認定等を受けた
市内企業数<<増分>>

9社（3社）

• 本事業の実施を通じて具体的な取組を行い、国や県が定める一定の基準をクリアした企業の
数を測ることにより、本事業の成果を客観的に測ることができる。

• 事業実施から短期間に企業内で意識変化が起きて具体的な取組につなげる困難さ、認定
制度の認定基準の厳しさを考慮して、目標値を設定。（事業開始前は58社）

ワーク・ライフ・バランス改善
実践セミナーに参加した

市内企業数
94社（30社）

• 参加企業数の増加を指標とすることは、企業への支援を行った効果を測るのに適している。
• 参加者数ではなく企業数でカウントするため１社から複数の参加者があっても１社としてカウン

トすること、また、実務担当者向けセミナーはワークショップ形式での実施のため定員が少数に
限られること等から、参加者数に対して参加企業数を少なく見込んで設定した。

■申請団体名︓千葉県船橋市 ■分野・テーマ︓ワークライフバランス

総合的なアウトカム 交付金事業のアウトカム アウトプット

地方公共団体が設定 参考案

【事業の背景・経緯】 ※船橋市の人口(平成27年国勢調査)︓622,890人
 船橋市の人口は今後10年程度は増加が続く見込みであるものの、少子高齢化が進んでいき、労働力の確保は今後の大きな課題となる。また、合計特殊出

生率を見ると1.36（平成26年度）と、住民の希望出生率1.73との乖離がある。
 住民の子供を持つ希望を叶えること、働きたいという希望があるのに働けない女性・高齢者・障害者などの潜在力を活かすことが、将来的な労働力不足を解決

するカギとなる。
 そのため、各企業が多様な人材が働きやすい環境整備を推進し、「働きやすいまち・ふなばし」を実現することにより、住民の仕事・家庭に関する希望を叶え、労

働力の確保及び少子化対策を図ることを目指す。

ワーク・ライフ・バランス改善
実践セミナーに参加した

市内企業数
ワーク・ライフ・バランス改善
に取り組んだ市内企業数

【事業主体】
 船橋市

【事業内容】
 主に中小企業を対象として、以下のセミナーを開催する。

• 経営者向け意識啓発セミナー
ワーク・ライフ・バランスの推進が人手不足解消、長時間労働の削減、
労働生産性の向上など、いかに経営戦略として有効であるかを意識
啓発する。

• 人事労務担当者向けワークショップ型セミナー
具体的にワーク・ライフ・バランス改善を実践するための手法（就業規
則の改正等）をワークショップ形式で学ぶ。

 セミナー受講後も、ワーク・ライフ・バランスコンサルタントの派遣や相談会
を行う千葉労働局や、働き方改革アドバイザーの派遣等を行う千葉県
と連携し、個別企業を継続的にフォローする。

 ワーク・ライフ・バランス改善のモデルケースを示し、多くの企業への横展
開を図るため、成果が出ている企業の事例発表会及び交流会を開催
するとともに、３カ年の成果事例集を作成する。

推進交付金

事業の効果 【総合的なアウトカム】
 ワーク・ライフ・バランスに関する各種公的認定等を受けた市内企業数 76社（事業開始前から18社増）

（H31年度目標）

セミナーのチラシでは、
一風変わったイメージ
画像を用いて興味を
引くよう工夫

人事労務担当者向けセミナー
でのグループワークの様子

ワーク・ライフ・バランスに
関する各種公的認定等を
受けた市内企業数

市内の労働力の確保

１セット ２セット

経営者向け 116名 84名

人事労務
担当者向け
(全2回×2セット)

第１回 第１回

28名 21名

第２回 第２回

18名 14名

セミナー参加者数(平成29年度)

【事業実施額】 実績額 1,458千円（平成29年度）
総額 6,098千円（平成29~31年度、申請ベース）
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ワーク・ライフ・バランス推進の主な当事者は民間企業の経営者であるが、事業の推進にあたり、これら企業経営者の意見を積極的に
取り入れることにより、企業ニーズに合ったセミナーを開催するように取り組んでいる。

事業の
実施

事業実施
体制の構築

自立性の
確保

達成目標・
水準設定

事業の
継続

事業の
評価

改善への
取組

事業手法の
検討

課題・ニーズ
の明確化

市内企業へのアンケートにより、企業規模別のワーク・ライフ・バラン
ス推進状況を把握し、結果を関係者に説明
平成28年度に市内企業アンケートを実施し、市内企業のワーク・ライフ・バランス推
進に関して調査した。その結果、働き方改革やワーク・ライフ・バランス推進に取り組ん
でいる企業は35.6％に留まり、さらに企業の規模が小さくなればなるほど、具体的な
取組に対して消極的なことがわかった。
本事業は船橋市商工業戦略プランに基づいて実施しており、この中の重点プロジェ
クト「育てるプロジェクト」内で事業の企画内容の検討、進捗管理、事業実施に対す
る振り返り等を行っており、このプロジェクト内で、現状の説明をし、事業の必要性につ
いての理解を得た。

市内企業のワー
ク・ライフ・バラン
ス推進の実態を
詳細に把握した
うえで、関係者と
課題を共有する
ことができた。

セミナーの進め方などについて、当事者である民間企業経営者等から
の意見を取り入れつつ、事業を推進

「育てるプロジェクト」内には民間企業等を経営している委員もおり、事業実施の方
向性や運営の手法について行政の立場では把握できない民間のニーズについて意見
収集を行いつつ事業を推進している。
セミナーの進め方に関して、成功事例を大きく取り上げるべきであることや、セミナーの
告知の方法を工夫すべき、といった意見が出された。

民間企業からの
意見（メール配
信による告知の
開始、テーマ設
定・開催時期
等）を次年度の
事業実施に反
映している。

千葉労働局や千葉県と連携し、互いに役割分担して事業の効果拡
大を図る

セミナー実施後に実際に取組を開始しようとする企業に対して、千葉労働局および
千葉県と連携して、各機関が実施するアドバイザー派遣事業への誘導を行っている。
具体的には、セミナー内でアドバイザー派遣事業等について説明を行うと共に、セミ
ナー終了後の記名式アンケートで、派遣事業活用の意志を聞いている。既存の制度
を活用することで事業の効果を高めることが狙い。
活用してみたいと答えた企業は多くあったものの、実際に活用意思を表明した企業
は平成29年度では1社にとどまった。その場で意思表明する権限を持たない参加者
が多いことが原因と考えている。
本市では東京都内に通勤する住民も多いため、市外や県外企業にも幅広くセミ
ナー告知している。

セミナー参加だけ
では実現が難し
い、各企業固有
の課題の分析や
解決に向けたア
ドバイス等をして
もらい、具体的
な取組を推進す
る。

セミナーのターゲットである企業経営者や実務担当者の興味を引くよ
うに告知の方法を工夫
集客に関して、市役所からダイレクトメールを各企業の代表者宛に送付しているが、
市長名の案内文書を同封することで、より真剣に確認してもらえるよう工夫している。
チラシでは、「残業がなくなる 若い社員が定着する 採用が好調になる」（働きやす
い環境の整備、良い人材の確保）といったキャッチフレーズや、一風変わったイメージ
画像等を用いて、読み手の興味を引くように工夫している。

セミナーへの応
募者数はほぼ毎
回定員を超えた。
また、参加者へ
のアンケートを実
施しているが、参
加者の満足度
は概ね高い。

取組の効果事業の段階

今後の
展開・課題

ワーク・ライフ・バランスの推進は、ボトムアップのみならず経営者のトップダウンによる推進が効果的であるとの意見が多かった。そのため、
まずは経営者に関心を持ってもらうことが必要であり、経営者向けの意識啓発セミナーにより力を入れて実施していきたい。経営者の
関心をさらに高めて、企業のワーク・ライフ・バランスの実践に繋げるためのセミナー以外の方法については引き続き模索していきたいと考
えている。

本事例に関する連絡先︓千葉県船橋市 経済部 商工振興課 TEL 047-436-2477
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事業名称 小さな拠点整備事業～里山活性化事業～

事業概要

ロジックツリー

平成29年度KPI

主なKPI・関連指標 実績値（目標値） 指標設定・目標値設定のポイント（工夫・示唆等）

雑木の売上高
<<増分>>

3,489千円
（2,800千円）

• 里山整備の面積及び活動の持続性の確認のため設定した。
• 従事者の生活費を確保できる額を見据えて目標値を設定。雑木の販売価格は、1トン当たりおよ

そ2万円程度と想定。

イノシシ・サルの捕獲頭数
<<増分>>

170頭
（100頭）

• 獣害の減少及び活動の持続性の確認のため設定した。
• 研修後の生活費を確保できる額を見据えて目標値を設定。

「物販施設」の来客数 0人
（0人）

• 交流人口、関係人口の確認のため設定した。
• 物販（販路確保）による活動資金確保の目標額から目標値を設定。

※施設は平成30年度完成予定

■申請団体名︓香川県東かがわ市 ■分野・テーマ︓小さな拠点

総合的なアウトカム 交付金事業のアウトカム アウトプット

地方公共団体が設定 参考案

【事業の背景・経緯】 ※東かがわ市の人口(平成27年国勢調査)︓31,031人
 少子・高齢化、若者減少、コミュニティの衰退、耕作放棄地の増加などを要因として放置された里山には、過疎地域の抱える課題が凝縮されている。放置され

た里山を活性化させることこそが、過疎地域における地方創生の実現に向けた第一歩となる。
 長年、人の手が入らず放置されている里山を活性化させることで地域の魅力を高め、コミュニティビジネスを拡大させて雇用を創出することにより、地域課題の解

決や地域活性化、そして地方創生に繋げる。

「物販施設」の整備

【事業主体】
 五名里山を守る会

構成メンバー︓五名活性化協議会、五名連合自治会、五名老人会、
五名女性部、五名ふるさとの家、五名山村クラブ、その他協力者

【事業内容】
本事業は、地域の住民自身が放置された里山を持続的かつ自立的に整備

して地域活性化に向けて行う、人づくり、体制づくり、拠点づくりを支援するため
の事業である。
具体的には、市内西側に位置する五名地区において、持続可能な里山整

備や獣害対策を実施するため、以下の取組を行う。

①地域の活動団体｢五名里山を守る会｣の支援
里山整備における現在の最大の課題である人材の確保に向けて、里山整備

に必要な技術や木材の加工・販売方法の習得を目的とした研修を行い、将来
のリーダーを育成する。

②里山整備と地域活性化の拠点施設の確保
平成17年に廃校となった五名小学校跡地を活用して、小さな拠点として物

販施設を整備する。また、里山整備で発生した雑木を薪に、獣害対策で捕獲
したイノシシをジビエにそれぞれ加工して物販施設で販売する。
これにより、現在実施しているコミュニティビジネスの拡大に繋げるとともに、里

山整備、獣害対策及び地域活性化の取組の持続性確保を図る。

推進交付金

事業の効果

強みを活かし弱みを克服する五名活性化協議会の取組
《五名の強み・弱みの整理》

イノシシ・サルの捕獲頭数

「物販施設」の来客数

持続可能な里山整備
雑木の伐採面積

ジビエの売上高

雑木の売上高

強み
(資源)

• 自然が豊か
• 結束力、助け合い意識が高い
• 得意分野を活かすノウハウを持っている
• みんなで活動するのが大好き
• 五名が生きがい
• 住民みんな、五名が大好き

弱み
(課題)

• 過度の人口減少、過度の少子高齢化
• 仕事が無いため若者が出ていく
• 学校、ガソリンスタンドなどの施設の閉鎖
• イノシシやサルが田を荒らす(獣害)
• 荒れ農業地の増加
• 公共交通が不便
• 独居老人の増加

①五名3大まつり
五名ふるさとまつり
やまびこコンサート
ふるさとの家記念イベント
＆ いのしし祭り

②いつまでも住み続けられる
環境づくり
里山活性化プロジェクト
移住者受入れプロジェクト

③五名を知ろう！
五名で遊ぼう
五名マップ

《五名活性化協議会の取組》

小学校跡地を活用した物販施設
(五名活性化センター補完施設)を建設中

施設の活用方法について住民が
活発に議論を交わしている

里山を活用した地域
の活性化

【事業実施額】 実績額 10,461千円（平成29年度）
総額 43,700千円（平成28~30年度、申請ベース）

【交付金事業のアウトプット、アウトカム】
 雑木の売上高 40万円(H27年度)⇒1,040万円(H30年度目標)
 イノシシ・サルの捕獲頭数 600頭(H27年度)⇒900頭(H30年度目標)
 「物販施設」の来客数 4,200人(H30年度目標)

【その他の副次効果】
 ふるさと納税を活用して薪・ジビエを販売

することにより、事業の継続性が確保され
るだけでなく、市への寄付金が増加した。

 視察の大幅増加による市のイメージアップ
が図られた。
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市として地域を支援するに当たり、①自分ごととして主体的に取り組む活動を支援する、②小さな経済をまわす(有償の地域活動を支
援する)、③活動に物語性を持たせて共感を得る、といった点に留意している。また、市の担当職員は、東かがわ市の「IR担当」のつも
りで、市の「株価」を上げるためにはどういった取組が必要か、といった観点で事業を推進している。

事業の
実施

事業実施
体制の構築

自立性の
確保

達成目標・
水準設定

事業の
継続

事業の
評価

改善への
取組

事業手法の
検討

課題・ニーズ
の明確化

地域の課題を自分ごととして捉えて主体的に取り組む地区を行政と
して支援
五名地区では、里山の整備が行われず、里山の荒廃が進み、イノシシが山から下り
て農地を荒らし、結果として耕作放棄地が拡大している、という課題があった。
五名地区の住民は、少子高齢化による急速な人口減少に危機感を有しており、
自発的に協議会を設立して、地域の活性化に向けて課題解決に取り組んでいた。
市と五名活性化協議会との間で7年にわたり地域課題に関する議論を重ねてきた。
その中で、五名小学校跡地を拠点にして里山整備や地域活性化に取り組みたいと
いう提案があり、これに取り組むこととした。
平成27年度に農林水産省所管の「森林・山村多面的機能発揮対策交付金」を
活用して取組を開始した。その後、「全国過疎地域自立促進連盟会長賞」を受賞。
この受賞が事業を推進する上での大きな転機となった。

市として解決す
べき地域課題と
支援すべき地区
を明確化したう
えで、事業を推
進することができ
た。

放置された里山や獣害被害という地域課題を、薪やジビエという地域
資源と捉え直すことで、しごと創出に繋げる
山の木を伐ることが、自然破壊ではなく環境保全に繋がるというストーリーを構築し、
これの実現を目指すこととした。
そこで、里山整備で伐った雑木を薪やシイタケ原木に、捕獲したイノシシをジビエに加
工して販売することとした。
協議会では、市、香川大学、香川高専、観光協会と連携して定期的に勉強会を
開催して課題を抽出している。

活動に物語性を
持たせることで、
関係者の共感を
得ることができた。

薪やジビエは全国各地に販売、これにより事業収入を確保

五名里山を守る会では、推進交付金を活用して、林業研修生を2名受け入れてお
り、彼らは現在、里山整備とジビエ生産に従事している。交付金事業終了後の平成
31年度には自立してもらうことを考えている。
研修生の技術力向上に伴って生産性が向上し、薪の生産量は増加している。
（平成29年度:140トン⇒平成30年度見込み:200トン）
薪やジビエをふるさと納税の返礼品とし事業収入を確保することで、活動の継続を
図っている。薪、ジビエともに全国から注文があり、製造分は毎年完売状態にある。

二つの事業によ
り、研修生の生
活を維持するた
めの収入を確保
できる見通しが
立ちつつある。

先輩研修生から後輩研修生への技術継承等を通じて、事業の持続
的発展を図る
夏場の7月～９月の作業を確保することが課題である。現在は、草刈りや森林組
合の仕事（下草刈り等）を行ってもらうことを考えている。
研修生2名は、家族とともに五名地区に移住している。平成30年に入り新たな研
修生を受け入れており、先輩研修生が後輩研修生に仕事を教えるという循環が出
来つつある。

五名地区では
若い世代の移住
者が増えており、
300人程度の
地区にこれまで
20人あまりが移
住している。

取組の効果事業の段階

今後の
展開・課題

薪の販売単価を上げるよう検討したり、協議会の法人化やクラウドファンディングを検討したりするなど、自立化に向けて引き続き取り組
んでいく予定である。

本事例に関する連絡先︓香川県東かがわ市 総務部地域創生課 TEL 0879-26-1276
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湊地区生活支援システム

地域内交通会津若松＋

湊地区住民

連携 連携

事業名称 ICTを活用した中山間地域の永続的な支え合いの地域づくり事業

事業概要

ロジックツリー

平成29年度KPI

主なKPI・関連指標 実績値（目標値） 指標設定・目標値設定のポイント（工夫・示唆等）

生活支援システムの利用
世帯（中山間地域）

349世帯
（200世帯）

• KPIとして分かりやすい、システムの利用世帯を設定。
• 湊地区の対象世帯（約500世帯）の８割、400世帯を目標値として、初年度はその半分の

200世帯に設定。

生活支援システムを利用した
農産物の出荷者数

0人
（30人）

• 生活支援システムの周知機能とデマンドバスを活用した農産物の集荷により、地域の直売所に農
産物を出荷した人数を設定。

• 直売所に出荷していないが、集荷の便があれば出荷したいという生産者数より目標値を算出した。

デマンドバス利用者数 326人
（520人）

• 地域内交通の延べ利用者数を設定。
• 運行予定日数と平均利用見込者数により目標値を算出した。

■申請団体名︓福島県会津若松市 ■分野・テーマ︓小さな拠点

総合的なアウトカム 交付金事業のアウトカム アウトプット

地域内コミュニケーション
の増加

地方公共団体が設定 参考案

【事業の背景・経緯】 ※会津若松市の人口(平成27年国勢調査)︓124,062人
 会津若松市の中山間地域は、交通や医療機関、商店等生活基盤の条件が不利な地域にあり、都市部と比較して少子高齢化、人口減少、基幹産業であ

る農林業の後継者不足が進んでいることから、地域コミュニティの維持が難しく、その対応が喫緊の課題となっている。
 こうした課題があるなかで、日本有数のICT専門大学である会津大学や多くのICT企業が立地している特徴を活かし、平成25年から「スマートシティ会津若

松」の推進を掲げ、ICTや環境技術を活用して、健康、福祉、教育、防災、エネルギー、交通、環境、農業などあらゆる分野で、生活の利便性向上や、関連
産業の集積によって新たなしごとづくりにも資する取組を推進してきた。本事業は、これまでの取組を更に拡張させることにより、ICTを活用した中山間地域の活
性化を図るものである。

生活支援システムの利用
世帯（中山間地域）

【事業主体】
 湊地区地域活性化協議会

構成メンバー︓区長会、湊地区の各種団体、小中学校、民生児童委員、
地元商店、会津若松市（基幹集落センター）

【事業内容】
①生活支援システム（みなとチャンネル）の構築

• 地方創生先行型交付金及び加速化交付金を活用して構築したデジタ
ル情報プラットフォーム「会津若松＋(プラス)」に、「狭域の地域情報の提
供」、「災害時の緊急・防災情報の提供」、「デマンドバスの予約や運行
情報の見える化」、「高齢者の見守り機能」などの生活支援システム機
能を付加する。

• 「会津若松＋」を子供や高齢者でも使い慣れた「テレビ」でも利用できる
仕組みを構築する。

②デマンドバスを活用した地域内交通システムの構築
• デマンドバスを公共交通網の弱点補完だけでなく、農産物の搬出や、買

い物支援としての搬入といった、「モノ」の輸送手段としても活用する。
• デマンドバスには電気自動車を採用し、地域の風力発電による電力を活

用する。また、車両に備えられたセンサーや通信装置から、運行状況をテ
レビに表示する仕組みとすることで、利便性の向上を図る。

推進交付金

事業の効果 【交付金事業のアウトカム】（H30年度目標）
 生活支援システムを利用した農産物の出荷者数 80人

【その他の副次効果】
 地域内の情報共有が進み、特に高齢者が地域の催

しなどに参加する機会が増え、コミュニティ内の交流が
活発になった。

【事業実施環境イメージ】

「みなとチャンネル」では行政
だけでなく住民からの情報発
信も盛んに行われている

デマンドバス利用者数
生活が便利になったと感
じる住民の割合

生活支援システムを利用
した農産物の出荷者数

地域コミュニティの維持

【事業実施額】 実績額 41,878千円（平成29年度）
総額 62,000千円（平成28~30年度、申請ベース）
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湊地区は、地域住民が自発的に地域の活性化を目指して協議会を組織するなど、事業推進のための下地が整っていたため、本事
業の実証フィールドに選ばれた。本事業では、住民が主体となって事業を推進し、行政がそれを支援する体制とすることで、地域住民
からの高い支持を得ている。

事業の
実施

事業実施
体制の構築

自立性の
確保

達成目標・
水準設定

事業の
継続

事業の
評価

改善への
取組

事業手法の
検討

課題・ニーズ
の明確化

住民へのアンケート調査やワークショップを通じて、地域課題を収集・
整理
事業の実施にあたり、本事業の実証フィールドである湊地区において、住民へのアン
ケート調査及びワークショップを実施し、これらを基に地域課題の収集・整理を行った。
ワークショップに関して、平成26年度は専門家にファシリテーションを依頼していたが、
事業主体である湊地区地域活性化協議会のコアメンバーがその手法を教わることで、
平成27年度からは自前でワークショップを開催できるようになった。その結果、意見集
約目的だけでなく地域のイベントとして様々なテーマのワークショップが開催できるように
なり、地域間の交流や生涯教育の促進の機会を増やすことができた。

「地区内での情
報の共有化」と
「地域内交通」と
いう地域のニーズ
を明確化して、
事業の柱に置く
ことができた。

人口減少・少子高齢化の進展に危機感を抱く地域住民が協議会を
立ち上げ、市と連携しつつ事業を推進

湊地区では、地域住民が従来より人口減少や少子高齢化の進展に危機感を抱い
ており、平成27年に市も支援に入って地域運営組織「湊地区地域活性化協議会」
を設立した。
本事業は、市と同協議会とで事業の構想段階から協議を行い、地域の人的ネット
ワークを活用しつつ展開している。
地域の様々な課題に対してICTという横串を刺して解決を図るという本事業の主旨
について、地域住民の理解を得ることに苦労したが、協議会メンバーが説明会などの
場で説明を繰り返すことで理解を得てきた。

協議会が主体と
なって事業を推
進したことで、地
域住民への事業
説明や利用勧
奨がスムーズに
進んだ。

将来的な自立化に向けて、サービスの付加価値向上策を検討

生活支援システムは、受益者負担を念頭に置いて、将来的に収益を得ることができ
るような運用について検討を行っている。
サービスの付加価値向上のため、離れた家族とのコミュニケーションや、御用聞きサー
ビス、介護予防に繋がる新たなサービスの導入を検討している。

大手民間企業
より、平成31年
度から新サービス
の共同開発を打
診されている。

他地域の事例も参考にしつつ、利用者拡大のための工夫を施す

生活支援システムについて、地域の情報を配信する「みなとチャンネル」では、市や
協議会のみならず、小中学校からも情報発信を行っている。これにより、児童・生徒
の両親や祖父母がシステムを利用するようになった。
デマンドバスの利用者を増やすため、視察した他地域の事例を参考に、バスの運行

と連携させて公民館等で生涯学習講座や介護予防教室を定期的に開催している。
講座の開催情報をみなとチャンネルで告知して参加者をデマンドバスで送迎している。
デマンドバスには電気自動車を採用し、市内の風力発電所から無償で提供される

電力を活用して充電を行っている。
デマンドバスの運行は市から協議会へ委託しており、運転手・事務員に地元の人材

を採用している。バスの事務員は、生活支援システムの簡易なカスタマーサポートも
併せて行っている。

デマンドバスの利
用者数が大きく
増加した。
(H29:3.8人/日
⇒H30.7月:
10.9人/日)
更に、公民館事
業への参加を通
して住民同士の
交流も促進され
た。

取組の効果事業の段階

今後の
展開・課題

生活支援システム、デマンドバス共に、平成30年度時点では無料で提供している。交付金事業終了後の平成31年度以降は有料
化したいと考えているが、有料でもサービス利用を継続してもらえるように、サービスの付加価値向上が課題である。ユーザーからは、
「孫とテレビ電話をしたい」「御用聞きのようなサービスがあったら良い」といったニーズが多く、これらのニーズに応えていきたい。

本事例に関する連絡先︓福島県会津若松市 企画政策部地域づくり課 TEL 0242-39-1202
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事業名称 選ばれるまちづくり推進事業

事業概要

ロジックツリー

平成29年度KPI

主なKPI・関連指標 実績値（目標値） 指標設定・目標値設定のポイント（工夫・示唆等）
人口社会増 ▲10人（4人） • 事業実施による転入者を増やし、転出者を抑えることで社会増を目指すため設定した。

しごととすまいの
情報提供件数 42件（10件）

• 重点目標であるしごととすまいの多様化のために、情報窓口を設置したことによる実績とニーズを常
時把握するため設定した。

• しごととすまいの両方の情報提供数を常に把握し、目標とすることで町の情報発信やサービス向上
を図るもの。

空き家バンク登録数 10件（10件） • 町内の限られた資源の中での安定的なすまいの提供を目的に、負の遺産と言われている空き家の
利活用を促進し、提供可能な空き家の増加を目指すため設定した。

■申請団体名︓山口県阿武町 ■分野・テーマ︓コンパクトシティ

総合的なアウトカム 交付金事業のアウトカム アウトプット

空き家の提供数

地方公共団体が設定 参考案

【事業の背景・経緯】 ※阿武町の人口(平成27年国勢調査)︓3,463人
 阿武町の高齢化率は47％であり、また若年層の流出傾向が強く、2040年に年少・生産年齢人口の合計が老年人口の半数になると推測されている。既に

基幹産業である第一次産業では、高齢化の影響から担い手が不足していることにより、生産現場の運営に支障が生じ始めている。
 町を活性化し、賑わいを創出するため、移住・帰郷・定住ニーズに的確に応えるとともに、豊かな自然環境の中で多様なライフスタイルを求めている若者、あるい

は、子育て世帯をターゲットとした移住・定住を促進していく。

しごとと住まいの
情報提供件数

町内の新規就業数

交流イベント参加者数

【事業主体】
 「21世紀の暮らし方研究所」

構成メンバー︓町内外から一般公募により集めた熱意ある多
様な人材

 阿武町、地域おこし協力隊、地元農家

【事業内容】
「選ばれるまち」をコンセプトに、移住・定住に欠かせない不動産、

仕事、町と人の繋がりを創出する事業を展開する。これら三つの要
素を満たすことによって移住・定住の促進を図り、あわせて、これらの
総合窓口として、移住者、町外者がワンストップで利用できる拠点
を整備する。

①不動産（すまいラボ）
町内に多数存在する空き家を有効活用することにより移住者また

は町内者へ多様な住まいを提供する。そのために、空き家が利用で
きる環境の整備や空き家の有効な情報発信を行う。

②仕事（しごとラボ）
町内に存在する公開されない求人情報をまとめ、年間またはそれ

以下の短期で働ける仕事のパッケージ化・情報発信を図ることにより、
移住者・町内者に多様な働き方を提供する。

③町と人との繋がり（ひとラボ）
町内の第1次産業で使われる米袋などの素材を利用した物作りを

通じて、若者の郷土愛を育み、また、町独自の着地型観光を実施
することにより、交流や町を知る機会を創出する。

推進交付金

事業の効果 【総合的アウトカム】
 人口社会増 33人増加（H33年度までの目標累計）

【その他の副次効果】
 工房の開設や起業準備を行う住民が続々と出てきて

おり、自分たちで稼ぐ気運が見えてきた。
 住民がSNSで町の良さを自慢するようになってきた。

①不動産、②仕事、③町と人
との繋がり、に関して、計8つの
プロジェクトを展開中

一般住民向けに「ライフスタイ
ルサミット」を開催して事業内
容や実績の報告を実施

空き家バンク登録数
人口社会増

（社会減の抑制）

関係人口数

【事業実施額】 実績額 18,690千円（平成29年度）
総額 45,227千円（平成29~33年度、申請ベース）
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事業のデザインや専門的な検討は外部専門家へ委託し実施したが、町職員と外部専門家による合宿を開催するなど、丸投げではな
く町職員が積極的に関与して事業を推進。将来的に町職員のみで事業実施可能となるように外部専門家が配慮していた。何よりも、
事業の開始時点で外部専門家を選定する際に、役場としてもそのような外部専門家に委託することを考えていた。

事業の
実施

事業実施
体制の構築

自立性の
確保

達成目標・
水準設定

事業の
継続

事業の
評価

改善への
取組

事業手法の
検討

課題・ニーズ
の明確化

地域住民への個別ヒアリングで抽出した課題・ニーズを踏まえ、役場
内のグループワークで事業のコンセプトを徹底的に検討
アンケートに加えて地域の主要メンバー40人ほどへの個別ヒアリングを実施し、地域
の課題・ニーズを抽出。
東京で開催された「地域創生スクール」に職員を派遣、当該職員を中心に外部のコ
ミュニティデザイン専門業者による指導のもと、役場内でグループワークを実施し、事業
のコンセプトや手法を徹底的に検討。

ヒアリングやグ
ループワークで課
題・ニーズを分析
したことにより、事
業のコンセプトが
より明確となった。

外部専門家の力を借りつつも、いずれは町職員のみで事業実施可能
となるよう、双方が意識して事業をデザイン
事業のデザインや専門的な検討のノウハウを外部専門家のサポートを受けて町職員
が取得し、地域の事情・人間関係を「通訳」しながら進めてきた。
外部専門家は、交付金事業に採択されない場合でも事業推進できるよう、町職員
のみでも実施可能な計画とするよう心掛けると共に、通常業務で忙しい町職員であっ
ても巻き込んで検討を実施。
事業内容を住民にもわかりやすく説明できる地方版総合戦略のコンセプトブックを作
成し、一般住民向けに「ライフスタイルサミット」を開催して事業立ち上げを周知し、参
加者を募集。

外部業者に頼る
ことなく、町職員
により事業継続
が可能となった。

これまで町内には無かった推進体制のため、当初は周囲の理解を得
るのに苦労したが、丁寧な説明と情報発信を繰り返す
「21世紀の暮らし方研究所」という、町内外から参加可能な推進主体を立ち上げ
て、事業の方向性からパンフレットのデザインに至るまで合議形式で検討。
自治会長が集まる旧来の会議体ではなく、課題意識や興味で繋がるチームは町内
で初めてであり、当初は周囲の理解を得るのに苦労したが、思いをひたすら説明し、
参加してみたら楽しかったと感じてもらえるように工夫した。
また、ニュースレターを定期的に作成して配布。ホームページや空き家情報サイトのデ
ザインについても、目立たせるために独自性を出した。

結果的に住民・
町職員の理解を
得ることに成功。
メディアにも取り
上げられて注目
されることで、住
民のモチベーショ
ンも向上。

町内外から関係者が集まる定期会合そのものにより町の賑わいが創
出されるように、会合の開催場所を工夫
会合の会場は、路地を入った交通の便が悪い場所（空き家を改築）を敢えて選ん
だ。住民が普段行き交う場所に集まることで、日常の変化を実感するとともに住民に
賑わいを提供する意図である。
空き家所有者の意思決定が円滑となるよう、検討すべき事項とフロー、各種制度の
情報提供をまとめた冊子を作成して定期的な相談会を開催し、放置空き家を未然
に防ぐ流れを構築した。

住民が自発的に
「こどもラボ」や
「ばあばラボ」を
創設するなど、
町の賑わい創出
の効果が波及し
てきている。

一般住民向けの事業報告会・意見交換会を開催
各専門分野代表者による協議会や町議会への事業報告に加えて、再び「ライフス

タイルサミット」を開催して事業内容や実績を報告。参加費を徴収したにもかかわら
ず150人以上が集まった。

新たなチャレンジ
をしたい等の感
想を語る参加者
も出るなど、双方
向のコミュニケー
ションとなった。

取組の効果事業の段階

今後の
展開・課題

人口増への直接的視点のみでなく、地域内消費・生産を増やし、新たな仕事を生み出し、地域の人口安定化を目指す持続可能な
取組への修正を検討中。そのために、既存の地域内生産者に対する技術向上などの専門的支援や、地域内循環の現状把握調査
などを行う予定。

本事例に関する連絡先︓山口県阿武町 まちづくり推進課 TEL 08388-2-3111
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静産大が
負担

藤枝市産学官連携推進センター
静岡産業大学

藤枝駅前
キャンパス

ABC
Cooking Studio

静岡産業大学が指定管理者として
藤枝駅前キャンパスと一体管理運営

指定管理者負担
• リース会社に支払う賃料の約4割は市が負担
• 残りの賃料は指定管理者が負担
（市への納付金として納付）

• 指定管理料はなし

藤枝市負担
• 地方創生推進交付金、地方創生拠点整備
交付金を活用

活動交流スペース、セミナールーム等

事業名称 大学を核に、情報ビジネスで人の流れをつくる 藤枝“活動・交流都心”創造計画

事業概要

ロジックツリー

平成29年度KPI

主なKPI・関連指標 実績値（目標値） 指標設定・目標値設定のポイント（工夫・示唆等）
産学官連携情報ビジネス

創出事業件数
8件

（12件） • 情報ビジネスにかかる人材育成と事業創出における成果を把握するため、KPIに設定。

市内へ就職した大学生数
【連携4大学より】
<<増加分>>

30人
（10人）

• 本事業開始に当たっての課題である、若者の地元定着における成果を把握するため、KPIに
設定。

中心市街地の空き店舗や
施設の空区画を利用した

チャレンジショップ数

3件
（0件）

• 事業の直接的なアウトカムとしてKPIに設定。
• 準備期間を考慮して初年度の目標値は0件と設定。

法人市民税収入額
<<増加分>>

178百万円
（58百万円）

• 地域経済の成長を把握するため、KPIに設定。
• 事業開始前の平成28年度比4%増を目標値に設定。

■申請団体名︓静岡県藤枝市 ■分野・テーマ︓コンパクトシティ

総合的なアウトカム 交付金事業のアウトカム アウトプット 地方公共団体が設定

参考案

【事業の背景・経緯】 ※藤枝市の人口(平成27年国勢調査)︓143,605人
 藤枝市では、人口減少・少子高齢社会を見据え、交通結節点である中心市街地に福祉や公共サービス、商業等の集積による徒歩生活圏の形成を進め、そ

の成果として居住人口が10年間で約1,000人増加した。一方で仕事や教育機能等の不足から昼間人口の流出や大学進学年代の転出超過となっている。
 郊外にある大学機能を街なかに移して魅力ある教育環境を創るとともに、産学官で地域産業のICT化と新たな情報ビジネスを生み、街なかに波及する流れを

作ることにより、新産業の創出及び若者の誘導と定着、活動量の拡大による持続力あるコンパクトシティを形成し、街なか居住促進と出生率の向上、人口の
維持・拡大を図る。

ICTを活用する地元企業数

【事業主体】
 産学官連携推進協議会

構成メンバー︓藤枝商工会議所、岡部町商工会、㈱まちづくり藤枝、藤枝市、
静岡産業大学(代表法人)、藤枝金融協会(代表:㈱静岡銀行)

【事業内容】
「藤枝市産学官連携推進センター」を活動拠点として以下の取組を実施。
①産業を育てる︓地元産業の成長や起業創業支援、ビジネス創出を推進

• 市が進める中小企業支援の理念「エコノミックガーデニング」を具現化する起業
創業から発達までの伴走型支援拠点「エフドア」を設置し、産業コーディネー
ターによるワンストップ窓口として機能

• お試し起業の場として短期間レンタルスペース「トライアルスペース」を設置
• ICT活用促進のために産学官で組成した「藤枝ICTコンソーシアム」の活動拠

点として、地元企業に対するICT導入啓発や、ICT導入診断等を実施
②人を育てる︓次代を担う人材を育成

• 大学による各種ビジネス講座(ビジネス体験学習、市民公開講座)の開催
• 藤枝ICTコンソーシアムによる「ICTエキスパート講座の開催」
• 地域企業による各種ビジネス講座の開催

食メディア研究展開事業…㈱ABC Cooking Studio
ビジネスまちづくりセミナー開催事業…静岡産業大学
情報メディア研究展開事業…㈱TOKAIケーブルネットワーク

③産業と人を繋ぐ︓創出した地元雇用と育成した人材のマッチングで学生等の
地元定着を促進

• 企業と学生のビジネス研究・交流、就職マッチング
• 農商工連携、6次産業の交流機会の創出

推進交付金

事業の効果 【総合的アウトカム】
 市内へ就職した大学生数【連携4大学より】

30人増（H31年度目標）
 法人市民税収入額

116百万円増（H31年度目標）

【その他の副次効果】
 産学官連携推進センターが入居する施設について、託児

機能付きオフィスや飲食店などを含む5件の出店が新たに
決まっている。

産学官連携推進センターの事業スキーム

法人市民税収入額

市内へ就職した大学生数

地元企業の成長

産学官連携情報ビジネス
創出事業件数

中心市街地の空き店舗や
施設の空き区画を利用した
チャレンジショップ数

各種ビジネス講座の受講者数

相談窓口の利用者数

【事業実施額】 実績額 23,415千円（平成29年度）
総額 84,000千円（平成29~31年度、申請ベース）
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産学官連携推進センターは、イニシャル部分に行政の交付金を活用し、ランニング部分は指定管理者である民間の事業収入を充当
している。これにより、各指定管理者では自走化を意識した事業運営に繋がっている。

事業の
実施

事業実施
体制の構築

自立性の
確保

達成目標・
水準設定

事業の
継続

事業の
評価

改善への
取組

事業手法の
検討

課題・ニーズ
の明確化

産学官のトップ同士で課題意識を共有。ICTを活用して人の流れを
呼び込むという事業コンセプトの具体化のため、拠点整備を決定
市、大学(静岡産業大学)、経済界(藤枝商工会議所)のトップ同士で、少子化時
代における地方大学のあり方や行政との連携、若者定着のための教育・産業のあり
方等について課題意識の共有を行った。三者は平成29年3月の藤枝ICTコンソーシ
アム組成時の中心メンバーであり、当時から情報共有、議論がなされていた。
同コンソーシアムは「ICTで人の流れを呼び込むまちづくり」をコンセプトに活動しており、
そのための活動拠点が必要であるとの議論が進み、今回の事業を決定した。
ハコモノありきで事業コンセプトを考えるのではなく、事業コンセプトを明確にした上で、
それを実現するための拠点整備(既存の官民複合施設のリノベーション)を実施した。

情報共有が以
前から行われて
いたことで、検討
開始から9か月
で産学官連携
推進センターを
開設するという
迅速な意思決
定、拠点開設が
可能となった。

中小企業の伴走型支援、地元企業のICT活用促進、人材の育成・
マッチングなどの機能を一つの拠点に集約し、企業・人材を支援
創業支援の「エフドア」と、産学官連携推進センター事務局、藤枝ICTコンソーシア
ムを同一施設内に設け、ワンストップ化を実現した。これにより、企業や学生からの相
談の行き来がスムーズになっている。
また、1日単位で気軽に出店や展示が可能なトライアルスペース「kokokara」をセン
ター内に用意しており、ビジネスの創出を促す機能を設けている。

伴走型の支援
拠点として利便
性が高まったこと
により、相談窓
口の利用者数が
増加した。

大学を中心に、産学官が連携して事業の推進主体を設立

事業の推進主体として、静岡産業大学を中心とする「産学官連携推進協議会」を
平成29年11月に設立した。（大学、商工会議所、市、金融協会などで構成）
事務局には企画運営に長けた人材を起用しているが、これまでの知識経験を活か
して地域貢献を行えるというモチベーションを持って事務局運営に従事している。

各主体の専門
性を活かした経
営、ビジネスプロ
グラムを構築し、
実効性のある事
業を展開できた。

市からの財政的支援は最小限として自走化を促す

市自身がセンターを運営すると交付金事業終了後の財源確保が難しくなるため、
持続性の観点から民間主導の運営とし、市は側面支援を行うこととした。そのため、
指定管理料は支払っていない。
センターの指定管理者(静岡産業大学、㈱ABC Cooking Studio)は、それぞれ
の収益見込みに基づいて契約時に取り決めた賃料を、市への納付金という形で納付
している。センターの賃料は市負担分(約4割)と合わせてリース会社に支払っている。

一部の指定管
理者については、
既に一定の収益
を上げて自走化
ができている。

内部による1次評価の後で、外部による2次評価を実施
主管課による内部評価（１次評価）の他、行政サービス評価委員会による外部

評価（２次評価）、議会委員会による評価を実施している。
評価委員会では、これまでにない新たな取組として評価されているものの、自立化

に向けて事業の実施主体をより具体的にすべきといった意見が出ており、有効に評
価体制が機能している。

内部、外部両面
から事業評価を
行うことで、多角
的な検証が可
能となっている。

取組の効果事業の段階

今後の
展開・課題

指定管理者の㈱ABC Cooking Studioは既に一定の収益を上げて自走化ができているが、静岡産業大学では大学からの持ち出
しが出ている。現状の貸会議室や貸スペースによる収入のみでは納付金に対して不足しているため、収入の拡大に繋がるようなセン
ターの使用方法を今後検討していく予定である。

本事例に関する連絡先︓静岡県藤枝市 企画政策課 TEL 054-643-2055


